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【開催日】 平成２８年９月６日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後５時４２分 

【出席委員】 

委 員 長 下 瀬 俊 夫 副 委 員 長 矢 田 松 夫 

委 員 石 田 清 廉 委 員 岩 本 信 子 

委 員 小 野   泰 委 員 三 浦 英 統 

委 員 吉 永 美 子   

 

【欠席委員】 

 なし 

 

【委員外出席議員等】 

傍 聴 議 員 岡 山  明   

 

【執行部出席者】 

健 康 福 祉 部 長 河 合 久 雄 国 保 年 金 課 長 桶 谷 一 博 

国保年金課主幹 安 重 賢 治 国保年金課国保係長 石 田 由記子 

国保年金課国保係主任 重 村 亮太郎 国保年金課国保係主任 山 根 和 之 

国保年金課年金高齢医療係長 三 隅 貴 恵 国保年金課特定健診係長 岡 崎 さゆり 

高 齢 福 祉 課 長 吉 岡 忠 司 高齢福祉課主幹 塚 本 晃 子 

高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 尾 山 貴 子 高齢福祉課主査兼介護保険係長 河 上 雄 治 

高齢福祉課介護係主任主事 藤 永 一 徳 高齢福祉課高齢福祉係長 古 谷 雅 俊 

地域包括支援センター主任 荒 川 智 美 地域包括支援センター主任  古 谷 直 美 

病院事業管理者 河 合 伸 也 病院局事務部長 堀 川 順 生 

病院局総務課長 岡 原 一 恵 病院局総務課主幹 和 氣 康 隆 

病院局医事課長 山 根 和 美 病院局総務課主査兼経理係長 藤 本 義 忠 

病院局総務課経理係主事 岩 本 隆 嗣   

 

【事務局出席者】 

事務局長 中 村   聡 庶務調査係長 島 津 克 則 

 

【付議事項】 

１ 議案第６４号 平成２７年度山陽小野田市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について（国保） 
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２ 議案第６６号 平成２７年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について（国保） 

 

３ 議案第６５号 平成２７年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について（国保） 

 

４ 議案第７１号 平成２７年度山陽小野田市病院事業決算認定について

（病院） 

 

５ 閉会中の継続調査事項について 

 

 

午前９時   開会 

 

 

下瀬俊夫委員長 おはようございます。ただいまから民生福祉常任委員会を開

きたいと思います。今、お手元に今日の審査日程の表があります。でき

るだけ今日、審議を進めていただきたいと思います。では最初に議案第

６４号平成２７年度山陽小野田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定についてであります。執行側の説明を求めたいと思います。 

 

桶谷国保年金課長 それでは議案６４号平成２７年度山陽小野田市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。なお、決算の参

考資料としまして山陽小野田市の国保をお配りしております。まだまだ、

不十分な内容ではございますが、本日の審査の参考にしていただければ

と存じます。これらの資料につきましては、少々お時間をいただきまし

て、決算書と併せて御説明させていただきたいと存じます。それでは、

最初に決算を取り巻く概況から御説明させていただきます。資料の１ペ

ージをお願いします。資料の中段、職員数でございますが、平成２７年

度は正規職員１５名、臨時職員１名、合計１６名の体制でございました。

続きまして２ページ、国民健康保険運営協議会でございます。本協議会

は国民健康保険事業の運営に関する重要事項その他必要事項を審議する

市長の諮問機関で委員は１４名でございます。平成２７年度は８月と２

月に開催しており、８月は４名、２月は２名の欠席がございました。協

議会の重要性に鑑み、開催の日程調整につきましては今後とも最大限努

力していきたいと考えています。続きまして３ページは平成元年からの

各年度末における国保加入世帯と国保被保険者の推移状況でございます。
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１番下ですが、平成２７年度の国保加入世帯は８，９５１世帯で加入率

は３１．１９％、国保被保険者は１万４，０４８人で加入率は２１．９

２％となっており、平成１８年度をピークに減少し続けています。４ペ

ージは年度間平均の被保険者の推移です。５ページは資格得喪の異動状

況でございます。傾向としましては上段の資格取得では転入と社保離脱

が平成２５年度以降減少し続けています。一方、下段の資格喪失におい

ては生保開始が平成２４年度以降減少し続けています。また、後期加入

につきましては、ここ２年間増加し続けています。続きまして６ページ

は年齢階層別の被保険者数の状況でございます。年齢階層は５歳刻みで

作成しています。一般と退職を合わせた男女の計で見ますと、６０歳以

上が全体の６５.４８％を占めている状況で、前年に比べ１．４７％増加

しています。平均年齢につきましては５３．９歳となっており、前年に

比べ０．９歳上がっております。なお、無資格者の実態把握ですが、過

去何度か御質問をいただいておりますが、現行制度では把握できない状

況です。一方、不現住被保険者いわゆる居所不明の被保険者については

事実確認の後、市民課に住民票の職権による削除の依頼を行っています。

決算を取り巻く概況は以上でございます。それでは、決算書に沿って御

説明いたします。まず、決算書の２３ページをお願いします。歳入歳出

決算総括表でございます。予算現額８７億３，１３１万３，０００円に

対しまして歳入額８７億８，２１５万３，５２０円、歳出額８６億３，

０９４万９，９５２円となり、差引き形式収支は１億５，１２０万３，

５６８円の黒字となりました。翌年度へ繰り越すべき財源はございませ

んので、同額が翌年度への繰越金となります。続きまして決算に関する

説明書の歳出から詳しく御説明させていただきます。３２４ページをお

願いします。１款総務費のうち１項総務管理費は職員１１名の人件費や

国保連合会への負担金となっております。２項徴収費は賦課徴収に係る

物件費となっております。３２６ページをお願いします。３項運営協議

会費は運営協議会委員への報酬でございます。続きまして２款保険給付

費は総額で５３億６，７６９万９，８９２円となり歳出の６２.２％を占

めております。詳しい医療費の状況は資料の７ページからになります。

ここからの資料は国に報告する事業年報を基に作成しています。まず、

７ページの療養諸費でございますが、これが医療費の総額となります。

下段の全被保険者欄を御覧ください。平成２７年度の保険者負担額は４

６億７，９４２万２，３１１円、一人当たりの負担額は３２万１，２７

９円で、いずれも過去５年間で最も高額となっております。続いて資料

の８ページと９ページは７ページの療養諸費を医療費の種類ごとに分類

したもので、８ページが原則的医療給付と呼ばれるもので調剤や訪問看
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護を含んでおります。９ページが補完的医療給付と呼ばれるもので、柔

道整復が主なものとなっています。続きまして１０ページの上段一人当

たり費用額ですが、これは、７ページに戻っていただき下段一人当たり

の費用額４３万９，０００円を医療費の種類ごとに分析した表になりま

す。特長的な傾向としましては歯科が横ばいに推移しているのに対し、

調剤と訪問看護が大きく伸びています。調剤に関しては全国的には平成

２７年９月に発売された高額なＣ型肝炎新薬の影響が顕著に表れていま

す。本市においても、これらの影響を確認しており、今後これら新薬の

薬価動向も注視していく必要があると考えています。また、残薬等の問

題ですが、現在、国においては患者のための薬局ビジョンを昨年の１０

月に公表しております。この基本的な考え方は薬局の薬剤師が専門性を

発揮して、ＩＣＴも活用し、患者の服薬情報の一元的、持続的な把握と

薬学的管理、指導を実施するもので、これにより多剤、重複投薬の防止

や残薬解消なども可能になり、患者の薬物療法の安全性、有効性が向上

するほか、医療費の適正化にもつなげようとするものです。こうした背

景の下、高齢福祉課において、薬剤師会と連携した薬の適正服用に取り

組んでいます。今後はこうした連携を深化させる一方で、保険者として、

薬の飲み残しはありませんかなどの啓発リーフレットを保険証の切替え

時に同封するなどを検討していきたいと考えています。訪問看護につき

ましては在宅医療による影響が大きいと考えています。資料の１２ペー

ジから１８ページは国保連合会が作成した平成２８年５月診療分の疾病

分類集計をまとめた資料になります。各項目の上位３位を網掛けにして

います。まず、１２ページですが、年齢階層別男女別の診療の状況です。

傾向は例年と変わりはありません。５５歳辺りから一人当たりの診療費

が大きく伸びています。１３ページは年齢階層別の入院と入院外の診療

費をまとめたものです。入院外の傾向は例年と変わりありませんが、入

院については若年層の１件当たりの診療費が高額となっています。続き

まして１４ページは疾病大分類別の集計になります。表の中に受診率の

項目がありますが、算出方法は件数÷被保険者数×１００となります。

被保険者数は前ページ１２ページの一番下の計の欄１万４，０８５人と

なります。一番上の１感染症及び寄生虫症を例に挙げれば、件数３２５

÷被保険者数１万４，０８５×１００で２．３１％となります。また、

表の中で一人当たりの診療費の項目がありますが、過去５年間の推移を

まとめたのが次の１５ページになります。過去においては２の新生物、

９の循環器系の疾患、１１の消化器系の疾患が上位３位を占めていまし

たが、今年は１１の消化器系の疾患に変わり、５の精神及び行動の障害

が上がってきています。この項目は診療費が毎年増加していることから、



5 

 

今後注視していきたいと考えています。続いて１６ページは過去５年間

の中分類別診療費の順位で、ここ５年間は統合失調症が１位となってい

ます。次に１７ページは件数の順位となっています。ここ５年間は１位

が高血圧性疾患、２位が歯肉炎及び歯周疾患となっています。最後１８

ページは校区別の診療状況となっています。過去の数値も調べましたが、

大きな特徴はございませんでした。なお、これら数値は本年５月診療分

をまとめたものですが、ＫＤＢを活用した年間の分析結果においてもお

おむね同じ傾向が見られます。今後はこれら５月分の資料に変えて、Ｋ

ＤＢを活用した年間の資料に移行していきたいと考えています。決算書

に戻っていただき３２８ページをお願いします。３款後期高齢者支援金

等ですが、７億８，１５４万５２０円で歳出全体の９．１％となりまし

た。４款前期高齢者納付金は５３万４，３４８円となりました。３３０

ページをお願いします。５款老人保健拠出金は３万３，７２３円となり

ました。６款介護納付金は介護保険制度に対する納付金で、２億７，８

４３万４，１６６円となりました。７款共同事業拠出金ですが、１７億

２，３０４万３，８３４円で、歳出全体の２０．０％となっております。

この共同事業拠出金は２６年度決算と比較し約８億７，５００万円増加

しておりますが、保険財政共同安定化事業拠出金事業の制度変更による

ものです。従前は３０万円以上のレセプトを対象としていましたが２７

年度からこれら下限がなくなり１円から対象となったためです。これら

に連動して歳入の共同事業交付金も増額となっています。８款保健事業

費は特定健診、がん検診等に係る委託料のほか、受診券の郵送に係る事

務費、はり・きゅう施術に係る補助金等で６，２２６万３，８３７円と

なりました。資料１９ページをお願いします。中段の特定健診受診状況

ですが、平成２７年度の受診率は３６．８％で前年度より１．３％増加

しています。平成２７年度は実施回数を１２回から１４回と２回増やし

ております。平成２６年度の受診率３５．５％は県内１位となっており、

平成２７年度についてはまだ公表されていませんが、上位に入るものと

考えています。一方、２０ページ上段の特定保健指導に関しては実施率

に変動があり、国、県の平均値に達していない状況であり、現在方策を

検討しているところです。また、下段の表、内臓脂肪症候群に関しては

２６年度が最新の数値になりますが、全体的に上昇傾向にあることから、

これらについても現在方策を検討しているところです。続いて２１ペー

ジをお願いします。下段の表はがん検診等に関する受診状況を示してお

りますが、全体的に少しずつではありますが上昇傾向にあります。特定

健診につきましては引き続き、土日開催やがん検診との同時開催など、

健康増進課と連携を図りながら実施していきたいと考えております。な
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お、特定健診の受診券を郵送する際に同封しておりますパンフレットに

つきましてはこれまで議会からも貴重な御意見をいただいておりました

ので、今年度２８年度のパンフレットにつきましては御意見を反映させ

受診者の声でありますとか本市の疾病状況を記載しております。また、

健康運動事業につきましては決算書３３３ページをお願いします。中段

やや下の委託料ですが、春と秋合わせて１３０名の定員に対し９８名の

参加となり、定員割れでの実施となりました。こうした反省も踏まえ、

今年度の秋の運動教室から年度の途中ではありますが、若い世代も参加

しやすいように事業のネーミングを若返り体操教室からこくほシェイプ

アップジムに変え、現在募集しているところです。決算書３３２ページ

をお願いします。９款基金積立金では２億４，１３２万８，１５１円を

国民健康保険基金に積み立てております。基金の残高につきましては、

３０１ぺージをお願いします。中段やや下ですが、国民健康保険基金５

月末時点の残高は７億７，７２１万３，６１１円となっております。３

３４ページをお願いします。１０款諸支出金ですが、保険料の過誤納に

対する還付金、還付加算金等で７，５４１万８，２３８円となりました。

以上歳出合計８６億３，０９４万９，９５２円となり、予算現額に対す

る執行率は９８．９％となっております。歳出の最後に、資料等は御用

意しておりませんが、ジェネリック医薬品の使用状況や人口透析患者等

について御説明します。平成２７年度のジェネリック医薬品の使用率は

５９.１％で県平均の５６．７％を２．４％上回っております。引き続き

パンフレット配布や差額通知書により、ジェネリック医薬品の啓発に努

めていきたいと考えています。また、人工透析患者はＫＤＢによります

と平成２７年５月が４５名、平成２８年５月が３７名となっており、４

０名前後で推移している状況です。また、議会から御提案をいただきま

した資格証発行世帯における保健師同行の家庭訪問も実施したところで

す。始まったばかりで模索状態ではありますが、今後も引き続き行って

いきたいと考えております。歳出の御説明は以上でございます。続きま

して歳入の説明に移りたいと存じます。まず、保険料の料率ですが、資

料の２２ページをお願いします。平成２７年度については賦課限度額に

おいては変更があったものの、所得割、均等割、平等割につきましては

平成２６年度と同率、同額でございました。続きまして２３ページの表

は保険料の算定額割合になります。２４ページは保険料一人当たりの調

定額で、一番右端は１世帯当たりの調定額となります。両数値とも毎年

度減少しております。決算書３１２ページをお願いします。まず、１款

国民健康保険料が１３億８，５６３万１８１円、続いて３１４ページ２

款国民健康保険税は６２万６，０１０円となりました。これら全体の保
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険料、税収入は１３億８，６２５万６，１９１円となり、歳入全体の１

５．８％を占めております。収納状況につきましては資料の２７ページ

をお願いします。事業年報の数値ですので、収納額は還付未済額を控除

した額となっています。下段の合計欄ですが現年度収納率は９１．０３％、

過年度収納率は２４．３７％となり、昨年よりも若干低くなっておりま

す。続きまして２８ページは不納欠損処分の推移でございます。平成２

７年度の不納欠損額は２，３５６万１，５７１円、不納欠損率は６．４

５％で、共に過去５年間で最小の数値となっています。また、不納欠損

５１２件の内訳ですが生活困窮による執行停止中の時効が４件、通常の

時効が５０８件となっております。続きまして２９ページをお願いしま

す。上段の納付方法別収納状況ですが、特徴としましてはコンビニ収納

が大きく伸びてきているところです。下段の滞納、督促、差押え等の状

況です。まず、滞納世帯数ですが平成２７年度は１，２８７世帯、割合

は１４．０％となっております。続きまして短期被保険者証等の発行状

況ですが、平成２７年度は短期被保険者証が３８６件、資格証明証が２

４５件となっております。また、差押件数ですが預金口座が１４２件、

不動産はございませんでした。生命保険給与等が３４件、合計１７６件

で差押金額は６８３万８，３５５円となっております。今後も債権特別

対策室と連携を図りながら、適正な対応を講じたいと考えております。

また、議会から御質問をいただいておりました、滞納世帯等の所得階層

別の分析ですが、まず、滞納世帯につきましては２００万以下の世帯が

全体の約５４％を占めています。一方、差押えにつきましては２００万

以下の世帯が約３７％となっています。決算書に戻っていただき３１４

ページをお願いします。３款使用料及び手数料は８５万４，４４０円で、

督促手数料等となっています。４款国庫支出金のうち国庫負担金といた

しましては、国民健康保険における低所得者が多いこと、事業主負担が

ないことなどから療養給付に要する費用の一部を国が負担する療養給付

費国庫負担金として１０億６，６４８万８，００５円、高額医療費共同

事業負担金として４，４９１万９，５３６円、特定健康診査等負担金と

して７８３万１，０００円となりました。また国庫補助金として市町村

間の財政力の不均衡を調整するための財政調整交付金が４億３８６万２，

０００円となりました。国庫支出金合計で１５億２，３１０万５４１円

となり歳入全体の１７．３％を占めております。３１６ページをお願い

します。５款療養給付費交付金は退職医療制度による退職被保険者等に

係る医療給付の一部を被用者保険等の拠出金より交付される交付金で３

億４，５９０万１，４２４円となりました。６款前期高齢者交付金は前

期高齢者に係る全保険者間の費用負担を調整するための交付金で２３億
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４，９９８万２，１２７円、歳入全体の２６．８％を占めております。

７款県支出金のうち県負担金としましては高額医療費共同事業負担金と

して４，４９１万９，５３６円、特定健康診査等負担金として７８３万

１，０００円となりました。また県補助金としましては財政調整交付金

として２億８，５９２万９，０００円、県支出金合計３億３，８６７万

９，５３６円となりました。なお、これらを一覧にまとめましたのが資

料の３３ページでございます。上段が国庫支出金、中段が県支出金、下

段が前期高齢者交付金の状況でございます。決算書に戻っていただき、

３１８ページをお願いします。８款共同事業交付金は高額医療費や市町

国保間の財政の安定化を図るために市町が共同で行う再保険事業で１７

億６，０２８万２，７２６円となりました。９款財産収入は国保基金の

運用利息で１２万２，１５１円となりました。１０款繰入金は国保財政

安定化のために一般会計から繰り入れる保険基盤安定繰入金、職員給与

費等繰入金として６億４，２３１万４，８８８円、３２０ページになり

ますが、国民健康保険基金繰入金として１億２２５万６，０００円、繰

入金合計で７億４，４５７万８８８円となりました。なお、一般会計か

らの繰入金の過去５年間の状況は資料の３４ページをお願いします。区

分の下から２項目目にありますその他繰入金、これがいわゆる基準外の

繰入金になりますが、平成２７年度はございませんでした。基金残高や

広域化を控えての財政見通し等を総合的に勘案し０としたところです。

決算書３２０ページに戻っていただき、１１款繰越金は３億２，８５１

万５，６２８円となりました。１２款諸収入は一般被保険者の第三者行

為に係る療養給付費の返納金等で合計３８８万７，８６８円となりまし

た。以上歳入合計８７億８，２１５万３，５２０円となり、予算現額に

対する執行率は１００．６％となっております。最後に、資料の３１ペ

ージをお願いします。過去５年間の歳入と歳出を千円単位でまとめたも

のでございます。大局的な数値につきましては、こちらを御参考にして

いただけたらと存じます。また、３２ページはこれら全体の金額を被保

険者一人当たりに換算したもので、円単位となっております。以上で平

成２７年度国民健康保険特別会計決算についての説明を終わらせていた

だきます。お時間をいただきありがとうございました。御審議よろしく

お願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 説明が終わりましたので、今の資料も含めて、皆さんのほう

から御審議をいただきたいと思います。ページ数を追っていきたいと思

っていますが、それに関連する資料の関係は合わせて見ていただきたい

と思います。それでは歳出の３２４、３２５ページからお願いします。 
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吉永美子委員 御説明はなかったんですけども、７節の賃金ということで出て

おりますが、これはお二人分ということでよろしかったんですかね。 

 

桶谷国保年金課長 そのとおりでございます。 

 

吉永美子委員 そうすると済みません。ちょっと私が理解できていないところ

があるんですけども、資料の中の１ページ、全体で１５名、臨時は１と

なっているんですけども、ここにはお一人の方は含まれなくて、よそで

カウントされるということですか。どういうふうに考えていらっしゃる

んでしょうか。 

 

桶谷国保年金課長 臨時職員２名のうち１名につきましては、保健センターの

ほうで常駐勤務となっております。 

 

吉永美子委員 だから、年度の予算のときに説明があって、２名おられるとい

いうことで、１名は健康増進課におられて、特定健診とかをされるとお

聞きしたんですけど、特定健診だったらこの国保にも関連するけれど、

カウントするときはこの職員数には入れないという、ちょっと複雑なの

で済みません、御説明をお願いします。 

 

桶谷国保年金課長 １ページに掲げています職員数につきましては、基本的に

は本庁勤務の職員をベースといたしまして作成をしております。臨時職

員につきましては２名うちのほうで抱えておりますが、そのうちの１名

につきましては保健センター常駐で特定健診等の業務を行っております

ので、その臨時職員につきましては、この１ページの計数の中には計上

はしておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。いいですか。滞納世帯の訪問なんかは今、大体職員

が担当しているんですか。 

 

桶谷国保年金課長 滞納世帯の訪問でございますが、昨年度から開始をした事

業でございます。これにつきましては基本的に国保の職員と資格を有す

る保健師、この２名がペアとなりまして訪問をしているところでござい

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。なければ３２６、３２７ページ。 
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矢田松夫副委員長 ３２７ページですが、先ほど資料２で運営協議会の説明を

されました。欠席状況も言われました。結果として不用額は２万円とい

うことの決算が出ていますが、大体このメンバーで欠席者というのは名

前言わなくてもいいですが、この４つの区分がありますよね、代表者の。

どういう方が欠席されている。一番大事なところなんですよね、この運

営協議会が。額、率を決められるところと思うんですが。どういう理由

かも。 

 

桶谷国保年金課長 平成２７年度の運協の開催状況ですが、１回目と２回目が

ございまして、１回目につきましては４名の欠席者がございましたが、

区分でまいりますと、被保険者代表の方が１名欠席、保険医等の代表で

３名欠席でございました。また２回目につきましては被保険者代表の方

が１名欠席で、もう１名は広域代表の方の欠席でございました。以上で

ございます。 

 

矢田松夫副委員長 この委員の定数というのは、各市町村で決められるんです

が、これ見てみますと大体同じような類似団体というか、が出ておられ

るんですよね。ですからそういうところも定数に無理があるのか、ある

いはこの委員の個人の資質なのか、いわゆる出席をしなければいけない

という義務感というかね、そういったところの欠如なのか、定数が多す

ぎるのか、その辺どうなんですか。 

 

桶谷国保年金課長 前段の定数につきましては、適正であると認識をしており

ます。後段の理由につきましては、どうしても医療関係者の方が委員さ

んの中に多いということで、開催日を木曜日の午後からとしているとこ

ろでございます。そうしますと、ほかの会合等と重なってこちらのほう

には御出席をいただけないという例もございます。 

 

岩本信子委員 お聞きしたいのが、この運営協議会でここに一応どういうこと

をやったということは書いてあるんですが、この国保の保険料の率につ

いてとか、保険料が今見る限りでは結構基金もあって、もう少し安くな

るんじゃないかなとこちらから見たら思うんですが、そういうふうなこ

との話し合いというのはこの運営協議会では出るんですか、出ないんで

すか。 

 

桶谷国保年金課長 昨年度の運営協議会の中で議論された御意見といたしまし

ては、今、委員さんのほうからおっしゃった基金残高であるとか、ある
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いは過去において収支が赤になったことはないのかとか、あるいは本市

の料率は高いのかとか、あと一般会計からの繰入状況は他市と比較して

どうであったか、あるいは保険料を下げるにはどういった手法を取れば

いいのかという、そういった内容は議論されているところでございます。 

 

吉永美子委員 この国民健康保険運営協議会については、以前、被用者保険代

表が欠席をされているということで御指摘させていただいて、この被用

者保険代表は２回とも出られているということで、この辺はよろしかっ

たと思うんですけど、先ほどお話あった欠席状況の中で、保険医等代表

ということで３名が１回目ですかね、欠席と言われましたが、医師の方

が出られるように配慮をして木曜日の午後に行っていると。しかしなが

ら３名ということは４名中、医師会、どの方か分かりませんが、少なく

とも、医師会の方が２名は確実に参加されなかったということになるわ

けですけども、こういった時間の配慮をしながら欠席ということは、そ

の辺の手続上、何とか全員を参加というのは当然のことでありまして、

そういった木曜日の午後にしても、配慮したのに３名も来られないとか、

そういったことは何ていうかこの運営協議会の重大性、その辺について

しっかりとお知らせされているのかなというふうに思うんですけども、

配慮された上でこういう状況というのをどのように考えておられるかと

いうのをお聞きします。木曜の午後にしながら、保険医等代表が３名も

欠席をされているという実態でございます。 

 

桶谷国保年金課長 運営協議会の重要性につきましては、重々認識をしており

ます。日程調整につきましても、最大限努力をして日程調整をしている

ところでございますが、なかなか現実的には皆さん全員の御出席がかな

わないという状況でございます。 

 

吉永美子委員 だから先ほど配慮して木曜日の午後にしていますとおっしゃっ

たじゃないですか。なのに、いわゆる被保険者代表じゃなくて、保険医

等代表が３名お休みということは、木曜日の午後にしながらも休まれる

という、その辺のこの調整がきちんとできていないということはありま

せんか、また保険医等代表に対して、その協議会の重要性、その辺につ

いてきちっとアピールされていますかということをお聞きしたつもりで

す。 

 

桶谷国保年金課長 協議会の重要性等については、委員の皆さん十分御認識を

されていると理解をしております。調整につきましては最大限努力をし
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ておりますが、やはりどうしてもやむを得ない事情というのが生じたり

して、あるいは当初出席予定で大丈夫だという委員さんもいらっしゃい

ましたが、途中で急きょ予定が入り、欠席というのもございます。 

 

矢田松夫副委員長 ですから私は今、吉永委員の関連ですけども、最初にね、

いわゆる専門的な知見の方が３名も欠席をされるというのは本人の資質

に問題があるんじゃないかというふうに私尋ねたんですが、問題がある

というふうにお答えはできないと思うんですが、結局そこに行き着くん

ですよね。一番大事なところなんですよね。ですから、日程調整をして

もなおさら欠席があるというのはやっぱりどっちを重く見るかですよね。

昼からも大体木曜日午後の休診というのは分かっているんですけどね。

そういう状況がありながら、分かっている中、調整しながら結局本人が

出て来られなかったというのが一番問題なんです。本人が一番問題じゃ

ないんですかと言うんですよ。 

 

安重国保年金課主幹 先ほど御質問のありました国民健康保険の運営協議会の

重要性について認識してもらっているのかということでございますが、

これにつきましては、任期初めのときに国民健康保険法に基づいて設置

されたものでありますといった資料も配りまして、認識はお願いをして

おるところでございます。委員さん、保険医等代表の委員さんの資質が

どうなのかということでございますが、これにつきましては医師会さん

のほうに推薦をお願いしまして出してもらっておる委員さんでございま

す。日程調整につきましては私どもとしましては会場の空き状況、それ

からやはり会長さん、それから副会長さんの都合等を勘案いたしまして、

その中でも保険医代表の方が出席していただきやすい木曜日の午後とい

うことで、なるべくの努力はしておるところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 だからそのそれをどういうふうに見るか、質問趣旨はそこよ

ね。この欠席という事態についてね、行政としてはどういうふうにこの

対応をするのかということでしょ。 

 

桶谷国保年金課長 再度委員さんにつきましては運営協議会委員としての重要

性を再度御理解していただくように、こちらからも調整をしてまいりた

いと思います。また日程調整につきましても、最大限、今後も努力を続

けていきたいと思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 今の答弁でいいですか。 
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矢田松夫副委員長 そりゃ次年度に今回の反省を生かして、次年度にもってい

くと言いながら、結局重要事項を審議してそれを市長に諮問するわけで

しょ。ですから諮問する内容を含めて重要事項が、これほどの欠席者が

あって、重要事項の審議になるのかというところを今、問題にしている

んですから、出された資料を異議なしというわけにいかんと思うんです

ね。これやっぱり市民に大変な影響を与える内容ですので。その一番元

締めがこういうことでどうなんですかと言うんですよ。ですから出られ

る状況は今までどおりじゃなくて、違う方向、こうしますというのがあ

ればいいんですが。新しい策が。なければまた次年度もこういう実態と

いうのは起こるんですよね。何かありますかね、これ以上、もう医師会

の木曜日の午後からの休診もしました。場所はいつも保健センターです

よね。例えば時間をこれはずらすとか。午後じゃなくて夕方とか。そう

いうところもだけど、今年より新たなものがあるかということよね、次

年度に向けて。 

 

桶谷国保年金課長 今、御助言をいただきましたように時間設定につきまして

は、ここ数年、木曜日の午後３時からを設定としておりますが、場合に

よっては夜間の開催も視野に入れて検討していきたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 欠席者については、毎回きちんと本人には伝えているんです

か。 

 

桶谷国保年金課長 配布資料につきましては、会議の事前に配布をいたしてお

ります。当日会議で審議をされた議事録等につきましては、欠席をされ

た委員さんには全て郵送でお送りをしております。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやそれは資料届けるだけの話やろ。今の話は結局欠席

の自覚についてきちんとやっぱり確認する必要があるんじゃないかとい

うことでしょ。そこら辺がきちんとできているかどうか。 

 

桶谷国保年金課長 それについては申し訳ございません。そこまではいたして

おりません。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それと、これは大体年

に２回、予算と決算の時期ですよね。開催時期が。でね、これは重要な

国民健康保険会計の中で、重要な変更等については当然、この運営協議

会に掛けるということは義務付けられているわけでしょ。そうすると大
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体毎年６月に国民健康保険料等の変更がされるよね。それはほとんど運

営協議会の中では議論されないんですか。 

 

桶谷国保年金課長 今委員がおっしゃられましたとおり、その当該年度の料率

につきましては６月１日告示となっておりますので、告示した直後に委

員にお知らせをしているという状況でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや、それは連絡するかどうかの話じゃないでしょ。運

営協議会で議論しなきゃいけない問題じゃないんですか。というのが保

険料率を変更するということは重要な変更に当たるんじゃないんですか。 

 

桶谷国保年金課長 どういった事項が重要事項に該当するかにつきましては、

ちょっと古い資料ですが、昭和３４年に国のほうが見解を示しておりま

す。それによりますとその保険料の負担割合であるとか保険料の賦課方

法、給付の期間とかそういったものが重要事項に当たるという見解を示

しておりますので、料率の算定等につきましてはそれらには該当しない

と認識をしております。 

 

下瀬俊夫委員長 補正予算がそんなに重要なの。２月に、この２７年度におい

ても２７年度の補正予算、あとは新年度予算については報告されますが、

条例改正もありますが、条例改正は重要事項だけど料率の変更は重要事

項ではないということなんですか。特に料率の変更についてはかなりい

ろいろなパターンをあなた方はモデルにして検討された上で料率を決定

されるよね。それは委員会には報告はあるんですが、だけど運営協議会

だってそれはどういうパターンのモデルにするかというのは当然協議の

対象になるんじゃないですか。今の状況で行くと運営協議会のメンバー

が決定後の料率は分かるが、それがどういう経過で決定されたのかって

さっぱり分からないじゃないですか。それはまずいんじゃないかな。 

 

桶谷国保年金課長 料率の決定につきましては事後報告という形になりますが、

２回開催をしておりますうちの８月に開催をしている協議会の中で料率

決定の詳しい経緯等については御説明をさせていただいております。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや、だからそれは報告でしょう。運営協議会というの

は、自分たちが決定に関わっていくことじゃないんですか。今の話では

決定後に報告を受けると。それは別に運営協議会の決定事項じゃないと

いうことなんですか。これね、ずっと一貫しているんですよ。大体６月
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に変更されるのに、６月以前にほとんど開かれていないわけでしょ。 

 

桶谷国保年金課長 実際に税が確定してうちのほうが料率の算定作業に掛かり

ますのがどうしても５月中旬から下旬に掛けての作業となります。時間

的な制約もございますので、現在のところちょっと物理的にも不可能か

なと認識しております。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや、だからやらないんですか。物理的に不可能だから

運営協議会を開かなくてもいいということなんですか。ちょっとね、そ

れは。 

 

岩本信子委員 問題は結局、料率を決定するのに事後報告ということが問題じ

ゃないんですか。その運営委員会の中で料率は決定するべきじゃないか

ということを言っているわけです。先ほど私が言いましたように、どう

いう協議がされているんですか、どういう内容なんですかと。そういう

意見はあったけど、じゃあそれを取り上げて料率をこうしましょうとか

いう、そういう話し合いにはなっていないということですね。運営委員

会は。 

 

桶谷国保年金課長 現在の仕組みとしてはそのようにはなっておりません。 

 

三浦英統委員 予算決算の問題ですね。これを運営委員会に掛けると。運営委

員会に掛ける中で、運営委員というのは聞くだけの話なんですか。予算

決算を議会に提出して審議をすると。その前に皆さん方が作られた予算

決算をじゃあこれはいかんから変更しますよとか、そういうのはないん

ですか。ただ報告するだけというのが運営委員会ですか。先ほどからの

お話を聞いておると。まあ条例にしても同じような問題ですね。何のた

めの運営委員会ですか。報告だけの運営委員会だったらあってもなくて

も同じようなもんじゃ。 

 

桶谷国保年金課長 この運営協議会につきましては市長の諮問機関でございま

すので、いただいた意見はそれら施策の中に反映はするようにはしてい

ます。 

 

三浦英統委員 予算決算にしてもね、この２月と８月ですか。この２月に予算

をじゃあ修正するんですか。お宅らが作ったのを意見があれば。そうい

うのはないんでしょう。それから決算にしても同じですね８月にしとる。
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重要な案件と言いますけどね、あとほかに補正予算、ここらも作ったも

のを報告するだけの問題じゃないんですか。その辺はどうなんですか。

一度でも変えたことがあるんですか、今まで、予算決算にしても補正に

しても。 

 

桶谷国保年金課長 補正予算、あるいは当初予算につきましては運営協議会の

中で一応承認という形では御理解をいただいているところでございます。

過去において、ここ数年間においては不承認になった事例はないと認識

をしております。 

 

下瀬俊夫委員長 さっきの保険料率は結局その事後承認、事後報告で済むとい

うような認識が協議会に対する位置付けの弱さに重なってくるんですよ

ね。だから、さっきから出ているように別に欠席してもどうということ

はないというふうな協議会に対する位置付けの軽さにもつながってくる

ような気がするんですよね。料率というのはある意味では非常に大きな

変化でしょう。それをどうもきちんと運営協議会に掛けて決定するので

はなしに、決めた後に報告するというだけの話では、私はやっぱりちょ

っと運営協議会の位置付けそのものが低く見られているという感じがす

るんだけどね。そんなもんなんですか、いわゆる料率の変更というのは。 

 

河合健康福祉部長 市といたしまして、この国保運営協議会を軽んじていると

かそういうことは全くございません。また、この保険医等代表の方が欠

席ということもございましたけれども、これは先ほど担当も申しました

が医師会からの推薦を受けた担当の医師の方です。また、医師会、薬剤

師会については会長自ら出席をいただいているところでございます。こ

の方たちつきましては、識見もあり大変優れた方ということは分かって

おりますが、この日程調整の中であらかじめ医師会内の会合が入ってい

たということで欠席ということもございました。ですから事務局といた

しましては、なるべく早く日程調整をして全ての方に出席いただくよう

な配慮というのを今後も努めていきたいと思っております。この日程に

つきましては会長並びに副会長の都合をまず優先しておりますので、そ

こら辺でなかなか日程が組めないということもございました。そういっ

たところも反省として日程につきましては今後なるべく早く準備して皆

さんが出席しやすいようにしたいとは思っておるところでございます。

また、保険料率の件につきましては重要事項と認識しておるところであ

ります。ただ日程等非常にタイトなところではございます。これにつき

ましては、今後協議会を開く間はございませんけれども、各協議会の委
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員に意見等をもらいながら、この率につきましても承認という形でいた

だけるように仕組み等を考えながら進めていきたいと考えております。

以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 先ほどちょっとお聞きしたんですが、保険料率を決めるとき

に幾つかのパターンのモデルを作るよね。それを検討されますよね。ど

れを選ぶかというのはあくまで担当者が検討されて決めるんだろうと思

うんだけど、そういうパターンも含めてやはり運営協議会の審議事項に

僕はすべきだと思っているんですよね。持ち回りにするかあるいは運営

協をきちんとやるかというのはいろいろやり方はあると思うんですが、

やはりこれ今までほとんどそれができていないという、ちょっとここら

辺は是非改善の余地があるんじゃないかなと思いますが、いいですかね。 

 

河合健康福祉部長 この保険料率の件につきましても以前から委員会で御意見

等をいただいているところでございます。そこら辺も含めまして、今後

はこの運営協議会も最大限尊重しながらこの運営協議会を進めながら保

険料率につきましても検討していきたいと思っております。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 はい。よろしく。今のページでほかにありますか。 

 

石田清廉委員 お尋ねというより、教えていただきます。３２６ページの保険

給付費のいわゆる不用額についてもう少し説明していただきたいんです

ね。どういう背景があるのか。これ予算策定時、保険給付費全部含めて

８，２９７万ですかね、が計上されております。この辺を少し御説明し

ていただけますか 

 

下瀬俊夫委員長 これは何か一覧表があるんかね。不用額の一覧表が何かある

んかね。この説明の中にないな。 

 

桶谷国保年金課長 不用額につきましては、なるべく不用額が出ないというよ

うなことで最終の３月補正で調整をすることとしております。３月補正

に間に合わせるためには１月中には少なくとも最終的な決算見込み、療

養給付の決算見込みを出す必要があるわけですが、そのときどきでどう

いった疾病が流行しているのか、今後インフルエンザの疾患がどのよう

に推移をするかをある程度見通しを立てて最終的な療養給付費を見込む

わけですが、なかなかどんぴしゃりにその数値をはじき出すというのが

困難な状況でございます。したがいまして、若干、千万単位の不用額と
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はなりますが、このような状況になっております。 

 

石田清廉委員 御説明は理解できます。ただ、予算の策定と実際にこのような

不用額の正確な予算策定時に読めないという理由はよく分かりますが、

何％程度の範囲内なら適正だとお考えですか。これを見ると十四、五％

の誤差があるんですよね。そういう予算の組み方が適正であったかどう

かという少し疑問があるんですけど、その辺はどのようにお考えでしょ

うか。 

 

桶谷国保年金課長 不用額が全体の予算の何％を占めるか、あるいは何％以内

であれば適正な執行状況であったかというのを判断するのは非常に難し

いと理解をしております。やはりその時その時で最善と思われる数字を

計上して補正を掛けるわけでございますが、それが適正であると執行側

は認識しております。 

 

三浦英統委員 資料７ページの療養費なんですけどね、一人頭が４３万９，０

００円ということで、年々高くなってきております。先ほど１０ページ

ですか、国のほうで残薬の問題とか薬剤の新薬の問題とかいろいろな対

策をお話なさっておったんですが、この中で１０代から２０代の人が非

常に一人当たりの療養費が高くなっているんですよね。１３ページ、入

院の。これの内容ですね、どういうような内容で１０代の方、２０代の

方の療養費が非常に高くなっておるのか、ここら辺りをお尋ねしてみた

い。それとこれの対策について、どのような対策を取っていらっしゃる

のか。今後取るのか。併せ持ってお願い申し上げます。 

 

桶谷国保年金課長 １３ページの入院患者につきまして、１０歳から２４歳の

年齢階層の１件当たりの診療費が多いという御質問でございますが、こ

の階層につきましては全て患者数につきましては１名となっております。

１０から１４歳のこの１名の方につきましては筋骨格系及び結合組織の

疾患ということでございますので、例えば腰痛症であるとか、そういっ

た筋骨格系、アキレス腱等も含めた疾患ではなかったかと認識をしてお

ります。 

 

三浦英統委員 今後、今の４３万９，０００円というのは県下でも高いほうで

あろうと思うんですよ。これは先ほどから言われましたように、国の方

針を踏襲するということでございますが、この踏襲だけで今後下げる方

向性、じゃあどのぐらいまで下げていくか。こういう対策は取っていら
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っしゃるんですか。これがすなわち国保料に大きく響いてくるというよ

うな現況になっておるので、これをどういうふうな今度下げていく施策

ですね。これをお願い申し上げます。 

 

桶谷国保年金課長 これらの一人当たりの費用額が高い理由にはいろいろな複

合的な要素が絡み合って現在のこの数値が出てきていると認識をしてお

ります。やはりこれを一気に下げるということは非常に難しいことです

ので、やはり計画的に下げていく必要があると思っております。そうい

った意味で現在既に作成に着手をしております第二期の総合計画の中で

ある一定の額を保険事業に投資をして被保険者の方にそういった保険事

業に積極的に参加をしていただいて長い目で見て健康になっていただく、

そういった結果で医療費を抑制するといった施策を今考えているところ

でございます。 

 

岩本信子委員 ７ページなんですけれど、退職の被保険者、資料の７ページね、

退職の被保険者が８６３人とがたっと減っているんですよね。これは何

か理由かなんかあるんですかね。 

 

桶谷国保年金課長 現在この退職被保険者制度というのは、制度としては打ち

切りをされておりまして、現在残ってらっしゃる方がいらっしゃるとい

う、数値的にはそのようになっております。 

 

岩本信子委員 それで退職で気になったのが、先ほどの１３ページですよね。

６０から６４歳が一番診療費も高いということになると、これ分析する

と退職の頃に危ないというか、病気になりがちというそういうふうな分

析、捉え方でよろしいんでしょうか、どうでしょうか。 

 

桶谷国保年金課長 その辺りは詳しく分析はいたしておりませんが、そのよう

な傾向があるのかもしれません。 

 

小野泰委員 かつて重複診療のことをよく言っておられたですね。特に高齢者

の方が次から次へはしごすると。最近そういう話は余り出てこんのです

が、この傾向はどういうふうにつかんでおられますか。 

 

桶谷国保年金課長 御質問いただきました重複診療につきましては、ある一定

のデータが国保連合会から送られてくるわけでございますが、それらを

分析してもなかなか傾向というのは出てないように理解をしております。
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この中で特に薬剤についての重複投与といいますか、そういったものに

は非常に注視をしているところでございまして、こういった被保険者の

方につきましては、平成２７年度は重点的に保健師と同行してカウンセ

リング等を行っている状況でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。いいですか。ちょっと二、三お聞きします。今お薬

手帳が義務化されたよね。それは御存じですか。薬局等に持って行くと

きに手帳の携帯が義務付けられたと。そこら辺のチェックは、重複診療

等のチェックはかなり進んでいるんじゃないかなと思うんですが。 

 

桶谷国保年金課長 お薬手帳につきましては実際に被保険者の方がそれぞれ薬

局に行かれて、それを一元的に管理して、それを通して活用されている

かどうかというところまでは把握をしておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや、義務化されたのは知っているよね。（発言する者あ

り）いやいや逆なんよ、持って行かなかったら高くなるんよね。知って

ない。 

 

桶谷国保年金課長 今確認をいたしましたが、薬局に薬手帳をお持ちになられ

ない方につきましては若干点数が加算をされるという仕組みになってい

るようでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 だからそれを一元的に管理したいということでしょう。そう

いう重複でね、結局、今薬価が、調剤がかなり上がっているよね、これ

見たら。そこら辺のチェック体制をとろうということなんじゃないんで

すか。それと残薬の処理の問題ね、これは具体的にどういうふうにせえ

って言うんですか。ここら辺がよく分からないんですよ。結局薬局に持

って来いというんですか、残薬を。 

 

桶谷国保年金課長 残薬等の施策につきましては、国のほうが昨年の１０月に

患者のための薬局ビジョンというのを打ち出しております。その中にお

きましては、例えば掛かり付けの薬局医を持ちましょうとかそういった

ことも盛り込まれておりますが、被保険者の方が薬局に残っている薬を

お持ちになられてそこで専門の薬剤師の方が確認をするという、そうい

ったことも盛り込まれているようでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 それで薬代が安くなるということじゃないわけね。残薬を処
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分するというだけやね。薬局に持ってきて。 

 

桶谷国保年金課長 その中で使える薬品等があればそれは引き続き使うように

なりますし、期限の切れたものとかがあれば新しくお出しすることもあ

りますから、これが軌道に乗っていけば将来的には調剤費は下がってく

るのかなと思っております。 

 

岩本信子委員 今私も気になったのが調剤のところだったんです。だんだんだ

んだん調剤上がっていくと。でも先ほど言われましたように調剤の中に

多分ジェネリックというのも入っているんじゃないかと思うんですけど、

この調剤を分かることでジェネリック、先ほど５９．１％のあれになっ

ていると言われたんですが、そのジェネリックを使いながら調剤がぐん

ぐんぐんぐん上がっていくということはちょっと納得できないんですけ

ど、その辺がなぜこうなるのかという分析はされていますか。 

 

桶谷国保年金課長 ジェネリック医薬品につきましては、それが徐々に浸透し

て、ある一定の効果が出ていると認識をしております。一方平成２７年

度の薬価につきましては、先ほど御説明の中でも申し上げましたが、新

型のＣ型肝炎の薬が昨年の９月に発売をされて、この薬による影響が非

常に大きいと認識をしております。 

 

岩本信子委員 Ｃ型肝炎の患者が山陽小野田市は多いということですか。例え

ばそれを使われるというのは。 

 

桶谷国保年金課長 Ｃ型肝炎の患者が他市に比べて多いかどうか今現在手持ち

の資料は持っておりませんが、実際に今まで使っていた薬に代わって新

薬を新たに投与されるということで、この薬が発売された昨年の９月以

降、件数的にも費用的にもかなりの数字が上がってきている状況でござ

います。 

 

河合健康福祉部長 薬剤の件ですが、先ほどからＣ型肝炎の治療薬挙げており

ますが、１錠８万円するというふうに聞いております。１日１回服用と

いうことで、３０日間で、その代わりＣ型肝炎については完治するとい

うふうに聞いております。また抗がん剤につきましてもこの影響も調剤

費で含まれていると考えております。これも抗がん剤のオプシーボとい

うのもありますけど、１回投薬に１３３万円掛かるということです。そ

ういったことで非常に高価な医薬品がありまして、全国的なものです。
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医薬材料費、調剤費が全国的に上がっているという傾向があります。そ

の中で本市におきましてはジェネリック医薬品ですね、調剤費を何とか

下げているというふうな状況ではございます。 

 

下瀬俊夫委員長 結局今のＣ型肝炎の特効薬ですよね。これは患者の数が少な

くても結局調剤費は上がるということになりますよね。そういうことで

すよね。 

 

小野泰委員 今ジェネリックの話が出ましたんで、ジェネリックについてはお

知らせというのが来ていまして、自己負担額が幾らでジェネリックを使

ったら幾ら減額になりますよということでこのジェネリックを使ったお

かげでどのぐらい減額になったという。あれ取っておられます。 

 

桶谷国保年金課長 この数値は国保連合会が集計した数値でございます。平成

２７年の４月診療分から平成２８年３月診療分までの効果額を出した資

料でございますが、切替えによる削減効果の実績といたしまして、保険

者の負担額ベースで年間累計３１２万１，０００円程度効果が出ており

ます。 

 

小野泰委員 結局は今５９．１％がそういうことですかね。ということは３１

２万１，０００円期待するほどの効果ではないということですかね。非

常にこれ期待はしておったんですけどね、物すごく。切り替わると非常

に。これ全てでそうなんです。２７年から２８年１年間でしょ。それで

３１２万１，０００円ということでこれが５９．１％か。全て含めてと

いうことですから、個人的には物すごくこれが切り替わるとかなり大き

なプラスになるなというふうに思っておったんですが、そのぐらいの程

度なんですかね。ちょっと確認です。 

 

桶谷国保年金課長 そうですね。ジェネリック医薬品につきましては、置き換

えられる医薬品とそうでない医薬品等がありますので、現在うちのほう

が入手している資料によりますと、ただいま申し上げた数値でございま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 疾病分類ちょっと見てほしいんですが、新生物、精神疾患、

循環器系という一人当たりの診療費が多いわけですが、中分類では統合

失調症がトップになっていますよね。統合失調症が多いといういろんな

理由があるんでしょうが、具体的な対策というかね、診療費を抑える、



23 

 

ここら辺はまず無理なんですか。 

 

桶谷国保年金課長 統合失調症につきましては、その下の細分類に分けられる

具体的な疾病名でもたくさんございますので、ここの統合失調症に特化

してこの医療費を下げるというのはちょっと現実的には厳しいと思って

おります。 

 

下瀬俊夫委員長 それとこの新生物ですよね。基本的にがん検診等による早期

発見、早期対策ということになるんですが、結局こういう新生物で治療

を受けるということで、受診者との関わりというのは分かりますか。受

診率そのものがまだそんなに高くはないですよね。そうするとそれ以外

の方で新生物が発見されたのか、がん検診の中で発見されてそうなった

のか、そこら辺が分かりますか、因果関係というか。 

 

桶谷国保年金課長 現在の仕組みの中ではそういったところまで把握できる状

態ではございません。 

 

下瀬俊夫委員長 そうするとがん検診の受診率アップをすることによって、が

んの患者を減らそうという、そこら辺の動機付けよね、これなかなか難

しいんですか。これが医療費抑制の鍵になるかなと僕らも思っているん

ですが、受診率アップさせればね。なかなか結び付かんのかね。 

 

河合健康福祉部長 がん検診におきましては、その結果でその方のがんが発見

できるということもございます。がんの種類によって非常にまちまちだ

ったとは思っておりますけれども、このがん検診によってがんが発見さ

れるということで非常に効果的には非常に高いというのは思っています。

またその方につきましては、再検査等ありますので、それについて再検

査また精密検査等々受けていただくように指導しておりますので、そこ

ら辺でがんにならないように、またがんになっても早期発見で早期治療

ということに結び付くように努力はしているところでございます。ただ

そのパーセントとかちょっと今手元にないし、ちょっと分からないとは

思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにいいですか。この３２７ページでもう１点お聞きした

いんですが、高額療養費ですね。ちょっと高額療養費の手続の問題で、

証明書の発行件数等が分かりますか。 
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桶谷国保年金課長 ただいま御質問をいただきましたのは、限度額認定証を発

行しているその件数のことだろうと思われますが、現在手持ちの資料と

しては持ち合わせておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 限度額認定証ですよね。この限度額認定証というのはどうい

う効果があるのかというのをちょっと分かれば教えてください。 

 

山根国保年金課国保係主任 限度額認定証の効果について説明させていただき

ます。限度額認定証を保険証と一緒に医療機関に提示していただきます

と、入院と外来というのは別々にはなってしまいますけれども、その世

帯の限度額までの一部負担金の支払いに１か月単位ではなるという形に

なっております。一番分かりやすい例でいきますと入院されたとき、限

度額認定証を使用されない場合は一部負担金がそのまま請求されるんで

すけれども、例えば非課税世帯の方でしたら７０歳未満につきましては

３万５，４００円、あと食事代と保健適用外の料金の請求になる仕組み

になっております。 

 

下瀬俊夫委員長 よろしいですか。続きまして、３２８、３２９ページ。 

 

矢田松夫副委員長 資料の出産の件数がちょっと減ってきているんですが、こ

れはどういうことですかね。 

 

桶谷国保年金課長 出産一時金の件数につきましては、若干でございますが、

増加傾向にあると認識しております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。いいですか。それでは続きまして３３０、３３１。

いいですか。共同事業がさっきの説明で対象は変わったんですか。１円

からと言ったよね。それはどういうふうに変わったの。 

 

桶谷国保年金課長 これにつきましては平成２７年度から制度改正がございま

して、従前平成２６年度までは３０万円以上のものを対象としておりま

したが、これが１円からということで下限が撤廃をされたところでござ

います。 

 

下瀬俊夫委員長 それをどういうふうな効果になるんですか、どういう意味に

なるんかいね。３０万が１円になってどういう効能があるんですか。 
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桶谷国保年金課長 ただ今申し上げましたのは、高額医療費の共同事業につき

ましては従前と変わらず８０万以上というのが条件となっております。

制度が変わりましたのは、保険財政共同安定化事業のほうでございまし

て、いわゆる再保険事業といわれているものでございまして、それぞれ

拠出をして市町村間で均衡を図ろうという、そういった事業でございま

す。下限が撤廃されたことによって、１円からのレセプト全てを拠出金

の対象として取り扱うということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 そうすると市の持ち出しが多くなるということやね。 

 

桶谷国保年金課長 拠出金の額は今おっしゃるとおり多くなりますが、その分

歳入のほうでも同じように歳入されております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。いいですか。それでは３３２、３３３。 

 

吉永美子委員 まず健康運動業務委託料というところでお聞きいたします。２

７年度は年１回の開催を年２回に増やして、予算を増額されて頑張って

こられたわけですね。それに対してなかなか定員に追いつかないという

ことで、２８年度今度は若い人も対象にしようと、ネーミングも変えよ

うということで努力されているのはとてもよく分かるんですけども、何

で増えていかないのかということを考えて、今たしか３か所、小野田ス

イミング、スポーツコアアルファ、ゼロワンさんでしたっけ、この今そ

ういったところに行くことのメリットというか、そのことのＰＲという

部分はもっともっとしないといけないのかなと思うのと、３か所以外に

皆さんが興味を引かれるような教室はないのかどうか、そこら辺も協議

されたのかということと、若い人を対象にするというのはとてもいいこ

とだけれども、働いている人とかなかなか行けないということを考える

と、土日とかも入れていかれるのか、何が言いたいかというとせっかく

増額して頑張っていかれるのが、もし将来やっぱり増えていかないねと

いうこと、逆に衰退をしてはいけないので、その思いを込めてちょっと

聞かせていただきます。 

 

安重国保年金課主幹 この事業につきましては御質問にありましたとおり、物

としてはなかなか来ていただければ評判がいいんですが、ちょっと集ま

りが悪いということで、今頑張っているところでございます。効果につ

いて少しＰＲが足らないのではないかということもございましたけども、

今年度の２８年度の事業につきましてはチラシの中に体脂肪率を開始前
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と開始後に計って比べておるんですが、およそ８割の方が体脂肪率が減

っておるということをチラシの上にもうたってＰＲに努めておるところ

でございます。若い層にＰＲしたいというのは、若い層といいますか、

４０歳以上の方対象としておりますんで、年齢層それ以上の方は年齢層

問わず参加していただきたいわけでございますが、前回の説明で若い層

にＰＲしたいと申しましたのは、若返り体操教室という名前をすると４

０代の主婦の方とかそういった方にはちょっと自分と関係ないと思われ

てしまうなというところがございまして、シェイプアップジムという名

前に変えてみたところでございます。シェイプアップジムという名前に

変えた効果がちょっとすぐには現れてはないんですが、頑張っていきた

いと思っているところでございます。それで平日の日中ということで参

加しにくいのではないかという御質問でございましたけれども、これ専

門のスポーツジム、トレーナーさんがいらっしゃるジムで業務委託して

やっているという関係でジムの運営形態の中でこれだけの人数を一度に

受けていただいておるわけでございます。例えば土曜とか日曜とか夕方

とかそういう時間帯にやらせてもらえないかということを２７年度にも

私どもも考えまして御相談したとこなんでございますが、通常の会員さ

んがいらっしゃる中に私どものこれだけの、定員いっぱいであれば３０

人なり２０人を１時間そこに投げ込むという格好になりますので、そう

しますと通常の営業時間帯の中にはちょっとはまらないということにな

ります。それで実際今やっていただいておりますのは、朝の早い時間帯

で営業時間に３０分ぐらいしかかぶっていないというような格好で何と

か入れてもらっているというところでございます。もしか違う時間帯で

したら、ジムの休館日に無理矢理入れてもらうという格好になりますん

で、なかなかちょっとその辺も私ども検討したんですけども、ちょっと

難しいという状況になっております。会場につきましては、やはりそう

いったスポーツジムの事業をやってらっしゃる業者さんのほうにちゃん

としたトレーナーがついていらっしゃるところにお願いするということ

で、市内であればこの３か所ということになろうと思います。 

 

吉永美子委員 せっかく頑張っていただいているので、これ県内の状況ってど

うなっているんですかね。他市がどうされているか。そういったところ

は調査されたことはないんでしょうか。参考になるようなことがあれば

是非取り入れていただきたいし。その辺いかがですか。 

 

桶谷国保年金課長 県内の状況につきましては、申し訳ございません、把握を

しておりませんので、また参考となる事例等がありましたら積極的に取
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り入れていきたいと思います。 

 

矢田松夫副委員長 結局今の話を聞くと、市民のためじゃなくて事業者のため

にやるというふうに聞こえたんですよ。余っている時間にジムの運営形

態の中で対応すると。ですから向こうの都合によって皆さん来てくださ

いというやり方じゃなくて、不用額がこれも残るということないですよ

ね、現実にですね。ですからもう少し市民のため、加入者のため、健康

アップのためというよりもまずそこに先置かんと今聞くと全部ゼロワン

とかコアの空いている時間に行ってくださいというのはなかなか行かな

いですよ。よっぽど暇人しか行かない。 

 

下瀬俊夫委員長 何か反論は。 

 

桶谷国保年金課長 どうしても専門的な知識あるいは経験を有するトレーナー

の方についていただいて御指導を安全にしていただくことが第一でござ

いますので、ある程度委託先のそういった事情も考慮する必要があると

思っております。 

 

矢田松夫副委員長 これをただにするとかするとたくさん来るということはな

いでしょうかね。あるいはもう少し出して専属のトレーナーを付けると

かそういう工夫ですよね。ですからその受講者のためにどうするかとい

うそういう視点というかね。そういうことによって、増えるというんで

すかね。僕は経験からいくと、暇じゃないけど自分の体のため行こうか

なという気になったんだけど、一般の人は仕事している人はやっぱり行

かないですよね。日中でしょ。日中で午前９時から１０時でしょ。結局

年寄り、暇人、お金のある人。 

 

桶谷国保年金課長 金額的なもの、受益者負担の考え方といたしましては、や

はり幾らかをいただくというのが本来の姿と思っております。自分の自

己負担がないと長続きしないということも懸念をされますので、負担金

につきましては幾らかは徴収したいと考えております。現在いろいろ施

策を検討しているところでございますが、保健指導で引っ掛かった方に

つきましては、現在運動教室、一人当たり６００円をいただいておりま

すが、その方については、例えば一つの例でございますが、３００円に

して事業効果を上げていくとか、そういったところも現在考えていると

ころでございます。 
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矢田松夫副委員長 結局トレーナーがおらなければトレーナーを付けるお金が

高いんですよね、あれね。専属のトレーナーが来ると。例えばそこに保

健師さんとかそういう健康指導する人を付けるということになるとまた

違ってくるんです。その辺どうなんですか、そういう手を使うというん

か、新たな手を使って人を増やしていくというか。 

 

安重国保年金課長 スポーツジムのほうに委託しておるわけですから、当然に

専門のトレーナーさんついていただいて十分な指導はしていただいてお

ります。それから開講式と閉講式につきましては保健師と管理栄養士の

ほうがまいりまして運動だけではなくて、生活の仕方とか食事について

の講話もいたしておるところでございます。 

 

岩本信子委員 特定健診の受診のことについてお伺いしたいんですが、先ほど

資料の説明で１９ページでは少し増えていると。県内で去年は１位だっ

たし、県平均今年も上位のほうにはあるという説明を受けましたが、そ

の隣の２０ページの特定保健指導のところをちょっと見させてもらうと、

かなり低いなという実施率というのが、低いなとは思うんですが、今年

２７年度。この辺の指導を行う必要性に応じて情報提供、動機付け、積

極支援の指導を行うと。動機付け支援が５００円で自己負担がですね。

積極的支援が１，０００円というふうなことを書いてあるんですけど、

この説明、本人たちが望まないと結局こういう指導はしないということ

なんですか、ちょっとその辺の説明をお願いします。 

 

桶谷国保年金課長 健診の結果につきましては今委員さん言われましたように

三つの階層に分類をされます。一つ目が情報提供でございます。これに

つきましては健診を受けた方、全ての方に情報提供をしているところで

ございます。もう一つが動機付け支援でございます。これはいわゆるメ

タボの一歩手前の人の状態の人でございますが、これにつきましては専

門家との面接が１回行われて、実行しやすい目標と計画を立てて、実践

をしていくというものでございます。最後が積極的支援でございますが、

これはいわゆるメタボの危険性が高い人がこれに該当いたします。初回

の面接で実行しやすい目標と計画を立てて、専門家の継続的なサポート

を受けながら、生活習慣を改善をしていくというこの大きく三つの階層

に分類をされますが、やはり最終的には被保険者の方の最後までやり通

すという強い意識が重要かなと思っております。 

 

岩本信子委員 それは分かるんですが、自己負担額が動機付けでまた５００円、
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私は思うんですけど特定健診で３段階に分かれて情報提供と動機付けと

積極的支援、その動機付けと積極的支援にお金が要るということが、特

定健診でももうお金は自己負担額があるわけなんですよ。また動機付け

で要るということがちょっと理解できなくて、本人の希望だけしか自己

負担が掛かるから、本当は受けてもらわなくちゃいけない人がいるのに、

ここ書いてありますよね、対象者が３０１人なのに動機付け２７人しか

していないと。これは結局５００円が自己負担額というものがある程度

いるからというところもあるのかなと思ったりするんですけど、その辺

はどう捉えていらっしゃるかということなんです。 

 

桶谷国保年金課長 特定保健指導につきましては、専門の医療機関を活用され

る場合もございます。期間といたしましては６か月という期間になりま

すので、やはりそこに挙げています自己負担額については適正な金額で

あると思っております。 

 

岩本信子委員 その行ってくださいという動機付け支援ですかね、専門家と話

し合うって、受けてくれという積極的な指導というのはされているわけ

ですか、どうですか。 

 

河合健康福祉部長 特定健診につきましては、集団検診と個別健診があります。

集団検診のほうにつきましては、会場ごとに結果説明会を開きまして、

その中でこの特定保健指導の該当の方には動機付け支援あるいは積極的

支援の方にはこの特定保健指導が必要だからこの積極的に受けてくれと

いうことで勧めているところでございます。ですから保健センターで実

施している分につきましては、実施率は確保できているんですが、各医

療機関で特定健診を受けられた方には病院のほうがなかなか６か月の動

機付け支援あるいは積極的支援というのがやっていただけないというの

が実情があります。個別の医療機関で総合病院につきましては、専門の

係員等がおるところにつきましては、実施が可能なんですけども、いわ

ゆる個人の医療機関につきましては、なかなかやっていただけないとい

うところがあります。ですから伸びがとまってしまったというのは、そ

ういった事情等がございます。全国的なものもつかんでおりますので、

この特定保健指導のやり方についてなかなかちょっとこれ行き詰まりが

感じますので、国のほうもこの特定保健指導についてもうちょっと考え

ていただきたいとは思っているところでございます。今無理矢理保健セ

ンターのほうで動機付け支援、積極的支援をしておりますが、ちょっと

限度がきておるというのは感じておりますので、この医療機関でなるだ
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けやっていただけるようなシステムに変わらないことには難しいなとい

うのは感じているところではあります。 

 

吉永美子委員 ジェネリックの関係でお聞きいたします。２７年の予算の説明

のときに、平成３０年３月末まででしたかね、国の通知として６０％に

するということの通知が入っておりますと御説明があったように記憶し

ているんですけども、今の状況でいくと山陽小野田市は６０％にいきそ

うなんですが、６０％達成をしたらペナルティの逆がもらえるのかどう

かそういったことはございますか。予算書に私書いているので間違いな

いと思うんですけども、平成３０年３月末までに国の通知として６０％

にするという通知が入っておりませんか。そのように書いておりまして、

何が聞きたいかというと山陽小野田市はそれが本当であれば６０％は平

成３０年の３月にはいきそうなので、ペナルティの逆、いわゆるプラス

として何か国から補助的な何かがいただけるのかどうかお聞きします。 

 

桶谷国保年金課長 現在の補助制度の中におきましては、そのようなインセン

ティブはございません。 

 

吉永美子委員 通知があったことは確かですよね。 

 

桶谷国保年金課長 それにつきましては、承知はしております。 

 

吉永美子委員 ６０％にということであればやはり国からも今度頑張りました

ということがほしいなと思ったので、お聞きしたんですけど。 

 

桶谷国保年金課長 先ほど委員さんたしか６０％とおっしゃった件ですが、現

在うちのほうが把握しております国の平成２９年の目標がたしか７０％

と認識をしておりましたが。 

 

下瀬俊夫委員長 今３３年って。（「３０年」と呼ぶ者あり）３０年。 

 

吉永美子委員 済みません。じゃあ私のメモが間違っていたんだろうと思いま

す。ひょっとしたら山陽小野田市として平成３０年３月までに６０％と

いうことにしたいということだったんですかね。それも違いますね、は

い分かりました。それでははり・きゅう施術費補助金についてお聞きい

たします。２７年度の当初予算で２６年度より１０万円プラスの２００

万円にして、補正予算で組んでということで４７万のプラスまではいか
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なかったんですが、確実にその補助金が伸びているということははり・

きゅう施術をしたいという人が増えているというふうに思うんですけど

も、その傾向としてどのようなことがあるのかということと、それと医

療費の削減にも何かつながっているのかどうか、２点お聞きします。 

 

桶谷国保年金課長 はり・きゅうの施術の施設の認定の申請の件ということで

すか。 

 

吉永美子委員 はり・きゅう施術費補助金が２７年度当初予算は２６年度の実

績を鑑みて、１０万円プラスで２００万円から始められたじゃないです

か。途中補正予算を４７万してということは確実にはり・きゅう施術を

受けたいという市民が増えているということですけども、その要因とい

う部分と、あともう１点ははり・きゅう施術をすることによって医療費

の削減につながっているということはないですね。 

 

下瀬俊夫委員長 答弁できる。できん。調査しても無理かね。分からんね。 

 

桶谷国保年金課長 その辺りの因果関係を論理的に分析するというのはちょっ

と厳しいのかなと認識をしております。 

 

下瀬俊夫委員長 施術師が増えたんじゃないかいな。数が増えたんじゃろ。増

えてない。 

 

桶谷国保年金課長 施術所の数につきましてはここ数年間では増えてはおりま

せん。はり・きゅうですが、初見のところの数字を見ていただきますと、

２７年度が９４件ということで、前年の１０６件を下回っている数字で

ございます。一方一術、二術につきましてはそれぞれ増えておりますの

で、同じ方が利用されているのかなと思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。じゃあ５分ほど休憩します。 

 

 

午前１０時５５分 休憩 

 

午前１１時００分 再開 
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下瀬俊夫委員長 はい、再開します。今のページでもしなければちょっとお聞

きしますが、特定検診の目標値が６０％ですよね。６０％じゃない５０％

か。２７年度。これと若干うちはこの間ずっと伸びてきて、県内でも１

位という、大変努力をされていますが、このいわゆる目標値とのギャッ

プね、依然としてあるわけですよ。これはもともともう無理だという設

定なのかどうなのか。 

 

桶谷国保年金課長 確かに目標値としては、国の目標値はかなり厳しいと認識

はしているところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 それだけですか。話は。 

 

桶谷国保年金課長 やはり我々地方公共団体といいますか、市町といたしまし

ては、国の施策に呼応して計画行政を進めていくというのも重要な要素

の一つでありますので、現在のところは、国の目標をベースにそれに向

けて頑張っていきたいと思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや、あのね、いわゆるもともと架空の数字の目標だっ

たら、当然そこに行くまでの段取りって具体的に打てないわけよね。結

局確かに今言ったように、山陽小野田市は毎年毎年受診率がアップして、

努力はしているって分かるんだけど、例えば今言ったように５０％とい

うことといえばかなり、あと１４％あるわけでしょう。これを目標どお

りやっていこうと思ったら、具体的にどんなことが考えられるんですか。

結局いろんな手を打っているけど、例えば受診の回数２回増やしたとか

というね、そういうのは分かるんですよ。だけどそんな程度じゃ５０％

行かんでしょう。どうしたら５０％行くかという発想になかなかならん

のですよね。この数字そのものは、だから当初からね、これは無理なん

だという発想よね。だからあなた自身が実際に目標設定として、あなた

っていうかね、山陽小野田市の目標設定というのは、一体何％ぐらいに

置かれているんですか。実際は。 

 

桶谷国保年金課長 実際に課としてこれを目標にというようなそういった数値

は持っておりませんが、少なくとも前年度は上回るようにと、そういっ

た目標は持っております。 

 

下瀬俊夫委員長 それは目標じゃないわね。前年度を上回るように努力しまし

ょうということやろ。結局なかなかこれが上がらんよね。ただ国の平均
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からいえばね、国の平均も大体同じような方向よね、今うちとね、これ

は国の平均だから進んでいるということは、もっと進んでいるというこ

とよね。ということですよね。平均でこれだから。そこら辺の具体的な

いわゆる先進地の事例なんかってのは、いろいろ調査はされているんで

すか。 

 

桶谷国保年金課長 先進地の事例といいますか、県内の状況につきましては、

一通りは把握はしております。 

 

下瀬俊夫委員長 県内を見んでもええ今は。県内低いんじゃから。 

 

桶谷国保年金課長 県外の状況につきましては、現在のところ先進事例とかで

参考になるといったものは、持っておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 ただこれは言えるよね。今言ったように全国平均が３５．４

でしょう。前年度。ということは平均がこうだから進んでいるところは、

もっと進んでいるはずですよね。数値としてはね。それを僕はね、もっ

とやっぱりきちっと調査をして、どういう具体的な手を打たれているの

か、やはりそこに行かないと具体的に僕はもっとアップするというのは、

なかなか難しいと思いますので、これは要望として言っておきます。ほ

かにありますか。最後３３５ページまで。ありましたら。ありますか。 

 

吉永美子委員 例のコンビニ収納の関係なんですが。 

 

下瀬俊夫委員長 まだまだ歳入行ってないです。歳出です今。 

 

吉永美子委員 歳出で手数料として払っているところで聞くつもりだったので、

済みません。それで当初、１期７００件で、１０期７，０００件行きた

いというようにお話があったように記憶しているんですけど、実績とし

てはどのように、コンビに収納が伸びているというのは、先ほどありま

したがどのようになっていますか。 

 

桶谷国保年金課長 平成２７年度のコンビに収納の件数でございますが、件数

の合計といたしまして、８，８４７件という実績でございます。 

 

吉永美子委員 それではその実績をもって、いわゆる伸びているというお話を

されていて、要は１期７００件の１０期７，０００件で行かれたという
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ところで、じゃあ次のステップについては、どのように考えて活動され

ていますか。 

 

桶谷国保年金課長 議員さんがおっしゃられましたのは、コンビニに特化した

ということでしょうか。コンビニの件数につきましては、毎年伸びてお

りまして、今年度につきましてもたしか収納ベースで、たしか二十数％

伸びているような状態でございます。これらにつきましては、そういっ

た伸び率も勘案しながら今後の当初予算にも反映させていきたいと思っ

ております。 

 

吉永美子委員 具体的な思いは持ってらっしゃらないということで、平成２７

年度の当初のときに、１期７００件、１０期で７，０００件を見込んで

いるというお話があったと思っているんです。それをかなり大きく超え

ていって伸びているので、じゃあそれを持って今度はどのように、要は

少しでも収納していただきたいからこそコンビニ収納を始めたわけです

から、ということは１期が７００件の思いで、二十何円で始めたけど次

はこうしていこうという思いを持っておられますかとお聞きしています。 

 

桶谷国保年金課長 それにつきましては、十分持っております。１期７００件

の１０期で７，０００件という具体的な数字が現在どのように推移をし

ていくかというのは、今後の収納の状況等を見て、見極めていきたいと

思っております。 

 

矢田松夫副委員長 この資料の中で、分からないんですけど、特定健診はです

ね、この受診率が上がると、医療費が下がるというデータ資料というの

は、どこにあるんですか。 

 

桶谷国保年金課長 特定健診の受診率と医療費の相関関係でございますが、そ

ういったものの分析までは、まだ至っておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 今の答弁は物すごくおかしい答弁なんじゃけどね。至ってい

ないというのは、いつ至るんですか。 

 

桶谷国保年金課長 失礼をいたしました。これからそういった分析をしてまい

りたいと思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 できるの。分析が。（発言する者あり）できるんかいの本当に。
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はい、ほかになければ歳入に入っていいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

では歳入、３１２、３１３ページ。 

 

三浦英統委員 先ほど滞納と差押えのパーセンテージを言われました。２００

万以下の人が５４％が滞納、それから差押えが２００万以下の人が３

７％と。この中で、所得が２００万円以下の方、年金者とあるいは年金

者でない、年金者でも所得のない人がいらっしゃるんですが、この中で

ね、９割ぐらいがこの２００万円以下に大体なっているようなんですよ。

全体で。じゃあ所得がゼロ円の方から３０万円以下の。こういうような

方の今の差押えとか滞納とかいうのは、どの範囲が一番多いんですか、

この中で、２００万円以下の中では。 

 

桶谷国保年金課長 滞納につきましては、２００万円以下の中で、１００万刻

みで、この度は出しましたが、一番多いのは、やはり所得がないという

方が、一番多いです。 

 

三浦英統委員 差押えは。 

 

桶谷国保年金課長 差押えにつきましては、５０万単位で、出しておりますが、

これにつきましても一番多いのは、所得がなしという方が、割合的には

一番多いという状況になっております。 

 

三浦英統委員 この所得なしの方なんですけどね、通常国民年金等については、

所得がないと思うんですよ。こういうような方に対して、滞納とか、あ

るいは差押えがどんどんなさっておるようなんですけど、実際払えるよ

うな方なんですか。調査してみて。生活いっぱいいっぱいの方ではない

んですか。ここら辺りの分析はどのような分析をしていらっしゃいます

か。 

 

下瀬俊夫委員長 所得なしというのは、年収ではどのぐらいかね。 

 

桶谷国保年金課長 年金受給者につきましては、所得でいきますと、１２０万

になります。 

 

下瀬俊夫委員長 収入ね。だから１２０万以下ってことよね。 

 

三浦英統委員 実態調査はしていらっしゃいますか。ここら辺りの。非常に厳
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しい生活の中で、国保料金を支払っていくと。何万か支払わなければな

らんと。その他のあれもあります。それから国民年金をもらっている人、

最高でも８０万前後なんですよね。それ以下の人も皆所得がゼロ。こう

いうような方の生活がね、それでできるかどうかなんですよね。そこら

辺りの実態調査をして、差押えとか、そういうのをやってらっしゃるん

ですか。ここらをお願いいたします。 

 

桶谷国保年金課長 実態調査につきましては、債権特別対策室等と連携して、

その辺りの調査は、しっかりしております。 

 

下瀬俊夫委員長 今の所得ゼロのところで、滞納所帯、差押え所帯分かる。も

う一遍ちょっとお願いします。件数。 

 

桶谷国保年金課長 滞納世帯につきましては、３１５件でございます。一方差

押えのほうでいきますと、２８件でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 それでね、今の所得ゼロのところで、資格証明書は何件です

か。 

 

桶谷国保年金課長 資格証明書につきましては、ゼロから５０万の所得階層で、

１２０件となっております。 

 

下瀬俊夫委員長 １２０件。ええー。ゼロから５０万ですか。ゼロから５０万

の所得階層で、１２０件。半分になるわけね。全体の。この資格証明書

は、行政処分だという手続ですよね。これまでの答弁で、本人に会えな

くても資格証明書を発行していたということが何件かあるという報告が

あったよね。これは今でもそうなんですか。 

 

桶谷国保年金課長 最終的にあらゆる手段をつくしてどうしても面会なりがか

なわなかった方につきましては、そういったこともございます。 

 

下瀬俊夫委員長 それは何件あるんですか。 

 

桶谷国保年金課長 ちょっとその数値は持ち合わせておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 これ大事なことじゃあね。行政処分なわけでしょう。資格証

明書というのは、行政処分の手続は分かるよね。行政処分というのは、
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受けた直後から不服申請ができますよね。本人に会えんでその行政処分

をされたときに、不服申請ができますか。手続的にできんでしょう。 

 

安重国保年金課主幹 資格証明書の発行に当たりましては、通知書を送付する

わけでございますが、その通知書の中に、不服申立てに関する教示文を

載せておるところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 行政処分というのは、本人が行政処分を受けたというこの認

識が要りますよね。それは通知でいいんですか。見なきゃ、本人にきち

んとした自覚がなければ行政処分にならないんじゃないですか。 

 

桶谷国保年金課長 資格証の交付決定を下すまでの経緯といたしましては、あ

らゆる手段をつくして、こちらのほうは最善の努力をつくしております。

それでもなおかつ面会等がかなわなかった、御連絡等がいただけなかっ

た方についてやむなく決定通知書を出しているという状況でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや違うっちゃ。行政処分はそういうことでできるんで

すかって言っているんです。これ行政手続的にどうなんですかってこと

ですよ。適法なんですか。担当課としては手続、法的にそれは適ってい

ると、違法ではないという認識ですか。 

 

河合健康福祉部長 先ほどから申しておりますように、行政側のほうで精一杯

努力をしても対象者がそれに対応しないという場合につきましては、面

談あるいは弁解、陳述なしに行政処分をすることはできるという認識は

持っております。 

 

下瀬俊夫委員長 それはしかしどうなんですかね、手続的に僕は違法性が強い

と思いますけどね。ちょっと待って。この問題はそれ以上進まんね、議

論としてはね。 

 

三浦英統委員 先ほど２００万以下で滞納が５４％ということですが、これ以

外で滞納、これ９割が大体２００万以下の中で、あと１０％の方がです

ね、１０％しかない人が４６％の滞納があるというのはどういう意味な

んですか、これ。ここら辺りの説明をちょっとお願いします。（発言する

者あり） 

 

桶谷国保年金課長 資料の３５ページの表につきましては、所得別の世帯の状
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況と、所得の内容別の人数の状況でございます。先ほどから私が申し上

げておりますのは、お手元には資料を御準備はしておりませんが、独自

で拾った数字を申し上げておるところでございます。滞納世帯あるいは、

差押えの件数等につきましても、中には既に転出をされて山陽小野田市

に住んでいらっしゃらない方、あるいは申告等が未申告の方もいらっし

ゃいますので、パーセント、あるいは件数で申し上げますと、先ほど申

し上げたようなそういった状況になります。 

 

三浦英統委員 もう１点だけ。この中で収入未済額が非常に多いわけですよね。

３億６，０００万円ですか、現年で。現年で８，３００万円、この収入

未収額が多いんですが、これは現年でございますんでね、当年度これだ

けの未収があると。非常に９１％の収納率でございますが、これを仮に

９３％に引き上げると、今後県のほうに移行になったときに県が前回か

らよくこの中で言われておりますが、９３％に設定するんじゃなかろう

かと、山陽小野田市は。ここら辺りのあとの２％を上げるって、今少し

頑張らんと、この２％はなかなか上がってこんのんじゃなかろうかと思

うんですが、ここら辺りの対策はどういう対策を今後考えてらっしゃる。

債権の課ですか、ここと連携するとこう言われますけど、どういう連携

をして今後上げていくんか、ここら辺りの対策を考えないと、非常に厳

しいものになるんじゃなかろうかなと、こう思っているんですが、いか

がでございますか。 

 

桶谷国保年金課長 まず課内の体制でございますが、収納係を従前２名であり

ましたが、１名増員をいたしまして現在は３名で対応しているところで

ございます。そういった意味と先ほどおっしゃられましたように、平成

３０年の県の広域化に向けてもやはり収納率は大きな要素になると思わ

れますので、それらについても今後も努力していきたいと考えておりま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 具体的に収入率の問題は県との間では出よるんじゃないんで

すか。 

 

桶谷国保年金課長 現在、専門部会に置きまして、鋭意協議をしているところ

でございますが、まだ具体的なそういった収納率等については出ており

ません。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。 
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桶谷国保年金課長 それから先ほど出ました県広域化の中での数値でございま

すが、標準的な収納率につきましては、被保険者が１万から５万人未満、

本市がこれにあたるわけでございますが、これにつきまして、率につき

ましては９２％というふうに定められております。 

 

岩本信子委員 先ほど聞きました２８ページの不納欠損の処分のところなんで

すが、これ見ましたら毎年毎年段々不納欠損額は少なくなっています。

ということはかなり徴収のほうに努力されているのかなという思いはあ

りますが、この中で、２７年度の５０８件って言われました。その中で

例えば資格証明書を発行したところとか、短期資格を発行したところは

時効になっているのが何件とかいうのは出るんですか、どうですか、そ

の辺は。だから例えば、市外に行かれた方がこの５０８件のうち何人、

それから資格証明書を持たれている方が何人とか、そういうふうなデー

タはあるんですか、どうですか。 

 

桶谷国保年金課長 現在使用しております電算システムにおきましては１件１

件該当者について、確認をしていくという手法でないとその辺りはつか

めない状況でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。この時効の５０８件っていうのはこれまでの件数に

比べてかなり減っているんですか。 

 

桶谷国保年金課長 傾向といたしましては減ってきています。 

 

下瀬俊夫委員長 これ各年度で分かりますか、件数。（発言する者あり）いやい

や、件数出てないやろ。件数。 

 

桶谷国保年金課長 資料の２８ページでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ５１２件かね。５０８件って言わなかった。 

 

桶谷国保年金課長 先ほど５０８件と申しましたのは通常の時効が５０８件で

執行停止中の時効が４件、併せて５１２件でございます。 

 

矢田松夫副委員長 電算システムでやっていないっていうんですけど、例えば

ですね、振替をしておられない方ね、そういう方は分かるでしょ。その

方を振替してもらうとか、そういうことによって不納っていうのが少な
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くなってくるんじゃないの。例えばの話ですよ。何か手を組まんといけ

んでしょ。毎年文書とか面会とかあるいはきめ細かく相談するとか、毎

年同じような手を打っているんですね。しかしながら毎年同じような不

納が出てくるっていうのはどういうことなのかっていうのは、新しい手

がないっていうことじゃないですか。だから新たな手っていうのはない

んですかね。私、今、一つほど例言ったけど。電算システムやったらそ

れやったらできるでしょ。 

 

三浦英統委員 今、矢田委員のほうから言われましたけどね、この中で自主納

付とね口座、この件数一緒に分かります。（発言する者あり）いやいや、

今、滞納だけの。 

 

桶谷国保年金課長 口座振替と自主納付につきましては、資料の２９ページの

上段でございます。こちらのほうに記載をさせていただいております。 

 

矢田松夫副委員長 電算システムではここまでは出るんですよね。２９ページ

のデータは。データ出るんでしょ、ここまで。出るから数字が出たんで

しょ。これから以降なんですね。これからどうするかです。そういう策

っていうのは新たな策っていうのはないとですね、毎年同じことのくり

返しになるんですが、日常の仕事をしよって更に収納もせんといけんっ

て大変だと思いますよ。皆さん方の仕事ね。転居先不明はどうしようも

ないんですけど、今おられる方の収納率を高くするためにはどうするの

かっていうのを、新たなっていうのはないんです。次年度に予定してい

る策。 

 

桶谷国保年金課長 新たな手法っていうのは、計画はいたしておりませんが、

夜間窓口の開設でありますとか、あるいは休日開庁でありますとかそう

いった地道な努力を続けていきたいと思っております。 

 

岩本信子委員 だから今見よると自主納付の人たちと口座振替の人たちが、口

座振替のほうが少ないんですよね、世帯数とすれば。この自主納付の人

たちを口座振替にっていう努力っていうか、そのような情報提供ってい

うのはされているんですか、どうですか。 

 

桶谷国保年金課長 基本的には口座振替をしていただくように勧奨のほうはさ

せていただいております。 
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下瀬俊夫委員長 いやいや、それだけですか。それによって何か変化は起こっ

てきているの。 

 

桶谷国保年金課長 傾向といたしましては、恐らくこれはコンビニ収納が伸び

たのが原因と思われますが、口座振替につきましては減少の傾向も現在

は出てきているところでございます。 

 

岩本信子委員 今、クレジットっていう形で収納がいろんなところでされてい

るんですけど、国保に関してはそういうふうな制度っていうのは使われ

ないんですか、どうですか。結構クレジットで払うとポイントがつくか

らとか言って、クレジットで払われる方多いんですけど。ガソリンもそ

うだと思うんですけれど。そういうふうなことは国保ではできないんで

すかね。 

 

桶谷国保年金課長 ただいま議員さんおっしゃられました手法につきましては、

国保独自でシステムを構築してそういった収納方法をするというのはち

ょっと困難かなと思っております。ただ現在国保に限らずほかの部署で

もそうではございますが、銀行のキャッシュカードで口座の振替の手続

ができるマルチペイジー、こういったものについても現在検討しておる

ところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。なければですね・・・（発言する者あり）

いやいやいいよ。全体でどうぞ。 

 

岩本信子委員 先ほど歳入のところで執行率が１０５％でしたかね、何か言わ

れたんですけれど、これは原因とすればどこにあるんですか。１０６％

か。と言われたんですが、予算額に対して、だから１００％以上なんで

すが、どの辺に要因があるんですか。 

 

桶谷国保年金課長 これにつきましては現計の予算額に対する執行額でござい

ます。一番大きな要因といたしましては３１４ページ、３１５ページの

国庫支出金でございます。予算現額に対しまして収入額が上回っている

という、こういった状況が影響していると思われます。 

 

岩本信子委員 先ほどこのところで増えているっていうことで聞いたのが、低

所得者が多いから国庫負担金も増えてきているっていう説明があったと

思うんですけど、そういうことでございましょうか。 
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桶谷国保年金課長 国の補助金の制度といたしまして、そういった低所得者に

配慮した国保上の仕組みがございますので、それに対して国からの補助

金がいただけるというそういった仕組みでございます。 

 

岩本信子委員 だからさっきから言うように、国庫支出金が増えたっていうの

は、うちにとっては低所得者が増えたからこれが増えたっていう理解で

いいのかっていうことなんです。 

 

桶谷国保年金課長 収入額の執行率が１００％を超えた理由として先ほど私が

申し上げましたのは、予算現計に対して最終的な収入額が増加をしてそ

れで執行率が１００％を超えたという、そういった趣旨の説明をさせて

いただきました。一方、療養給付費の国庫負担金等につきましては、制

度として低所得者が多い国保財政の仕組みに鑑みてこういった補助金の

制度が設けられて、こういったことでございます。 

 

岩本信子委員 だから、予算と執行率、いいんですよ、歳入が増えても。それ

は構わないんですけど、予算を立てたときと、その決算を出したときの

違いの差っていうのは一体どこにあるのかっていうことを聞いたわけな

んですよ。するとそちらは国庫支出金が増えたっておっしゃったんです

けれど、この予算を立てたときとこの決算との差がどこにあるのかって

いうところを聞きたかったんですけど、どうでしょうか。 

 

桶谷国保年金課長 最終的には当初予算で試算をしていたベースを上回るよう

な状況であったということで、いろいろな要素がありますが資料的なも

のは持ち合わせておりません。 

 

岩本信子委員 ここで３１ページの収入状況見ますと、ここで増えているのが

共同事業交付金っていうのが、ほかのところは皆減っているんですけど、

これは決算ですけれど、そこのところがぐぐっと増えているっていうと

ころはあるのかなと思ったんですけど、どうですかね、その辺は。単年

度収支のところで見ていただいたら。 

 

桶谷国保年金課長 ただいま御質問いただきました共同事業交付金につきまし

ては予算現計と実際に収入された収入済額については、さほど差はない

というふうに認識しております。 

 

三浦英統委員 未申告の方が２０８名いらっしゃいますね。この取扱いはどの
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ようにしていらっしゃいますか。そしてましてこの未申告になると滞納

もあるんじゃないかと思うんですけど、ここら辺りの状況をお知らせい

ただきたい。 

 

桶谷国保年金課長 未申告の方につきましては前年の所得の状況等を把握して

おりますので、それらと突き合わせをして未申告の方につきましては勧

奨の通知を出しているところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 だけど未申告の場合はどうなん、前年度の実績で課税するん

ですか。 

 

桶谷国保年金課長 未申告の方につきましては算定上は所得ゼロで計算をいた

します。 

 

三浦英統委員 結局所得ゼロということは御商売をなさるか無職、こういうよ

うな考え方でしょうか。 

 

下瀬俊夫委員長 そりゃまあそうやろ。いい、いや今の話はいい。はいもう一

遍。 

 

三浦英統委員 未申告の方は多分御商売をしていらっしゃるか、年金の方はも

う出てくるので、多分御商売の方か無職の方であろうと思うんですよ。

それでこの人たちは滞納しているんですか、それとも払っているんです

か。 

 

桶谷国保年金課長 未申告の中には滞納していらっしゃる方もいらっしゃいま

す。 

 

三浦英統委員 どのくらい、いらっしゃいますか。 

 

桶谷国保年金課長 具体的に未申告の部分で滞納者が幾らというような把握の

仕方はしておりませんが、未申告あるいは既に転出をされた方とかで滞

納件数でいきますと４７４件でございます。 

 

岩本信子委員 その前にちょっと基本的に聞きたいんですけど、未申告者とい

うのはどのように把握されるんですか。普通、私どもは社会保険やらに

入っていますので、そういうふうなので調べられても分からないと思う
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んですけど、この未申告者の把握というのはどうされているんですか、

ちょっとお聞きしたいのですが。 

 

桶谷国保年金課長 未申告の情報につきましては、国保につきましては基本的

に税情報から引っ張ってきますので、そういった情報の中で未申告であ

るということを把握しております。 

 

岩本信子委員 先ほどの保険財政のところ３１ページのところなんですが、単

年度収支、繰越しとか入れなくて単年度収支で見ると逆にマイナスです

ねこれ。３，８００万、２３９万になっていますよね。それすごく気に

なったところなんですが、保険料も前年度と同じように基金から繰り入

れたりして保険料は上げないようにされたというか少し下げられたとこ

ろもあったと思うんですが、この単年度収支でこのマイナスが出るとい

うところをどのように見られるのか、これが保険料にどのように反映さ

れてくるのかというところをお聞きしたいのですが。 

 

桶谷国保年金課長 委員がおっしゃられましたように、形式収支につきまして

は１億５，１００万の黒字となっておりますが、繰越金やあるいは基金

への積立て、あるいは取崩し等を除いた実質単年度収支につきましては

３，８２３万９，０００円の赤字となっております。したがいまして、

基金からの繰入れ等がなかった場合には赤字であったということから、

現在の保険料だけでは医療給付費が賄えていないというのが実情でござ

います。 

 

岩本信子委員 実情は分かるんです。分析はそういうふうに私もしていますが、

これをどう捉えるかということなんです。そちらのほうは。また基金で

このままの保険料を上げなくてそのままでいくのか、もっともっと基金

を取り崩していくのかというふうな、今基金はかなり７億でしたか、あ

りますからそれはそれで余裕があるとは思うんですけど、その辺の考え

方をお聞きしたいということなんです。 

 

桶谷国保年金課長 今年度の料率を算定するに当たりましては、指摘のありま

した基金の活用というのも視野に入れております。具体的には今年度基

金からは１億８，５００万ほど繰り入れて料率が上昇するのを抑制した

という経緯もございます。また一方、この度決算を今審査をいただいて

おりますがこの後議決をいただいた後、１２月議会になろうかと思いま

すが、これら剰余金の処分につきましても基金のほうへ積み増しをして
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いってこれらの基金は次年度以降も有効に活用していきたいと考えてお

ります。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）はい、ほかに（「何でも

いいですか）と呼ぶ者あり）何でもいいちゃ何か。歳入よ。いい。はい。

資料５ページの資格取得のところで社保の離脱の件で１，６１７件あり

ますが、社保の離脱で自動的に国保にくるわけじゃなしに申請ですよね。

基本的に申請しなければよく分からない。いわゆるどの社会保険にも入

らない無資格者というのが起きてくる可能性もあるわけですよね。そこ

ら辺の調査というのは今後どうしていくかというのがひとつ聞きたいん

ですが。 

 

桶谷国保年金課長 いわゆる無資格者の方の実態の把握でございますが、全体

像としてどれだけいらっしゃるかといったようなところは現在は把握で

きておりません。具体的なピンポイントでこの人の状態はどうなってい

るのかというふうな状況でありますと例えば年金情報とかそういったと

ころと突き合わせることによって、その人がどういった状況であるかと

いうことは把握はできる状況ではございます。 

 

下瀬俊夫委員長 そういう調査はやったことがないんですか。 

 

桶谷国保年金課長 たしか平成２６年度だったというふうに記憶しております

が、年金機構とそういった協定を結んでおりますので、ある程度年金情

報からそういった把握はできると認識はしております。 

 

下瀬俊夫委員長 そうすると、じゃあそういう把握できるような状況があるん

だけど、現状はどの程度無資格者がいるかは分からないわけですね。 

 

桶谷国保年金課長 全体で無資格者の方が何人いらっしゃるかといった全体像

とかにつきましてはシステム上は把握できません。 

 

小野泰委員 今の件なんですが、いわゆる資格証明書であれば資格はあるけど

権利はないということで実費を支払うということになりますね。今、社

保の離脱によって無資格者になっていくとか、これはそれ以外にどうい

うのがあって、この無資格者については昨年の決算のときにもこういう

のがあって、把握はしておらないという話で、それからなんか努力して

おるとかいうようなことであったと思うんですが、これ把握は本当にで
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きないのかということと、この無資格者であっても病気になれば病院に

行って支払えばいいんだろうと思うんですけどね。その辺をちょっと説

明してもらえればと思います。 

 

桶谷国保年金課長 現在市内にどのくらいの無資格者の方がいらっしゃるかと

いった全体像につきましては現在の制度上では把握することは困難な状

況でございます。 

 

岩本信子委員 では、例えば資格取得されるのにずっと入っていらっしゃらな

くて、この度病気になりそうだから入りたいとかいうふうな方も多分出

てきているんじゃないかと思うんですけど、そういう件数というのはあ

るんですか、どうですか。 

 

桶谷国保年金課長 そういった件数に該当するかどうかは別といたしまして、

資格取得のところのその他の欄に上がっている数値の一部分につきまし

てはそういった方がいらっしゃると認識をしております。 

 

岩本信子委員 じゃあそういう方々に対して、その他のところって言われまし

て、例えば国民健康保険だったら遡って入られるんだったらしなくちゃ

いけないじゃないですか。例えば１０年ぐらい入っていらっしゃらなく

てちょっとこれで入らんにゃいけんということで入られた場合、そうい

う何か制度的なお助け制度みたいなものはあるんですか。１０年間分ほ

ど払っていかなきゃいけないとか、それも大変な金額になると思うんで

すけど。 

 

下瀬俊夫委員長 遡ってできんやろ。 

 

岩本信子委員 そういうの、ありますかどうか。いや遡って言われたんよ、前

に。 

 

桶谷国保年金課長 現在うちが取り扱っている状況としましては、保険料の徴

収につきましては遡り２年で、遡って資格を取得することにつきまして

は分かったところまで遡っている状況でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 はい、ほかに。いいですか。なければ、国庫支出金の総額で

すが、療養費総額の何％ぐらいか分かりますか。 
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桶谷国保年金課長 国庫支出金合計で１５億２，３１０万５４１円となります

ので、歳入全体の１７．３％でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや、療養費っちゃ。 

 

桶谷国保年金課長 約２８％でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ２８％まで下がったわけね。はい、ほかにありますか。（「あ

りません」と呼ぶ者あり）じゃあ、歳入歳出全般でやりますか。いいで

すか。 

 

吉永美子委員 一応きちんとお伝えしたほうがいいなと思って、執行部からお

話が出ませんので、先ほどのジェネリックの関係、利用率ですが、当時

の国保年金課長が当初予算のときに言われているのが、国のほうでは平

成３０年３月末までにジェネリック利用率を６０％にしなさいというよ

うなふうになっておりますというふうに発言されておりますので、それ

で私はメモしておりましたので、お伝えいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか、そのとおりです言ったらいいんじゃない。 

 

桶谷国保年金課長 ただ今ジェネリック薬品の使用促進について厚生労働省の

ホームページのほうで確認をいたしました。平成２７年６月に開催をさ

れました閣議決定では平成２９年中に７０％以上とすると共に、平成３

０年度から平成３２年度末までの間のなるべく早い時期に８０％以上と

するという新たな数量シェアの目標が定められております。 

 

下瀬俊夫委員長 追いつかんのじゃそれは、何ぼやったって。追いつかんでそ

れ。 

 

吉永美子委員 そうなると大変申し訳ないけど、当時の課長が間違ったことを

発言されたというふうになってしまうので、きちんとフォローしてくだ

さい。お願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 課長を呼んでくるか、いいやな。ほかにありますか。（「なし」

と呼ぶ者あり）なければ質疑を打ち切りたいと思います。討論のある方

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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（石田清廉委員退場） 

 

下瀬俊夫委員長 それでは、議案第６４号平成２７年度山陽小野田市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定について認定に賛成の議員の挙手をお願

いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 はい、全会一致であります。 

 

（石田清廉委員入場） 

 

下瀬俊夫委員長 午前中はこれで終わります。午後１時から再開いたします。

病院が終わってから介護をやります。（「後期高齢と介護がある」と呼ぶ

者あり）どうしようか。（「後期高齢だけ今から」と呼ぶ者あり）そうね、

やろうか。はい、ちょっと延長します。ちょっと待ってよ。それでは次

に議案第６６号平成２７年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について執行の説明を求めたいと思います。 

 

桶谷国保年金課長 それでは議案６６号平成２７年度山陽小野田市後期高齢者

医療特別会計決算について御説明申し上げます。決算書の３９ページを

お願いします。歳入歳出決算総括表でございます。予算現額９億５，８

２３万５，０００円に対しまして、歳入額９億２，４５７万５，６４４

円、歳出額９億２，３４６万４，４６９円となり、差引形式収支は１１

１万１，１７５円の黒字となりました。翌年度へ繰越すべき財源はござ

いませんので、同額が翌年度への繰越金となります。最初に、決算を取

り巻く概況から御説明させていただきます。後期高齢者医療の被保険者

数ですが、平成２７年度の年度間の平均数では１万９７人で対前年度１

５５人の増となっております。また、一人当たりの医療費でございます

が、平成２７年度は１１０万２，１７５円となり、対前年度４，０５５

円の増加となっております。続きまして決算に関する説明書の歳出から

御説明させていただきます。３７０ページをお願いいたします。１款総

務費は職員３名の給与及び保険料通知書や督促状の印刷、郵送等に係る

費用で２，３６４万１，８７８円となりました。２款後期高齢者医療広

域連合納付金につきましては、広域連合から指定された納付金額を支払

うもので、８億９，９５７万６，２７６円、歳出の９７.４％を占めてお

ります。３款諸支出金は保険料の過誤納に対する還付金で２４万６，３
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１５円となりました。以上、歳出合計９億２，３４６万４，４６９円と

なり、予算現額に対する執行率は９６.４％となっております。続きまし

て歳入でございます。３６６ページをお願いいたします。１款後期高齢

者医療保険料は６億８，５２５万８，３４７円で歳入の７４．１％を占

めております。そのうち、特別徴収によるものが４億６，９７０万２，

５０４円で収納率は１００％でございます。また、普通徴収によるもの

は２億１，５５５万５，８４３円で現年度収納率は９８．２％、過年度

収納率は６１．５％となりました。なお、速報値によりますと平成２７

年度全体の収納率は県内５位となっております。２款使用料及び手数料

は督促手数料で１０万１，９００円となりました。３款繰入金は一般会

計からの事務費及び職員給与費等に係る事務費等繰入金として４，３５

０万２，９７７円、低所得者に対する保険料の軽減に対する保険基盤安

定繰入金として１億９，４７８万７，２０４円、合計２億３，８２９万

１８１円となりました。保険基盤安定繰入金は県が４分の３、市が４分

の１の負担となっております。４款繰越金は６７万９，００１円となっ

ています。３６８ページをお願いいたします。５款諸収入は保険料還付

金として広域連合が負担する金額２４万６，２１５円となりました。以

上歳入合計９億２，４５７万５，６４４円となり、予算現額に対する執

行率は９６．５％となっております。以上で平成２７年度後期高齢者医

療特別会計決算についての説明を終わらせていただきます。御審議よろ

しくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは歳入、歳出全般でいきたいと思います。 

 

吉永美子委員 ３７０、７１ページで徴収費ですね、この関係でお聞きしたい

んですが、当初予算で印刷製本費は６４万８，０００円考えておられた

のが半分以下になっているし、また消耗品費も元は４万１，０００円挙

げておられたのがゼロ、通信運搬費も半分以下、手数料はほとんど変わ

らないという、このかなり金額的に変わっているんですけども、決算と

予算の状況がですね。これについてお知らせください。 

 

桶谷国保年金課長 これら物件費につきましては節約を重ねた結果、このよう

な数値となっております。 

 

吉永美子委員 どういうふうに節約されたんでしょうか、印刷製本費として６

４万８，０００円、それも結局いっぱいいっぱいにしていたとは思わな

いんですよ。それで印刷製本費の予算ですよ。６４万８，０００円って
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されていたのが半分以下になっていて、節約といっても半分以下にされ

ていて、だからなんていうか予算とるときにそんなに大きくとるとは普

通思わないじゃないですか。その辺もあるし、消耗品費はゼロになって

いるし、通信運搬費は先ほど言った１４万２，０００円の予定が半分以

下の５万９，９６３円、これは節約だけということでここまでできるん

であればほかのこともできるんじゃないかとなってしまうのでそこら辺

お知らせください。 

 

桶谷国保年金課長 物件費につきましては基本的には節約して予算執行したと

いうことになりますが、印刷物やそのほかの消耗品につきましてはきち

んと在庫管理を行っておりますので、それらの在庫を活用してこのよう

な数値になっております。 

 

吉永美子委員 要は予算立てされるときにある程度これぐらいという思いで、

どこの課もどこの部もされて、極力不用額が出ないようにされていると

思うんですけども、在庫管理とどこでどうつながるか分からないんです

が、大きく変わっているというところで消耗品費はゼロだし、印刷製本

費も半額以下だし、通信運搬費も半額以下だし、その辺何か理由がある

んじゃないですかということを申し上げているつもりなんですが、節約

だけと言われると大変説得力に欠けるんですけどいかがですか。 

 

桶谷国保年金課長 印刷製本費につきましては納付書であるとかパンフレット、

そういったものに掛かる印刷でございますが、在庫がございましたので

それらを優先的に使って経費を抑えたということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 だから在庫っていうのは予算立てる前に分かっているわけや

ろ。後から発見したという話じゃないやろ。正直に言わんと終わらんで。 

 

桶谷国保年金課長 申し訳ございません。予算を編成するときの在庫管理がし

っかりできてございませんでした。大変申し訳ございません。 

 

三浦英統委員 特別徴収の中で収入未納額が４８２万２，０００円あります。

これは公的年金１８万以上の方が対象になると思うんですが、少し多い

ような気がするんですけどね。どういう状況になっとるんですか。この

収入未納額。普通徴収の場合には口座振替とかそういうのが自主納付と

かあろうと思いますけど。特別徴収は年金者であるんで。（「１００％そ

うじゃないんよ」と呼ぶ者あり）自主納付もある。（「あるいや」と呼ぶ
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者あり）通常は１８万以上の年金と、こういうことになっております。

いかがでございますか。 

 

下瀬俊夫委員長 普通徴収の部分やろ。滞納者。 

 

三浦英統委員 滞納者がどのぐらいおるんか。どういう対象者の方か、これを

お願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 何かその資料あるんかいな。 

 

桶谷国保年金課長 特別資料的なものは、御用意はしておりませんが、滞納者

につきましては、現年につきましては、件数で４３７件で、人数にいた

しますと、１０２人でございます。金額といたしましては３９２万７，

１３８円でございます。一方滞納の繰越分につきましては件数で１３０

件、人数で３４人、金額で１５３万５７０円でございます。これらを合

計いたしますと、件数が５６７件、人数で１３６人、金額で５４５万７，

７０８円でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやだからそれはどういう対象者か。普通徴収ですか。 

 

桶谷国保年金課長 今申し上げたのは、全て普通徴収の方でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 普通徴収となると、ほとんど所得がない人よね。これは滞納

になると徴収そのものが難しくなるんじゃないですか。そこら辺の分析

はされていますか。 

 

桶谷国保年金課長 ２７年度の特徴につきましては、割合でおよそ７５％とな

っております。普通徴収のうち口座振替の方が約１５％、コンビニ収納

の方につきましては、数が少なくて１％ちょっとという、そういった状

況になっております。あと残りにつきましては、自主納付という形で、

窓口等でお支払いをされてらっしゃる方が約８％という状況でございま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。今の答弁に基づいて質疑をしてください。あり

ますか。いいですか。 

 

岩本信子委員 歳出のところの２款の１項の１目のところですが、これですね、
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最初の当初予算から補正予算で大分を引かれて、またそれよりもまた少

なくなっているというか、執行がですね、９７．４％ってまあ、これは

違うんか、全体の。これはどうなんですか、予算額よりもかなり低くな

っているっていうところなんですが、これは予算を見積り過ぎたとか、

そういうふうなことなんですか、どうですか、この辺を御説明ください。

だから不要額が３，２００万になっているからね。 

 

下瀬俊夫委員長 答弁できる方が答弁してください。 

 

三隅国保年金課年金高齢医療係長 後期高齢者医療広域連合の納付金なんです

けども、こちらの全てが保険料を納付されたものを支払うという形にな

っております。ですので保険料が実際幾ら入ってくるかというのが見込

みになっておりますので、入ってきたものをそのまま納めるんだったら

納められるんですが、歳出から出すような形になりますので、見込むと

きに余分を持って見込んでいるので、大きな数字になります。 

 

下瀬俊夫委員長 なるほど。 

 

岩本信子委員 余分を持ってっていうのが、この４６ページ、２７年度の実績

報告書の中で４６ページのところに後期高齢者の特別会計っていうとこ

ろで、多分この納付金、事務負担金と保険基盤安定負担金と、後期高齢

者医療保険料納付金、この三つを足してこの今の８億９，９００万にな

っているんだろうなとは思うんですが、このうちのどの部分を多く見込

まれたっていうことですか。 

 

三隅国保年金課年金高齢医療係長 このうちでは後期高齢者医療保険料納付金

がそれに当たります。 

 

岩本信子委員 ようけ見込まれたっていうことですね。分かりました。 

 

下瀬俊夫委員長 さっきの対象者がちょっと違うんじゃない、この資料の数字

と。１万５００人ぐらいって言わんかったかいね。さっき口頭で。 

 

桶谷国保年金課長 先ほど私が冒頭の御説明の中で１万９７人と申し上げまし

たのは、平成２７年度の年度間の平均の数でございます。一方、実績報

告書のほうに掲げております数値につきましては合わせて１万２３６人

となっておりますが、これにつきましては３月末の被保険者数でござい
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ます。 

 

下瀬俊夫委員長 通年は１万九十何人っていうことですか。 

 

桶谷国保年金課長 年度間の平均では１万９７人でございます。年度末の３月

末でございますが、これが１万２３６人でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 先ほどの滞納者、この件数の内訳について資料で、後でいい

ですから出してください。いいですか。はい、よろしく。ちょっとそう

いう資料はやっぱりいるよね。決算審査に当たっては。ほかにあります

か。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ質疑を打ち切りたいと思います。

それでは議案第６６号平成２７年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について、討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）

いいですか。 

 

（石田清廉委員退場） 

 

下瀬俊夫委員長 それでは認定に賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。 

 

（石田清廉委員入場） 

 

下瀬俊夫委員長 それでは午前中の審査は以上で終わりたいと思います。午後

は病院やりますんで、病院が終わってから介護をします。よろしく。再

開は１時１０分から。ちょっと短いですがよろしく。 

 

 

午後０時２０分 休憩 

 

午後１時１０分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長  それでは午後の会議を再開したいと思います。引き続きまし

て、議案第７１号平成２７年度山陽小野田市病院事業会計決算認定につ
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いてであります。それでは、病院局からの説明を求めたいと思います。

局長。 

 

河合病院事業管理者  大変お世話になりましてありがとうございます。この平

成２７年度の病院事業会計の決算報告をさせていただきますが、どうぞ

よろしく御審議をお願いします。この２７年度までは、病院は多大な負

債の返済もありまして、申し訳ない予算立てをせざるを得なかったとい

うこともありますので、それも今回をもって過去のものとなります。こ

の最終決算になります。今年度からは普通どおりの決算となっておりま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

藤本病院局総務課主査兼経理係長  それでは、議案第７１号平成２７年度山陽

小野田市病院事業決算について御説明します。まず、決算書の１ページ

から４ページ目を御覧ください。ここは収益的収支、資本的収支を款項

別に予算額、そして決算額、その増減額を載せてあります。詳細につい

ては、後ほどのページで御説明いたします。次に決算書の５、６ページ

を御覧ください。ここは平成２７年度１年間の損益計算書となります。

本業のもうけを示す医業収支につきましては、減価償却費の増加などで

３億１,３４６万７,３１７円の医業損失となりました。収益性を示す医

業収支率は９２％となっております。なお、参考までに、この減価償却

費を昨年度と仮に同額程度８,０００万ぐらいであると仮定しますと、医

業収支率は１０１.８％ということになります。また、医業外収支につい

ては１億５６８万４,９８９円のプラスとなり、経常損失は２億７７８万

２,３２８円となりました。最後に、特別利益として計上しています一般

会計からの繰入金２億９,７００万円及び特別損失を勘案しまして、当年

度の純利益は８,８８９万６４８円となり、当年度末の未処理欠損金は３

２億７,１６１万８,７８３円となりました。それでは次に７、８ページ

を御覧ください。ここは平成２７年度の病院事業欠損金の計算書であり

ます。今年度は、資本剰余金のうち負担金について、平成１１年度の土

地取得に係る一般会計繰入金１２２万５,８２５円が資本剰余金として

増加いたしました。それでは次に９、１０ページを御覧ください。これ

は平成２７年度末現在の貸借対照表であります。平成２６年度末と大き

く増減があった部分は、繰越事業が完成したことにより、建設仮勘定が

なくなりまして、固定資産の建物及び構築物が増加したことです。また、

流動負債のうち、一時借入金が５億５,０００万円から２億８,０００万

円に減少したことです。これは、一般会計からの特別繰入れが影響して

おります。それでは次に１２ページ、１３ページを御覧ください。ここ
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では、病院事業の概況を載せております。それでは総括的な事柄につい

て御説明いたします。なお、収益的収支と資本的収支の詳細につきまし

ては、後ほどのページで詳しく御説明いたします。総括的事項です。近

年、医療をめぐる環境は高度化、多様化する医療ニーズを背景に安全で

良質かつ患者の満足できる医療が望まれる一方、慢性的な医師、看護師

不足や国が診療報酬を抑制する傾向などもあり、大変厳しい病院経営を

余儀なくされております。現在、国は全国的に大幅に病床数を削減する

方向に向かっております。当院としても、この全国的な流れの中、正確

に将来を見通すことが非常に難しくなってきていますが、今後の国の動

向にも注視しながら、健全な病院運営を行うよう努めてまいります。平

成２４年から始まった新病院建設については、平成２７年４月に無事グ

ランドオープンを迎え、２７年度に繰り越した外構工事につきましても、

７月には工事が完了しました。また、平成２６年度の新病院移転の影響

で増加した資金不足につきましては平成２７年度に策定した新たな改革

プランと、収支計画に従いまして一般会計から繰入れをいただき、解消

いたしました。今後は、この新改革プランに基づきまして引き続き医師

及び看護師などの確保、収入の増加と支出の削減などに取り組みまして

経営の改善と医療サービスの向上に努め、市民に安心、安全な医療を提

供していきたいと思います。以上が病院事業の総括事項についてです。

それでは、次に１５ページを御覧ください。ここには平成２７年度に繰

り越した新病院建設工事の事業費等及び主な医療機器等の購入明細を載

せております。次に１７ページになります。１７ページを御覧ください。

ここでは企業債及び借入金の状況を載せておりますが、企業債につきま

しては決算書最後のページになりますが、２７、２８ページに明細を載

せております。よろしいでしょうか。次に１８ページを御覧ください。

ここでは、当初予算第７条に議会の議決を得なければ流用することがで

きない経費及び第８条の棚卸資産購入限度額の決算結果を載せておりま

す。御覧のように、職員給与費、交際費、棚卸資産、全ての項目におい

て予算内で執行をしております。次に１９ページを御覧ください。ここ

ではキャッシュフローを載せております。これは１年間の現金の動きを

示しております。キャッシュフローには直接法と間接法がありますが、

当院では損益計算書の純損益に必要な調整項目を加減して表示する方法、

いわゆる間接法というものを採用しております。それでは２０ページか

ら２４ページまでの説明をいたします。最初に平成２７年度決算の概要

についてですが、平成２７年度収益的収支については、病院事業収益が

４１億９,２４０万１０３円、病院事業費用が４１億３５０万９,４５５

円であり、当年度の純利益が８,８８９万６４８円となりました。資本的
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収支については、資本的支出として建設改良費、あと企業債償還金、他

会計からの長期借入金償還金、公立病院特例債償還金があり、総額で６

億３,１２７万６,３０４円となります。これらに対する収入、財源とい

たしまして、企業債が２億９,９６０万円、他会計負担金が４,８１７万

８,７７８円となっております。それではまず、収益的収支のほうから御

説明いたします。決算書の２０ページを開いてください。まず、収益の

部である収益的収入から御説明いたします。１款１項医業収益１目入院

収益は入院患者数６万５,０７６人で、２３億１,１３２万８,３４８円と

なり、前年度に比べ患者数は６,２６４人増え、入院収益は約２億８,４

０３万２,０００円の増額となっております。同２目外来収益、外来患者

数は１０万４,４４１人で、外来収益９億４,４９８万６,５１０円となり、

前年度に比べ患者数は６２５人ほど減りましたが、外来収益は約１億４,

３２１万４,０００円の増額となっております。１日当たりの入院患者数

ですが、平成２６年度は１日当たり１６０人でしたが、２７年度は１日

当たり１７８人と１７人増えております。入院患者の平均在院日数は、

平成２６年度の１人当たり１２.８日から、平成２７年度は１人当たり１

５日と伸びております。その大きな原因は、平成２６年度まで日帰り入

院扱いでありました抗がん剤治療、化学療法といいますが、それが新病

院になり、化学療法室を新たに設置したことによりまして、平成２７年

度から外来でも行えるようになったためであります。また、入院患者１

人当たりの入院単価は、平成２６年度の３万４,４７１円から、３万５,

５１７円へ１,０４６円ほど増加しております。これは、手術件数の増加

が影響しております。入院、外来とも決算上収益は増加しておりますが、

２６年度については新病院移転に伴う入院制限などの影響で、一時的に

減少したものでありまして、平成２７年度の増加は新病院となったこと

で入院患者が増加したものによるものであります。特に、外来患者の一

人１日当たりの単価は、平成２６年度の７,６３１円から９,０４８円と、

実に１,４１７円、率にしますと１８.６％の増加になっております。原

因の一つとしましては、先ほど申しました、今まで日帰り入院扱いであ

りました抗がん剤治療が外来の化学療法室で行うことができるようにな

ったことが挙げられます。同３目その他医業収益は３億６,１００万９,

０３１円となりまして、前年度と比較して約５,１３４万１,０００円増

加しております。平成２６年度と比較して大きく増加したものとしまし

ては、個室使用料であります１節の室料差額収益が約３,００８万３,０

００円の増加、予防接種、健康診断の収入であります公衆衛生活動収益

が約６６９万６,０００円の増加、文書料、貸し衣料等の収入であります

８節その他医業収益が約１,１９１万８，０００円の増加などとなってお
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ります。次に２項医業外収益は２億７,８０７万６,２１４円となり、前

年度に比べ約３億５,６３９万５,０００円の減額となっております。そ

の減額の大きな要因としては、一般会計からの繰入金の一つであります

２目他会計補助金が平成２６年度に比べ８,２２８万４,０００円の減額

となったこと。また、昨年度会計制度の変更によりまして新たに設定さ

れた６目長期前受金戻入が平成２６年度に比べ約２億９,４６０万９,０

００円減額となったことが挙げられます。最後に３項の特別利益につき

ましては、平成２８年３月補正で御審議いただきました一般会計からの

特別繰入金２億９,７００万円が計上してあります。以上で収益的収入の

説明を終わります。続きまして収益的支出、いわゆる費用の部でありま

す。決算書の２１ページをお開きください。１款１項１目給与費ですが、

２０億８,５１０万１,９６５円となり、前年度に比べ８,９２７万７,０

００円の増額となっております。主な原因としては業務量の増加に伴う

医師、看護師の時間外手当の増加、また賞与引当金繰入額が約１,７６４

万３,０００円の増加、非常勤医師や臨時職員の賃金が約４,９０９万６,

０００円の増加、共済組合負担金や健康保険料等である法定福利費が１,

４２３万７,０００円の増加などであります。続きまして２目材料費は７

億６,０２１万１,４７４円となり、前年度に比べ約１億５６万９,０００

円の増となっております。材料費は投薬や注射などの薬品費、検査用材

料費、また衛生材料、歯科技工材料、人工関節などのその他材料費が中

心となりまして、これは事業量の増加とともに増えていくものであり、

特に手術件数の増加が大きく影響しております。また、抗がん剤などの

新薬剤や新規の諸材料の単価が年々高騰していることも材料費増加の一

因となっております。３目経費は５億８,４００万９,７１４円となりま

して、前年度に比べ約４,４１８万４,０００円の減額となっております。

その減額となった主なものとして、光熱水費が約１,０３２万円の減、医

療機器等の修繕費が約１,０５５万４,０００円の減などであります。光

熱費につきましては、特に電気料の減少は顕著で、新病院になりまして

屋上に設置してあるコジェネレーションシステム、太陽光発電、太陽熱、

地中熱等の各省エネシステムの効果が大きいというふうに考えておりま

す。また、修繕費につきましては、医療機器の定期的な更新により、修

繕費が抑えられていることに加え、医療現場においては業務量の増加に

伴い医療機器の使用頻度が増えているにも関わらず、古い医療機器につ

きましても、日常的な保守、メンテナンスが行き届いており、また現場

スタッフが丁寧に使用していることなど、医療現場の不断の努力が伺え

ます。次に２２ページ、４目減価償却費ですが、４億５,８６０万７,４

９４円で前年度に比べ約３億７,８５１万７,０００円の大幅増となって
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おります。この原因としては、平成２６年度までに建設した新病院の建

設費及び新病院建設時に新規に購入した高額な医療機器の減価償却が始

まったためであります。この減価償却費の規模、およそ４億から５億は、

今後、５年程度続く予定であります。５目資産減耗費は１６６万５,９０

１円で、前年度より１０５万４,０００円の増額となっております。６目

研究研修費は、６７５万９,７２２円で、前年度より約１０２万４,００

０円の減額となっております。これは医師及び看護師などの研修諸費用

でございます。７目長期前払消費税償却、これは旧控除対象外消費税の

ことでありまして、貸借対照表、バランスシートに資産計上された長期

前払消費税を毎年度一定の方法で費用化するものであり、今年度は３,

４４３万４,９３６円であります。次に２項医療外費用は１億７,２３９

万１,２２５円で、昨年度と比較し約３,２４１万６,０００円の増額とな

っております。内訳ですが、１目支払利息は前年度に比べ約１,６６２万

８,０００円の増額となっております。これは、平成２６年度に借り入れ

た新病院建設に伴う企業債の借入利息などが約３,０２４万８,０００円

増えたことが主な原因でありますが、平成２７年度は逆に新病院建設費

の支払いのための一時借入金がなくなったことで、一時借入金利息が約

１,３６１万円の減額となっております。３目雑支出は課税仕入れに係る

仮払い消費税のうち、貯蔵品等の課税仕入れに係る消費税相当分を当該

年度に費用計上するものであります。金額は９,７３２万９,３４７円と

なっております。続きまして退職給付費負担金でありますが、これは病

院に勤務していた職歴のある職員が一般会計対象部署を最後に退職した

場合に病院に勤務した期間に応じまして、一般会計から退職者に支払わ

れた退職金の一部を病院が負担するもので、今年度は約６１３万４,００

０円となっております。続きまして３項特別損失は主に平成２６年度に

患者が受診しまして当院が受け取った医療費、窓口負担額等を平成２７

年度に入り精算返還する過年度返金分であり、３９件、３２万７,０２４

円であります。それでは続きまして資本的収入について御説明いたしま

す。２３ページをお開きください。資本的収入について、１項企業債は

２億９,９６０万円となっておりますが、この内訳は新病院建設事業の繰

越し事業に係る財源としまして２億６,０２０万円、医療機器の購入に係

る財源といたしまして３,９４０万円となっております。２項他会計負担

金、これは資本的収支予算、いわゆる４条予算で購入する起債対象外備

品や、地方債の償還元金に係る一般会計からの繰入金のことで、４,８１

７万８,７７８円となっております。続きまして２４ページ、資本的支出

についてですが、総額は６億３,１２７万６,３０４円となりました。１

項１目建物改築費の１節工事請負費３億３,０４４万２,０２０円の内訳
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は新病院建設事業繰越分に係る建設工事費、３億２,９０９万２,０２０

円及び平成２７年度の工事費１３５万円であります。また、２目器械及

び備品費は５,５５４万３,４０６円で、医療機器の追加及び更新などを

行いました。なお、１項の建設改良費３億８,５９８万５,４２６円の内

訳につきましては、少し前に戻りますが決算書の１５ページの２、工事

に明細を載せております。それでは２項企業債償還金、これは企業債の

償還元金でありまして１億２,５０４万９,５８１円となっており、決算

書の２７ページ、２８ページにその明細を載せております。３項他会計

からの長期借入金償還金では、一般会計に２,１６６万円、工業用水道会

計に１,０００万円を償還いたしました。この明細につきましては１７ペ

ージに載せております。４項公立病院特例債償還金、これは不良債務解

消のために平成２０年度に借り入れた特例債でございまして、平成２７

年度元金償還金分８,８５８万１,２９７円であります。この平成２７年

度の支払いをもちまして、借入総額４億３,２００万円の特例債の償還が

全て終了いたしました。以上で資本的収支の説明を終わりますが、決算

書の３ページ、４ページにも記載してありますとおり資本的支出額に対

して、資本的収入額が不足する２億８,３４９万７,５２６円につきまし

ては、当年度分の損益勘定の留保資金で補塡いたしました。また、資金

不足につきましては、平成２７年度については、２億９,７００万円の特

別繰入れが行われましたことにより、昨年度まで発生していた資金不足

は全て解消されました。最後に２５、２６ページを御覧ください。ここ

には、有形固定資産及び無形固定資産の種類別の増減内訳を載せており

ます。これで平成２７年度決算についての説明を終わります。以上、御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長  それでは、最初の明細のほうを中心にして審議いただいて、

いろんな指標についてはその都度御議論いただきたいというふうに思い

ます。２０ページから。 

 

三浦英統委員  ここは入院患者と外来患者との関係、大体新年度の予算どおり

にいっておるようなんです。ただ、監査の意見の中に、内科が減少して

おると、それから、皮膚科と脳外科ですか、放射線、ここら辺りは患者

が、外来患者が減っておる、こういうような報告が出ておるんですがね、

この主な原因はどういう理由なのかお知らせいただきたいと思います。 

 

河合病院事業管理者  外来患者の減少といいますけど、外来患者さんの実数が

減っているわけではないんです。ただ、薬の投与期間が長くなっていま
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すので、延べ日数は減少しています。従来、病院では２週間分が多かっ

たんですが、１か月分、２か月分、あるいは場合によっては３か月分を

希望するという方もいらっしゃいますし、一つには薬剤費も高くなって

いますので、そこで、回数持っていけば当然薬剤費も高くなりますので、

一遍に済ましておきたいということで長期投与が増えているということ

が外来の数の減少ということになっています。延べ日数、延べ人数の減

少ということになります。 

 

三浦英統委員  以前から内科において待ち時間が非常に長いと、こういうよう

なことで減ったという原因はないわけでございますか。ここら辺りの問

題。それで、その解消方法について、前回、なんかベルか何か渡すと、

こういうようなことを言っておられたんですが、そこら辺りの対策につ

いて。 

 

河合病院事業管理者  おっしゃるとおりでして、内科が非常に丁寧に見ていま

すので、１人に掛かる患者さんの時間が長くなっているといいますか、

医師クラークというのがいるんですけれども、やはり内科の先生は自分

でコンピューター打つのが好きなので、なかなかクラークを活用できて

ないということもありますので、どうしてもちょっと時間が掛かります。

今ちょっと内科とも相談しているところです。呼び出しフォンにつきま

しては、これは試行をしまして一長一短ありますが、もうやるという方

向でようやく整いつつあります。もうこれから、今週の末くらいには入

ってくるというところです。 

 

下瀬俊夫委員長  今の質疑に関連するんですが、予約制をとっていますよね、

外来ね。予約は基本的に病院側から指定されてその時間に入れるという

仕組みになっていますよね。この仕組みが機能してないんじゃないかと

いうふうに言われているんですが。 

 

河合病院事業管理者  機能してないということもあり得る。できないこともな

いんですが。実は私もけさの８時半の予約は、４人までなんですが、７

人入っているんですね。入れようとすれば入れられるので、患者さんが

８時半に入れてほしいということで、どうしても患者さんの御都合に合

わせてしまうということになります。ちょっとその辺り入ってしまうこ

とが本当に患者さんにとっていいことなのか、あんまりよくないことな

のか、ちょっとその辺りが、患者さんの希望ということも踏まえたら仕

方ないかというようなところもあって、ただ予約がどうしても時間どお
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りにはいってないという点では、次の患者さんにはまた申し訳ないしと

いう、いろいろ予約も難しいなというのが現実です。 

 

下瀬俊夫委員長  今の話はちょっとよく分からないんですが、結局予約という

のは、病院側が何時に来てくれということを、いわゆる患者側に通告し

て、その時間に患者が行くということになるわけね。今の話はなんです

が、８時半から患者が来るから、その患者を先に見るということになる

んですか。 

 

河合病院事業管理者  患者さんが何時でないと都合が悪いと言われたら、そこ

ら辺りに持っていかざるを得ないというところで、どうしてもある時間

帯に、つまり早い時間帯に集中する傾向があって、それがだんだん伸び

ていくということになる。どうしても８時半が多いですね、今。ですか

ら、８時前から競争のごとく患者さんが待っておられるということにな

る。 

 

下瀬俊夫委員長  いやいや私が言っているのは、予約制という今の仕組みにつ

いて、予約というのは本来何時から見るからということで、いわゆる病

院側から指定されて患者さんが行くわけですよね。その時間に大体診て

もらえないと、私の聞いている話では１時間半待ったという患者さんが

いるんですよね。それは、もう予約制そのものが機能してないというこ

となんじゃないですか。病院の指定なんですよ。病院の指定から１時間

半もたたなきゃ診てもらえないということ自体が理解できないんですが

ね。 

 

河合病院事業管理者  そこは、病院も非常に悩んでいるとこでして、８時半、

９時でないとバスの時間に困るとか、次の仕事に困るとか、ほかの科に

も行けないとかいうふうな患者さんの事情を考慮すれば、ちょっとそこ

に入れざるを得ないということで、確かに機能しないと言われれば、そ

うかもしれませんけれども、一方では別の患者さんの御都合も考慮して

いるということですから、やはり、基本的には患者さんの都合を優先し

ていることは間違いないんですけど。 

 

下瀬俊夫委員長  実は、私の聞き取りによって、いろいろ話を聞いたんですが、

基本的に予約制なんかやめたほうがいいんじゃないかと、その時間に来

てくれと行ったって必ず診てもらえないというわけですよ。今言ったよ

うに、１時間半か２時間待ちという状況はなぜ起こってくるのか。とい
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うのは、その患者さんは例えば９時なら９時、９時半なら９時に予約し

て入っていくと、その患者さんは、大体１時間前に来るというんですよ。

なぜかというと検査があるから、検査をしてそれが終わった後、時間に

間に合うように行くというんですね。それから２時間待ちになっちゃう

というんですよ。何でこんなことが起こるんだろうかって、それが最大

の疑問なんですね。だから、そのいわゆるピッチを持つという話があり

ますよね。それはあくまで何時になるか分からんから結局ピッチを持た

せようという話でしょ。だったら予約制なんか要らんじゃないですか。 

 

河合病院事業管理者  確かにそういう考えもあります。私自身も半分は予約制

は本来要らないんじゃないかというふうに思っていますけど、予約で来

られるという方もいらっしゃいますし、診療科によっては予約のほうを

優先するというところもありますし、ちょっとその辺りをまた診療部会

か、今日の経営会議でもまた十分話して、相談してみなければならない

と思っているところです。 

 

下瀬俊夫委員長  今の話は内科の話ですよね。今、５科あるんでしょ。だから、

やっぱりなんていうか担当医師なり、あるいはそこら辺のすみ分けがい

るんじゃないかなと、いわゆる来た順に見てもらう部署と、予約によっ

て時間をきちんと守ってもらうそういう部署と、やはりそういうすみ分

けがいるんじゃないかと思うんですがね。今のだったら、予約行ったっ

て、ほとんどその時間に見てもらえないというね、こういう点で言えば、

やっぱりどちらを優先するかといわれても、やっぱり患者さんは予約時

間に行きたい、その時間に診てもらえるという、そういう気持ちがあっ

て行くわけですから、ちょっと今の状況はあんまりそれが機能してない

なという感じがします。 

 

河合病院事業管理者  了解しました。相談してみます。ただ、今、コンピュー

ターの機能も非常にいいですから、何時に来られたということも診察室

で分かるので、この方は何時間待っておられるということも分かります

ので、あんまり長くも待ってもらうのも気が引けとるからそっち側から

入れとるということはあり得ます。そういう意味では、予約があったほ

うがいいのか、ないほうがいいのか。 

 

岩本信子委員  予約制をされていても、例えば新規患者さんが来られることが

あるじゃないですか、じゃあその方たちは予約の入ってらっしゃる方が

終わってからってわけにはいかないじゃないですか、そうするとそうい
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う方たちも間に入れていきますよね、新規の患者さんたちも、そうする

と予約制というその時間というのが崩れてきますね、後から、最初の人

はまあいいかも分からないんだけど。そういうことも考慮はされている

んですかね、予約時間を入れられるということについては。 

 

河合病院事業管理者  例えば新患を見る担当ということは決めていますので、

その日はできるだけ予約は少なくしております。ですから、余り予約の

人に迷惑掛けてない。ですから、逆に、新患担当でない日は、かなり予

約が入っていますので、新患担当でないときにその先生に診てもらいた

いという人が入られたときが困るということです。 

 

小野泰委員  予約の場合でも、行って、検査のための採血をしたり、尿を取っ

たりして、それが検査が終わらんと診察をしてもらえんという状況にな

っていますので、検査と診察、この辺の兼ね合いをうまくしないと、検

査によっても１回だけの数値がおかしいから再検したりとかなっていま

すんで、この検査がどのぐらいできちっと終わるのかということも見極

めながら、要は予約の時間、それをきちっと決めていかれるとさらにス

ムーズにいくんじゃないかなと。いろいろ聞きますと、外来で初診の方

は基本的には予約者の後ということに、特別の場合は間に入りますけど、

そういうことになっていますんで、その辺りのすみ分け、流れがもっと

スムーズになるようにされる方法はないですか。それをしてもらえりゃ、

もっと待ち時間もということになりますんで。 

 

河合病院事業管理者 分かりました。今日の委員会でその話が随分出たという

ことで、また皆と相談をしてみます。 

 

下瀬俊夫委員長  ほかにありますか。実は、私聞き取りの中で若干気になる話

があったんです。１時間半、２時間待ちで、予約制について疑問がある

ということで担当医に話をしたらしいんです。そしたら、ほかの病院を

紹介しましょうと言われたらしいんです。その方は市民病院を愛してい

るわけです。１時間半、２時間というのはおかしいんじゃないかと言っ

ただけで、よその病院へ行ってくれみたいな対応をされたということで、

そこら辺からも若干病院に対する不信感が出たんですが、僕は、そうい

う意味では、まず率直に謝罪をした上で１時間半も２時間も待たせるわ

けですから、大変御迷惑を掛けましたということを言った上で、今後の

改善をどうするかというふうに言われるのが僕は筋じゃないかな。それ

は文句じゃなしに、患者自身の意見として率直に受け止める必要がある
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んじゃないかなと思っているんですが、いかがでしょうか。 

 

河合病院事業管理者  それは大変ごもっともで、多分多くの医師がそうであっ

て、何時間待っておられるかは分かりますので、１時間半待ってもらっ

て済みませんとかいうことは言えますけれども、その状況がよく分かり

ませんが、今後、患者さんに誤解をお掛けしないような表現をするよう

な指導をしてまいりたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長  それと、もう一つは、医師クラークが機能をしていないとい

う話があります。医師クラークというのは結局、医師に代わってパソコ

ンの入力をするわけですが、ここら辺は何かいい方法はないんですか。

専門家だから、パソコン入力も。 

 

河合病院事業管理者  私は、医師クラークがいたほうが便利と思っていますが、

１日は自分自身でやっています。パソコンを忘れないようにするという

ことであるんですけれども。でも、総じて内科の先生は、その代わりカ

ルテを見ても非常に丁寧に打っていまして、あれほど打てばやっぱり待

たせるなという感じはしますぐらいに丁寧に打っていますので、その辺

りはもう少し要領よくやるように方法を検討してみたいと思っています。

できれば、今、医師クラークを活用するように言っているんですが、な

かなか医師クラークは、科によっては非常に機能していますし、泌尿器

辺り、あるいは外科も、整形もそうですけど、非常にありがたいという

ふうに思っていますので、是非内科の先生にもそういうふうに、外来で

思ってもらえるようにしたいと思っています。ただ、書類にも書いても

らっていますので、その点では内科の先生も非常にありがたく思ってい

ることは事実です。 

 

岩本信子委員  今、待ち時間が長いということなんですけど、予約時間に来て、

例えばその科によってからあると思うんです。あと、予約時間に来られ

ましたけども、もう３０分ぐらい待ってくださいとか、１時間ぐらい掛

かりますとか、そういうお知らせでも、例えば札でも何か、ただいま何

時間待ちですとか入れていただくと、患者としても、これだけ待たんと

いけん、予約は入れとっても待たんやいけんのじゃなという納得できる

部分はあるんです。だから、私も何度か行ったことがあるんですけど、

いつなんじゃろうかというよりも、もう３０分ぐらいのめどでしてもら

えるなとか、そういうふうなことを患者さんに対してお知らせしてあげ

るというふうな配慮があるとまたいいんじゃないかなと思うんですけど、
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どうでしょうか。 

 

河合病院事業管理者  大変ごもっともで、是非それは、各診療科の窓口のクラ

ークと話しておきます。 

 

岩本信子委員  私も、窓口へ行って、あとどのぐらい掛かりますかとよく聞く

んです。だから、わざわざ聞かなくても、目で見えるものがあると違う

かなと思います。 

 

下瀬俊夫委員長  よその病院では待合室とか、昔の調剤の関係のときに、例え

ば３０分以上待った場合は知らしてくださいとか、あるいは職員が声を

掛けるとか、基本は、僕は３０分程度じゃないかな。３０分たった人は

是非言ってくれというふうな、そういう対応も要るんじゃないかなと思

うんですけど、いかがですか。 

 

河合病院事業管理者  分かりました。その辺りも含めて相談をしてみます。 

 

岩本信子委員  確認させていただきたいんですけど、先ほど、外来が減ってい

ます。でも収益はかなり増えているんですが、これは、先ほど言われま

したように、投薬期間が長くなったということでこの収益が、かなりい

っています、外来の収益のところが。それは、そういう投薬期間で長く

なったということですか。それとも、これで単価が上がるんだろうと思

うんですけど、かなり単価が上がっているんですけど、一人１日当たり。

その辺確認とりたいんです。 

 

河合病院事業管理者  投薬期間が幾ら長くなっても、投薬料には一切関係あり

ません。外来で抗がん剤を使用できるようになったということが非常に

外来の単価を押し上げていったということです。今、抗がん剤も非常に

高くなりましたので、何万円から何十万円、今３０数万円というのも出

てきていますので、その辺りが影響している。患者さんは、むしろ長い

日にちをもらったほうが、投薬が一遍で済むので、できるだけ長い日に

ちにしてほしいという希望がありますので、病院としてはそれに応じて

いるということです。ちなみに、外来が最も多かったのが東北大震災の

ときです。あのときは長期投与をするなと、全国的に２週間にしろとい

う国からの指示でしたので、みんな２週間になりましたので、あの年が

実は最も外来患者数が伸びたときです。 
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岩本信子委員  室料差額ベッドの収益が去年より、倍まではいかないんですけ

ど、かなり上がっていると思いますが、これはベッドの稼働率で言った

らどのぐらい、差額ベッドは出ていますか。差額ベッドだけの稼働率み

たいなものは。 

 

下瀬俊夫委員長  ベッドごとに出ているか。 

 

岩本信子委員  出るんですか、どうなんですか。ほとんど満室になっていると

かいうことですか、どうですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  申し訳ありません。ただいま手元に資料は持ち合わせ

ておりませんが、個室でございますので部屋ごとに大体どのぐらいで回

っているというのは出てまいります。金額によってかなりその状況が違

いまして、室料が低いほうのお部屋のほうがその回転が非常によくなっ

ているというか、１００に近い率で利用をいただいております。 

 

岩本信子委員  安いお部屋の回転率がいいということですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  はい。 

 

下瀬俊夫委員長  室料ごとの実績は出せんのかね。 

 

和氣病院局総務課主幹  お部屋ごとに分かりますので、お渡しすることはでき

ます。今、申し訳ありません。持ち合わせておりませんので。 

 

下瀬俊夫委員長  後で出してください。ほかに。 

 

吉永美子委員  先ほど、内科の大幅な減少が影響したということで、監査委員

の言葉の中にあったということが出てきたんですけども、逆に、外科と

整形外科の患者数がそれぞれ１,０００人を超える増加ということで、収

益に大きく貢献していると思うんですが、この辺の分析をされています

か。 

 

山根病院局医事課長  手術数が大幅に増えております。平成２６年度よりも平

成２７年度につきましては、全体で５２件増えております。それと、先

ほどのベッドの差額の増額の原因といいますか、要因は何かということ

だろうかと思いますが、利用の延べ人数の伸びと、平成２６年度は入院
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患者数を６０床まで減らしたというような制限がありましたけれども、

２７年度はそれがなくなりましたので、利用者数の延べ数が増えたこと

と、それから、室料単価が変更されました。旧病院におきましては、室

料が５００円、１,０００円とありまして、一番利用回数が多いいのは５

００円でございましたけれども、これが最低でも１,５００円となりまし

て、実のところ２７年度におきましては、一番御利用がありましたのは

税別３,３００円のお部屋が一番利用がございました。また、経営戦略と

いたしまして、昨年の７月には個室利用促進を全館挙げてということで、

経営戦略室のほうで案内やパンフレットを改善して作りまして、病院全

体として改善に向けた活動を行っております。活動前の月平均ですと１,

６２９日でありましたものが、その活動後、看護婦部等の働きによりま

して１,７０２日と増えておりまして、１０４％の伸びとなっております。

こうしたことが増額の理由の一つだと思います。 

 

吉永美子委員  済みません。先ほど私が聞いた外科と整形外科の患者数がそれ

ぞれ１,０００人を超える増加ということでお聞きしたけど、手術が云十

件と言われたけど、それが連動をしているということですか。 

 

下瀬俊夫委員長  大丈夫か。もう一遍やるか。 

 

山根病院局医事課長  はい。 

 

吉永美子委員  先ほど、だから、監査委員の結びという中に、外来患者数は、

外科及び整形外科の患者数がそれぞれ１,０００人を超える増加という

ふうにあるわけで、この増えた要因について何か分析されていますかと

お聞きしたんですけど、手術が云十件と言われたけど、それが連動して

いるということですか、１,０００件に。 

 

山根病院局医事課長  手術の明細について持ち合わせておりませんので、具体

的なことが申せませんが、先ほどの手術の増加に伴います外来が増えた

ということも一つの要因だと思われます。 

 

三浦英統委員  以前、３月議会だったですか、補正のときに、入院を主に奨励

しておると、こういうような発言がございました。その中で患者の紹介

率が低いんだというような発言があったと思うんですが、ここら辺りの

患者の紹介率の問題について、現状として、以前言われたようにやはり

低いわけでございますか、現状も。 
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河合病院事業管理者  基本的に市民病院ですから、紹介がある、なしにかかわ

らず、外来は全部引き受けるということですから、必ずしも紹介状を持

っていないと優先しないというふうなことは言っていませんので、紹介

なしでも自由に来られますので、そういう点では紹介率はそんなに高く

はありません、二十数％と思います。できるだけ高くするように院長も

非常によく頑張ってくれていますので、今後もう少し、一般診療所、つ

まり開業医からの紹介ももうちょっと増えるというふうに思っています。

ただ、病院は基本的に入院が優先でして、入院患者さん、二次医療とい

うことになると病院が優先ですから、外来の手を抜いているというわけ

ではないんですけれども、どちらかというと入院が優先というのが病院

の役割というふうに思っております。 

 

三浦英統委員  今の患者の紹介について、各診療所を回って歩くんだと、こう

いうようなお話もございました。現状としてまた、このように回って歩

いていらっしゃるのかどうなのか、現状は。 

 

河合病院事業管理者  現在、院長と経営戦略室とが一緒になって回っていると

いうことです。 

 

吉永美子委員  その他医業収益、これはかなり増ということで１,１９１万８,

０００円、私が聞き間違ってなければ。これは文書料、貸衣料ほかとな

っているわけですが、貸衣料等はそんなに高くないでしょうけれど、入

院患者が増えたからとか、いろいろあるのか、その内訳についてお聞か

せください。かなり増えていると思います。 

 

山根病院局医事課長  平成２６年度に比べまして、分娩の数が相当増えており

ます。これに伴いますもろもろのもの、例えば生まれた赤ちゃんのおむ

つですとか、ミルクですとか、主にはそういったものが含まれておりま

す。それと、先ほど言い間違えたことを訂正させていただきます。先ほ

ど個室の利用促進ということで、経営戦略室のほうで動いて、活動前と

活動後について１０４％の伸びと申しました。済みません。活動前の月

平均１,６２９日から活動後１,７０２日で、４％の伸びとなっておりま

す。 

 

吉永美子委員  今、かなり８階のところが人気があるということでお聞きして

いるんですけど、であるならば分娩が増えたということですが、２６年

度に比べてどの程度増えているんですか。 
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山根病院局医事課長  件数ですが、２６年度は２７６件、２７年度が３３５件

となっております。２１％増です。 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか。先般、議会が子育て支援ということで議会報告

会、未就園児童の保護者を対象にした聞き取りをやったんです。そのと

きに私が聞いたある方が山陽小野田出身で、県内のよそにおられて、里

帰り分娩をしたいというときに、実は山陽小野田市民病院の評判が大変

いいと、だから、できれば市民病院で分娩をしたいという方がおられま

した。そういう点では少し伸びている一つの背景になっているのかなと

思うんです。その方が、一つは、今、分娩した直後にお祝い膳を出され

ているということが大変いいことだということと、それから、それ以後

もおいしい食事を出してほしいという要望がありました。実は、食事の

内容によってもっと増えるんではないかというのが要望としてありまし

た。もう一つは、今、例のマタニティ・ブックスタートをやっていると

いうことで、里帰り出産で、病院独自のそういうブックスタートをどう

かという話が以前からあっているんですが、そこら辺についての検討を

少しはされておるでしょうか。 

 

岡原病院局総務課長  マタニティ・ブックスタートの関係は中央図書館、保健

センターと連動してやっていらっしゃる事業なんですけれども、病院の

ほうといたしましては、出産された方にということで本をという御提案

がありましたけれども、今現在ではそういったものは、病院では考えて

はおりません。 

 

下瀬俊夫委員長  いえ、そういう話ではない。市民がお産をするときにはマタ

ニティ・ブックスタートの対象になるわけです。だから、市民が入るこ

とについては別に関係ないんです。里帰り出産についてブックスタート

の対象というのを、要は病院独自のサービスとしてやったらどうかとい

う提案なんです。 

 

岡原病院局総務課長  市外の方の利用も含めてというところではございますが、

マタニティ・ブックスタートというものが、そもそもお母さん、母体に

いるときから赤ちゃんに一緒に本に親しんでいただけるようにというよ

うな趣旨の事業ですから、お生まれになったときにということでも、ま

た違った意味での子育て支援ということにはなるんだろうかと思います

けれども、私ども市内ではこのマタニティ・ブックスタート制度があり

ますので、あえてちょっと、病院で生まれた後とのお母さんと赤ちゃん
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のための本の御提供というところまでは、今のところはまだ考えてはお

りません。 

 

下瀬俊夫委員長  勘違いしちゃいけんよ。いわゆる市外の人が里帰りをして出

産をするときに、そういう病院独自のサービスをしたらどうかという話

をしているんです。実は、マタニティ・ブックスタートって、県内で言

えばほとんど山陽小野田市だけなんです。ほとんど出産後に絵本の配布

がされているんです、ほとんどのところが。だから、マタニティで、い

わゆる胎児のときに読み聞かせをしようという発想が起こっているのは、

この山陽小野田市だけなんです。 

 

河合病院事業管理者  ブックスタートにつきましても、産科ともよく相談して

みます。食事の件なんですけれども、確かにお祝い膳の評判はいいとい

うことはよく聞いています。食事の件につきまして、栄養管理室では非

常に食塩を厳密にやっていますので、非常においしいと言われる方と、

おいしくないと言われる方は、結局日ごろ食塩をよくとっておられる方

にとっては非常においしくない。でも、日ごろ食塩をセーブされておら

れる方には非常においしいということで、評価が非常に分かれるところ

で、栄養管理室も本当、投書を見ても食事がまずいとかいう、そんな投

書も結構あって、気の毒だなというふうな感じもします。一生懸命食塩

を一定量、食塩の量を決めています。ですから、もうちょっと日ごろの

食事で食塩を減らすようにしていないと、病院の食事はおいしくないと

感じるんだなという。だから、逆に病院の食事をおいしくないという方

は、日ごろ食塩が多いんだなという、そういうふうに理解しています。 

 

三浦英統委員  資金不足が生じておるように見えるんです。貸借対照表の中で

若干の資金不足があるんじゃなかろうかなと、このように思うわけでご

ざいますが、ここら辺り。 

 

下瀬俊夫委員長  ２７年度よ。 

 

三浦英統委員  ２７年度決算。 

 

下瀬俊夫委員長  ２７年度は、だから一般会計繰り入れしたよ。 

 

三浦英統委員  現金のほうが、現金不足があるわけじゃないですか。そこらは

いかがですか。 
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藤本病院局総務課主査兼経理係長  資金不足というのは、御存じのように流動

資産から流動負債を引いたもので出しておりまして、２７年度決算にお

きましては、流動資産から流動負債を引いたものは２億の資金超過とい

うんですか、資金不足には陥っておりません。大丈夫です。 

 

三浦英統委員  未収金が非常に多いように見えるんです、貸借対照表の中で。

ここら辺りの対策はとっていらっしゃるんですか。 

 

下瀬俊夫委員長  未収金は違う、意味が違うんや、それは。ええやろ。答弁要

る。 

 

和氣病院局総務課主幹  今お話しございました未収金なんですが、これのうち

のほとんどは、２月と３月の診療報酬の請求した分ですので、この未収

金のうちのほとんどは、国保連合会なり診療報酬支払基金なりから入金

のあるものでございます。ですから、確かに金額は大きいわけなんです

が、このうちのほとんどは４月、５月に入ってくる診療報酬ということ

で御理解いただければと思います。 

 

下瀬俊夫委員長  だから、三浦委員が聞きたいのは、入ってこないほかの部分

がどれぐらいあるんかという話。いわゆる未収金。 

 

三浦英統委員  結局、監査の報告の中も未収金の問題がクローズアップされて

おるんです。そこら辺りの考え方、その対策、いかがですか。監査の総

括の中で出てきております。 

 

河合病院事業管理者  この問題につきましては、純粋な未収金の話ですが、こ

れは、やっぱり病院としては非常に厳しいことでして、強制的に取り上

げるというところがなかなかできないので、ほとんどの人は診療を受け

ながら何も払わないという方も結構いらっしゃいますので、事務として

は、かなり努力はしていますけども、年間何百万円はやむを得ないとい

う、逆に言えば、余り公式的に言う表現ではないんですけれども、病院

としては、貧しくとも治療をするというスタンスですから、お金を持っ

てないから治療をしないというようなことは決して言わない、言えない

という、そこが非常に悩ましいところなんです。この人は払わないなと

いうことは、実は分かっていましても、やっぱり治療はやっていますの

で、その辺りは病院の苦労を御理解いただければありがたいというふう

に思います。 
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堀川病院局事務部長  補足ですが、未収金に対する対象者については、文書、

そして、電話等でやっております。今後とも努力していきたいというふ

うに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長  それは統一した答弁をせんと、話として。 

 

岩本信子委員  結局患者さんがお支払いにならないというところで資産の中に

は出てくると思うんですけれど、結局、一般会計で言うたら不納欠損の

部分です。不納欠損としては上げられていないです、一切。今もこの収

支計算書を見ると、雑損か何かで、普通だったら回収できない部分は上

げてしまわれると思うんですけど、そういう会計処理とかいうことはさ

れるということがあるのか、ないのか、お聞きします。 

 

堀川病院局事務部長  雑損で処理はいたしません。今、そのまま過去のが残っ

ております。また、局長が言いますように、未納しているから診療はし

ないとかいうことはしておりません。ただし、全体のことを考えると、

皆さんにその負担を究極的には掛けるわけですから、やはり、文書、電

話、また、その方が掛かった場合には、カルテにそういう金額が書いて

ございますので、そこはまたそれでお話をして、納めていただけるよう

にお願いしているところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長  今、時効は３年かいね。３年でしょ。３年を過ぎたこういう

処理については、具体的にはどういう処理になっているわけ。 

 

三浦英統委員  問題は、弁護士法人にも委託ができるよということになってい

るようなんです。 

 

下瀬俊夫委員長  だから、そういうことはしないという話をしよるんじゃ。 

 

三浦英統委員  そこら辺りをどのようなお考えをしているのか。 

 

下瀬俊夫委員長  今の話は会計処理の話だから。 

 

山根病院局医事課長  具体的に申し上げます。過去３年の未納分につきまして

は、奇数月に文書を出します。年６回同じ方、ずっと滞納であればずっ

と出します。それから、先ほど申したとおり電子カルテに、未納の場合

は全部医事課のほうに連絡するようにという対応になりますので、診療
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前にその方及び御家族がいらっしゃいましたら対応に出向きます。３年

以前の分につきましても、その方の分残っておりますので、若いほうか

らお支払いいただいております。 

 

下瀬俊夫委員長  だから、時効が過ぎた分はどういう処理をされているんです

か。 

 

山根病院局医事課長  そのまま残っておりますので、いただきます。 

 

下瀬俊夫委員長  いただく。会計処理上はそのままですか。 

 

山根病院局医事課長  残っております。 

 

下瀬俊夫委員長  資産としてそのまま残っておるわけね。 

 

山根病院局医事課長  数字上残っております。 

 

下瀬俊夫委員長  数字上ね。 

 

岩本信子委員  だから、先ほど言いますように、その数字が知りたいです。幾

らぐらい、ずんずん逆にたまっていくといいましょうか、それで、ここ

を見ますと、貸倒引当金というのが上がっていますけれど、これが相当

すると思うんです、払っていらっしゃらない方の分は。その辺の数字が

分かっておれば。だから、逆に言ったら、その分ほど資産から、本当言

ったら雑損か何かで処分して、資産から減していくという形をとらんと

いけんのじゃないか。実質的には、ずっとして、それは請求すれば、幾

らでも時効は延びますけれど、どうなんですか、その辺が絶対入ってく

ると分からない部分はどうされるのかなと思うんですけど、金額は分か

りますか。 

 

三浦英統委員  今の時効の問題で、時効は延びるんかね。 

 

下瀬俊夫委員長  結局いろいろあるんです。例えば、相手方不明とか、全く通

知が届かんような人もいるわけだから、そういうことはきちんと対応は

本来はしなきゃいけないです。だけど、それをずっと曖昧にされている

わけでしょ。そこら辺の会計処理の問題は、僕はもっと明確にする必要

はあるんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。 
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堀川病院局事務部長  今言われたように、適正な処理を努めるように今後検討

をしていきたいというふうに思います。 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか。それで、入院収益と外来収益のとこでお聞きし

たいんですが、これは前年度の比較、前年度実績の比較については今言

われたんですけど、やはり決算の言い方として、当初予算との関係で、

当初予算で示された数値との関係で分析するということも必要ではない

かなと思っているんですが、この２７年度の当初予算での入院患者、あ

るいは外来患者の数、言っていただけますか。 

 

和氣病院局総務課主幹  平成２７年度の当初予算におきましては、入院患者の

見込み数が６万６,９７８人、１日の平均患者数が１８３人、一人１日当

たりの単価が３万５,５００円となっております。外来につきましては、

患者見込み数が１２万１,５００人、１日平均の患者数が５００人、一人

１日当たりの単価が８,５００円としております。これにつきまして、補

正の数字も併せて申し上げようかと思いますが、患者数の総数は今手元

にないんですが、補正の際には、入院が１日平均の患者数で１７８人、

１日当たりの単価を３万５,３００円で見ておりました。外来につきまし

ては、１日平均の患者数を４３５人、一人１日当たりの単価を９,１００

円と見ておりました。補正のときにいろいろ御説明は差し上げたんです

が、補正の予算の見込みと比較しまして、患者数としては、入院につき

ましてはおおよそ見込みどおりで、単価が見込みよりも若干上昇してい

るというところでございます。外来につきましては、見込みにつきまし

ては、見込みよりも５人減っておりまして、単価につきましても５２円

少なくなっているという、こういった状況でございます。 

 

下瀬俊夫委員長  それとベッドの稼働率が分かりましたら。 

 

和氣病院局総務課主幹  稼働率なんですが、当初の時点では１８３人というこ

とで８５.１％になります。決算におきましては１７８人ということで８

２.８％。以上のとおりでございます。 

 

河合病院事業管理者  これは、最初に申しましたように、大変申し訳ない予算

を立てざるを得なかったというのが実際なんですけれども、特例債を借

るとか、あるいは改革プランを遂行するというためには、マイナス予算

を作れなかったという、その辺りにつきましては、２７年度まではどう

ぞ御しんしゃくいただければありがたい。２８年度からはそれはないん
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ですけれども、一応全て終わりましたので。これは本当に今までは大変

申し訳ないと思いながら、目標値という表現を使いながら、非常に、私

たちも本当は、実際厳しいなというふうに思いながらも、これでないと

計算上はマイナスになってしまうので、これが借りられないという事態

になりましたので、病院としての非常事態でありましたのですが、よう

やく本来の姿に戻ってきたというところが率直なところです。 

 

矢田松夫副委員長  今のと関連するんですけど、結局、病院の事業収益そのも

のが、新しい病院になって１年間やってきたと、新しい病院の責任はで

きないんです、事業収入そのものは。であるならば、今度は医者の確保、

医師の数によって、どのようにして事業収益を上げていくのかというこ

となんですが、この１年間の医師数がどのように収益に反映されたのか

という総括はされているんですか。 

 

河合病院事業管理者  医師数も少しずつ伸びているというところですが、今は

まだ、常勤の医師数というよりも、非常勤の医師数は今、玄関に表示し

てあるだけでも５３人は表示してありますし、ここは確かに大学から近

いということもありますので、常勤医というよりも、非常勤医を活用さ

してもらいながら収益を上げているというのが今の実情であります。 

 

岩本信子委員  医業外収益のところで、他会計負担金というのは４,５００万出

ておりますが、これは基準外の繰入れになるんですか。去年の決算より

も、私、随分増えていると思うんですが、これはどうなんでしょうか。

去年は２,９００万ぐらいだったんだけど。 

 

和氣病院局総務課主幹  医業外収益の他会計の負担金につきまして、これが大

変増えておりますのが、企業債の償還金の利息、非常に多額の借入れを

しておりますので、それに伴いまして利息も増えております。その関係

で大幅に増えたということになります。もちろん基準内の繰入金でござ

います。 

 

下瀬俊夫委員長  ちょっと待ってください。１時間半たちましたので、若干休

憩します。後からやってください。５分休憩します。４５分から再開し

ます。 
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午後２時４０分 休憩 

 

午後２時４５分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長  それでは、再開します。 

 

岩本信子委員  今のその下の６番です。長期前受金戻入て書いてあるんですけ

ど、これ、企業会計法が変わって、水道局も多分、前、私質問したのと

同じなんじゃないかなと思うんですけれど、それと、その下、資本費繰

入収益、今までこれ、なかったような気がするんですけど、この度上が

ってきているんですけど、両方の説明お願いできますか。 

 

和氣病院局総務課主幹  長期前受金戻入につきましては、まず、例えば補助金

でありますとか、一般会計からの繰入金等の負担金でありますとか、病

院会計に入ってきたものを、長期前受金、負債の項目にまず計上します。

それで、対象となります例えば医療機器の減価償却の割合に応じて、そ

の受け取った補助金なりそういった繰入金を収益化するということにな

りまして、ここに医業外収益として上がってくるものでございます。資

本費繰入収益につきましては、対象としまして医療機器でございます。

それに対する資本的な収入と支出の中に他会計負担金ということで、企

業債元金の欄がございます。従来はこちらのほうに全て上げておったん

ですが、資本費繰入収益につきましては、その減価償却の年数と、それ

と企業債の償還の年数がほぼ同じもので、その差額がこの収益に対して、

余り差額が重要にならないという場合に、それに対する一般会計からの

繰入金を、一旦、長期前受金に計上することなく、直接収益化するもの

になります。ちょっと分かりにくい説明で申し訳ないんですが、長期前

受金戻入は、長期前受金を減価償却に応じて収益化するもので、資本費

繰入収益は、減価償却の年数と償還の期間がほぼ同じもので、その差額

がこの収支の上で余り大きな影響がないものにつきましては、直接、長

期前受金に上げずに、直接ここの医業外収益というところに上がってく

るものになります。なかなか分かりにくい説明で申し訳ないんですけど。 

 

岩本信子委員  とても分かりにくくて、大体、これとこれ足すと８,０００万、

９,０００万近くあるんです、９,０００万近く。これは医療外の収益だ

から、形とすれば現金が動くわけじゃないと思うんだけど、一切。ただ、

資産の計上、減価償却分ほど、また収益とするためというふうになっと
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るんじゃろうけど、何かこの金額でごまかされてしまうというか、本来

の医業収益、医業の掛かったお金と医業の収益とでそれをきちっと見て

いかんと、こういうのが入れていかれるというようになると、何かちょ

っと、悪い言い方したら、ちょっと決算を増していくっていうか、そう

いう金額に、そういうものになるんじゃないかって思うんだけど、これ

は、もう企業会計で決められておるから、それはそれで法的には問題は

ないんだろうけれど、とは思うんだけど、そういう考え方になりゃせん

ですか、私が言うような。まあ、粉飾決算って言ったらいけないんだけ

ど、そこまではいかんとは思うんですよ。そういうものじゃないとは思

うんだけど、その点がどうなのかなと思って。 

 

下瀬俊夫委員長  明確にしてくれよ、明確に。 

 

和氣病院局総務課主幹  長期前受金戻入につきましては、会計制度の改正によ

りまして必ず上がってくるものでございます。また、資本費繰入収益は、

先ほど、ちょっと私の分かりにくい説明で申し訳なかったんですが、こ

のように取り扱うことができると、きちんと定めてあるものですので、

御懸念のようなことはございません。あと、先ほどの説明で補足をさせ

ていただきます。資本費繰入収益の３,３３２万１,２２２円なんですけ

ど、仮に、資本費繰入収益という形で処理をしない場合、じゃあどうな

るかということを申し上げます。その場合は、企業債の資本的収入のと

ころの他会計負担金の中の企業債元金、こちらの一般会計繰入金に上が

ってくるものになります。こちらにつきまして、先ほど申し上げたよう

に、直接、その年度で直接収益化するので、こちらのほうに、その対象

のものの減価償却見合い分が上がってくるものになります。 

 

岩本信子委員  じゃあ、今までは、その他会計負担金というところに入ってい

た金額がこっちに来たということでいいんですね。 

 

和氣病院局総務課主幹  はい。会計制度の変更前につきましては、そのとおり

でございます。 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか。なければ、不用品売却収益の中身はなんですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  内訳はちょっと手元にないんですが、この中のほとん

どが歯科で取り外した金属とかございますので、そういったものを売却

したものになります。 
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下瀬俊夫委員長  それは患者さんのものじゃないんかね、病院のものになるわ

けかね、取り外したものは。 

 

和氣病院局総務課主幹  病院のほうで処分をしております。 

 

下瀬俊夫委員長  ああ、そうね。それと病院の公舎、利用者は今、何人ですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  今、具体的にはっきりとした人数は、ちょっと手元に

資料を持っていないんですが、公舎のうち、十二、三件ぐらい入居者が

いたと記憶しております。 

 

下瀬俊夫委員長  全体は何戸あるの。 

 

和氣病院局総務課主幹  大体でございますが、２１ぐらいだったと記憶してお

ります。 

 

下瀬俊夫委員長  半分しか入ってないわけね。それはなぜですか。何か理由が

ちゃんとあるんですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  具体的に、はっきりした理由というのはないんですが、

研修、実習生用に空けている部屋もありますし、ほかは、お問合せいた

だくこともあるんですが、最終的には、御入居は別のところでというふ

うなことがございます。それについて、どういった理由というのまでは

確認していない状況です。 

 

下瀬俊夫委員長  公舎のこれは医師住宅ですか、それとも看護師等も入ってい

るんですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  医師のみでなく、看護職、医療技術職も入居しており

ます。 

 

下瀬俊夫委員長  そうですか。いいですか、ほかに。その他の医業収益の４で

す、医業相談収益、ドック収入がありますよね。これは、人間ドックの

ことだろうと思うんですが、年間の実績は分かりますか。 

 

山根病院局医事課長  平成２７年度の人間ドックということで、２階にござい

ます健診センターでの件数です。２７年度は１,３５０件で、前年度比１
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８％増となっております。 

 

下瀬俊夫委員長  １,３５０件。このドックは基本的に宿泊込みですか、それと

も日帰りドックですか。 

 

山根病院局医事課長  日帰りです。 

 

下瀬俊夫委員長  日帰りですね。ほかにありますか。いいですか。なければ、

２１ページ、２２ページ。 

 

岩本信子委員  給与費のところなんですが、これでお医者さんが数は増えてい

るんですか。ちょっと見ますと、去年の決算から比べると、この給与費

のところの医師から事務までの方々の７億４,０００万というところが、

何か去年より低くなっています。それで、下の予算のところの今度の時

間外、医師手当からのところは、去年よりぐっと上がっているんですけ

ど、これに対して、この医師の数との関係というのはどうなんですか。

この決算じゃ去年より少なくなっているんですけど、看護師とかの人数

です、お知らせください。 

 

和氣病院局総務課主幹  医師につきましては、２７年の６月からの眼科の医師

が増えているんですが、実は透析センターのセンター長につきまして、

２６年度で定年退職されまして、引き続き嘱託職員として雇用をしてお

るわけなんですが、その部分は賃金の中に入っております。そういった

関係で、医師の給料の部分につきましては、前年より低いということに

なっているかと思います。 

 

岩本信子委員  さっき言いましたように、何か時間外手当がかなり増えている

んじゃないかなとは、先ほど言われたんですけれど、これによってお医

者さんの、先生の過労というとおかしいと思いますが、重労働というか

超過的な体の負担という部分はいかがでしょうか、大丈夫でしょうか。 

 

和氣病院局総務課主幹  時間外手当が増加したことにつきまして、大きな理由

は、やはり手術件数の増加があろうかと思います。手術につきましては、

午後から始まるわけなんですが、これは遅い時間まで手術が行われるこ

とがございまして、その関係で時間外手当が増加しているということに

なろうかと思います。健康につきましては、皆さん、過重労働とかそう

いうところまでは行ってないだろうと、私どもでは考えております。 
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岩本信子委員  この給与費が医業収益３６億１,７００万で見ますと大体５

７％なんです、この給与費っていうのが。この数字をどう見るかってい

うことなんですけれど、この給与費が、この全体の医療費の中の。ちょ

っとその辺をどう考えていらっしゃるのか、この５７％を、どのように

捉えていらっしゃるかお聞きしたいんですけど。 

 

和氣病院局総務課主幹  ５０％台の前半ぐらいにおさめることができるのが理

想だというふうに考えておりまして、今、若干高いかなと思っておりま

す。 

 

岩本信子委員  じゃあ、次の材料費のところですが、この材料費も、ちょっと

計算しましたら２１％ということになっておりますが、この辺も、どう

捉えていらっしゃるか、お考えかお聞きしたいと思います。 

 

和氣病院局総務課主幹  材料費につきましては、入院とか外来の収益と連動し

て増えてくるものですので、どのぐらいのところが一番いいかというこ

とになりますと、確かに少ないほうがよろしいんじゃないかと思います

けど、ちょっと具体的に、今、このぐらいというところは、はっきりし

たものはございません。 

 

矢田松夫副委員長  ２２ページですが、委託料であります。委託先はそこに職

種はそこに書いてありますが、これ全部、入札でやられたということで

いいんですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  委託先につきまして、清掃業務が入札で選定しており

ます。清掃につきましては、２６年度に入札を実施いたしました。 

 

矢田松夫副委員長  清掃以外は入札をしない理由ちゅうのはあるんですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  それ以外の業務につきまして、単純に金額が低いから

いいかどうかというところもございまして、プロポーザルとかそういっ

た形で業者の選定をしております。 

 

矢田松夫副委員長  警備もそうですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  警備につきましては、設備管理と合わせて公募型のプ

ロポーザルということで業者を選定しております。 
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下瀬俊夫委員長  何件あったの。 

 

和氣病院局総務課主幹  応募は１件でございます。 

 

下瀬俊夫委員長  それは機械警備と、いわゆるその他の機械の保守と合わせて

病院の警備を請け負ったわけね。だから、そういうことが全体的にでき

る業者が結局１社しかなかったということですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  私どもで条件を示して公募をした結果、応募があった

のが１社だったということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長  いや、だから、本来であれば、警備は警備だけ分離してやる

でしょう。そうやなしに、今、言ったように、機械の点検、保守含めて

警備を合わせて全体をやってくれということでの公募じゃなかったんで

すか。 

 

和氣病院局総務課主幹  そうです。清掃以外の警備であります設備管理、あと

は消防機器の管理、あとはエレベーターの管理、こういったものを総合

して仕様を示して募集したものでございます。 

 

矢田松夫副委員長  今のことも質問しようと思いますけど、機械と警備とセッ

トでしなくてはいけない理由ちゅうのは何ですか。特殊な理由ちゅうの

は。 

 

和氣病院局総務課主幹  今の市民病院につきましては、いろいろな最新の設備

が入っておりまして、それをばらばらに管理するよりも一体的に管理し

たほうが効率がよいと考えております。 

 

下瀬俊夫委員長  いやいや、今の話は違うやろ。病院の警備と機器、医療機器

等の点検、保守と分離ができないのかという話をしているわけでしょう。 

 

和氣病院局総務課主幹  これにつきましては、分離で発注するよりも一体的に

発注したほうが有利であると考えております。と申しますのが、警備に

つきましては、いろんな情報が警備に集まってまいります。例えば病院

の中の温度が高い、低いとか、そういったことからいろんなことが入っ

てまいります。そういった中で、全体的に効率よく回していこうとしま

した場合に、やはり、それは１社にまとめて、きちんと業者に責任を果
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たしていただくには１社にまとめて発注したほうが有利であると考えま

した。 

 

矢田松夫副委員長  警備の会社からいうと、警備だけに入札を掛けることによ

って、随分単価が安くなるという話も聞くんですが、そういう経費面か

ら考えたことないんですか。今、セキュリティーとかいろんな業務の点

検とか、そのセットで考えられますけど、全体の仕事、経費の関係でい

うと分離発注することが安くなるということの視点はないんですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  分離発注で安くなるという認識はございません。 

 

下瀬俊夫委員長  この業務別の委託料について一覧表を出してください。 

 

和氣病院局総務課主幹  今の御質問は、この委託料のということでございます

か。 

 

下瀬俊夫委員長  契約金額だよ。これは契約金額の合計やろ。 

 

和氣病院局総務課主幹  そうです。ただ、この中には検査とか医療機器の保守

といったものも入っておりますが、それらを全てということでよろしい

んでしょうか。 

 

下瀬俊夫委員長  この医療機器の保守と警備が合わさっとるんじゃないんかね、

違うんかね、 

 

和氣病院局総務課主幹  医療機器の保守につきましては、それぞれの業者に、

それぞれの、やはりメーカーを通してお願いをしないとできないもので

すので、それにつきましては当然別のものになります。検査につきまし

ても、それぞれの検査を行う業者がございますので、これについては、

当然別の契約となっております。 

 

下瀬俊夫委員長  そしたら、今の病理検査と医療機器保守以外のとこで、これ、

今、警備、清掃、給食業務、基準寝具、ボイラー、この件で委託料が分

かれば。それぞれの業者別に出せますか。 

 

和氣病院局総務課主幹  今、こちらに資料は手持ちでは持っておりません。 
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下瀬俊夫委員長  後からでもいいです。 

 

和氣病院局総務課主幹  はい。 

 

下瀬俊夫委員長  いや、結局、この警備を請け負っている業者が、建設業者の

やっぱり子会社だということもあるんで、そこら辺がなぜそうなったの

かという問題もあるわけです。だから、ちょっとここら辺はきちんとや

っぱり資料も出していただきたいと思います。 

 

矢田松夫副委員長  もう１回聞きますが、分離発注するよりはセットで発注し

たほうが安くつくということでいいんですね。 

 

和氣病院局総務課主幹  単純に金額だけというわけではなくて、先ほども申し

ましたけど、全体的なものを考えた上での結果でございます。 

 

矢田松夫副委員長  その全体的なものの考え方の理由を言うてください。こう

こうこうだから分離発注しませんよと、こういう利便性がありますよと。

今、お金の問題じゃないちゅうんでしょ、利便性の問題でしょ。セキュ

リティーの問題でしょ、病院総体の。じゃあ、具体的に出してください、

この次でいいですから。 

 

下瀬俊夫委員長  いい。じゃあ、出せるわけね。 

 

和氣病院局総務課主幹  はい。 

 

下瀬俊夫委員長  はい、わかりました。ほかに。どうぞ。 

 

岩本信子委員  ちょっと細かいんですけれど、２２ページのところの手数料っ

ていうのがあるんですが、これは一体どのようなものを計上されている

のかお聞きできたらと思います。 

 

和氣病院局総務課主幹  手数料の中には、例えばコピー機のコピーチャージ料

や胎盤の処理料、県証紙、カードの支払いをされる方がいらっしゃるん

ですけど、そういったものの手数料などがございます。 

 

岩本信子委員  カードっていうのはクレジットですか。 
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和氣病院局総務課主幹  今、入院につきましてはカードでのお支払いも受け付

けておりますので、そちらのクレジットカードの手数料でございます。 

 

下瀬俊夫委員長  それは入院だけですか、外来はカードは対応しないの。 

 

和氣病院局総務課主幹  はい。現状では入院のみとなっております。 

 

岩本信子委員  結局、前の去年よりも決算書見ると、ちょっと増えているわけ

です、２００万ぐらい。というのは、やはりクレジットカードでお支払

いになる方が多いということ、だんだん増えているということなんです

か。それと、さっきコピーのチャージって言われたんですけど、普通、

コピーのチャージってよく分からないんですけど、コピーなんかだった

らリース料とかそういうのに入るんじゃないかなと思うんですけど。ち

ょっと済いません、そのクレジットカードが増えているのかどうかとい

うことと、コピーのチャージということについて説明してください。 

 

和氣病院局総務課主幹  コピーのチャージ料につきましては、コピーした枚数

によって掛かってくる料金のことになります。それと、申し訳ありませ

ん。カードの手数料の増減につきましては、今、申し訳ありません、手

元に資料がございませんのでお答えはいたしかねます。 

 

矢田松夫副委員長  給与費ですけれど、その予算書と決算書で若干差異がある

んですけれど、例えば看護師給与が随分減っているんです。反面、賃金

が増えているんです。というのは、正規の看護師が来ないので、結局、

嘱託とか臨時とか非常勤とか、そういった賃金のほうに回したと、人を

増やしたと。そしてその結果、賃金が増えたということに解釈していい

んですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  看護師給与につきましては、当初の段階では育児休業

の職員につきまして、全て給料を予算で計上しております。ただ実際に、

やはり育児休業を継続、皆さんされますので、育児休業された職員の分

は下がってまいります。ただ、育児休業の方がいらっしゃいましたら、

その代わりに臨時職員であったり嘱託職員であったり雇用しますので、

それについては賃金の部分が増加してまいります。 

 

矢田松夫副委員長  今の回答で言いますと、育休の関係でそうなったと言うん

ですが、現実は看護師そのものの総体ちゅうんか、雇用というんですか、
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正規の、難しいんじゃないんです。結局、先ほどの総括表に出ておりま

したけれど、この看護師と医師数によって収入が大幅に変わってくると、

こういうふうに説明があったですよね。そういうところはどうなんです

か。ただ単に育休っていったって、そんな何人って取らんでしょう、育

休は。随分、金額違うんですよ、予算と決算の金額が。 

 

和氣病院局総務課主幹  育児休業につきましては、最近は常時１０人以上が取

得しているような状況がございまして、看護師のうちの１割ぐらいの割

合になってまいります。そうなりますと、どうしても看護師給の部分は、

その分、実績としては低くなってまいります。 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか。事務方で、今、民間に委託しているよね。これ

は委託料ですか、それとも賃金になっているわけですか、どこで出てい

るわけ。 

 

和氣病院局総務課主幹  委託料になります。 

 

下瀬俊夫委員長  委託料ね。これは１５番やね。これは、そのほかになるわけ。 

 

和氣病院局総務課主幹  はい。ほかに入ります。 

 

下瀬俊夫委員長  今、何名配置されているんですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  外来の窓口や総合受付、あと医事課の中に人員がおり

ますが、申し訳ありませんが具体的な人数は、私、把握はしていないん

ですが。 

 

下瀬俊夫委員長  じゃあ、さっきの資料の中で、これ、会社に委託しているん

よね。民間企業ね。だから、それも合わせて委託料で出してください。 

ほかにありますか。 

 

小野泰委員  光熱水費なんですが、これ、かなり落ちているんです。これは当

初からの省エネの影響といいますか、その効果が出たということでよろ

しいんですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  これにつきましては、先ほどの御説明でも申し上げま

したけれども、省エネの効果もございますし、あと、実は２６年度につ
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きましては、旧病院と新病院が同時に稼働していた時期がございますの

で、その関係で電気代とか二重に掛かっていた時期がございますので、

それに比べると、当然、２７年度につきましては下がってくるというこ

とになります。 

 

小野泰委員  それから、雑支出ってありますね、雑支出。（「消費税」と呼ぶ者

あり）消費税ですか、７,７００万が９,７００万。 

 

下瀬俊夫委員長  いやあ、ちゃんと、答弁は向こうですから。 

 

和氣病院局総務課主幹  雑支出につきましては、例えば薬剤とかあるんですが、

こういったものを仕入れるときには消費税を支払って仕入れております。 

ただ、診療報酬は非課税でございますのでこちらに転嫁することはでき

ませんので、消費税を雑支出という形で費用化して処理をしております。 

 

岩本信子委員  さっきの言おうと思っていたんですけど、結局、光熱水費は１,

０００万下がっているわけですね。去年度は二つ病院が、まだ古い分が

残っていたからって言われたんですけれど、その前が４,２００万ぐらい

だったんですよね。それでも光熱水費はかなり下がっているなとは思う

んです。病院も広くなって、そして下がっているというところなんです

が、これは、大体この想定されていた減っていく金額、多分、幾らぐら

い下がるだろうという想定があったと思うんですけれど、それに沿って

いるかどうかをお聞きしようと思ったんですけど、いかがですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  最近の実績でいきますと、大体予定どおり達成してい

るというところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長  それでは、収益的収支を終わって資本的収支に入ります。あ

りますか。ありませんか。損益計算書、その他のところでありますか。

貸借対照表。全般にありますか、全体的に。 

 

岩本信子委員  先ほど経営戦略室というお話が出ていましたよね。その中で、

この病院の売りっていいましょうか、売りっていうたらおかしいんです

けど、今から患者さんを、やっぱり来てもらわなくちゃいけない、その

点は経営戦略室では、この病院の特徴を生かした売りみたいなものは何

かされていますか。今からホームページアップしたり、いろんなことで

宣伝していかなくちゃいけないっていうんですけれどいかがでしょうか。 
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河合病院事業管理者  幾つかやっていますが、その一つが、後方支援病院とし

て在宅患者の後方支援病院としてやっていくということです。それで、

先ほど三浦委員さんの各診療所を回りつつということは、この後方支援

病院のことを説明しながらお願いして回っているということです。 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか。二、三確認をしたいんですが、介護と医療のネ

ットワークの件です。これは、具体的に話としては、何か協議等は進ん

でいるかどうかというのが一つ気になる。 

 

岡原病院局総務課長  ８月からですか、在宅医療介護連携推進協議会が立ち上

がっておりまして、こちらのほうは、局長がオブザーバーとして、そし

て院長が委員として参加しております。今後は作業部会のほうに、更に

地域医療連携室からと医事課長もですけれども、作業部会にも出ていっ

て、医療と介護の連携というところにも、私どもは市民病院、公立病院

として関わっていきたいというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長  その件に関して、これは今後うちの委員会としても一つの研

究テーマとして、是非具体的に研究をしていきたいなと思っています。 

それから、先ほどのいわゆる入院患者受入れという点で地域連携室があ

るんですが、地域連携室は、いわゆる入院患者を地域に返すというだけ

の話じゃなしに、他の病院からの受入れという問題も連携の中に入るん

じゃないかなと思っているんですが、そこら辺の連携室の考え方なり対

応なりっていうのは、今後、どういうふうに考えておられるんですか。 

 

河合病院事業管理者  要するに連携室が、今、対外的な役割を担ってくれると

いいますか、ですから、中の人は連携室に言っておけば、あるいは連携

室のほうから、いつ紹介の患者さんがあるということも、外からの情報

も言ってくれますし、中からこの人、もうそろそろ福祉の施設のほうは

ないであろうかということで、連携室が仲介に入って、外との役をやっ

ています。それは診療所間でもあり、病院間でもあり、福祉施設間でも

あり、いろいろなところでやっています。今、３人居まして、１人が社

会福祉士、あと２人が看護師であります。 

 

下瀬俊夫委員長  それと、コジェネの問題とも関連をして、ここの委員会の中

でもかなり導入のときから議論になっている問題に、都市ガスなのか、

災害対応ではプロパンのほうが対応できるんではないかというのは、ず

っと議論としてあったんですが、この災害対応という点で、移動等が可
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能なプロパンという線も、かなり議会側からは要請としてはあったんで

すが、基本的には病院側としては、災害対応であれ何であれ都市ガスで

いくと、この基本的な路線は変わらないという点はいいんですか。 

 

和氣病院局総務課主幹  現状としては、現行のとおりでございます。都市ガス

です。 

 

河合病院事業管理者  決してプロパンの有用性を否定するわけではありません。

ただ、病院のメーンとしては、今、ガスでやっています。やはり移動性

という点ではプロパンが有利であるというふうに考えていますので、両

方活用しながらやっていこうというふうに思っています。 

 

下瀬俊夫委員長  それは部内でもそういう方向で、少しは検討されたんでしょ

うか。というのは、都市ガスかプロパンかという議論の中で、病院側の

担当者が、ずっと、やっぱり都市ガスにこだわっていたという印象があ

るんです。だから、プロパンガス協会からのいろんな請願等も基本的に、

否定はされてきたんです。だから、災害対応等で移動等がプロパンのほ

うがしやすいんじゃないかというふうな提案についても、いや、都市ガ

スでいくんだという、どっちかといったらプロパンを否定されるような

話があったんで、今の局長の話はちょっと違うなと思ったんですが、そ

ういう方向では検討されているんですね。 

 

河合病院事業管理者  当初から、決してプロパンを否定しているつもりはなか

ったんですけれども、やはり新病院を全部プロパンでというのはないで

あろうということです。基本的にはガスでいこうということで、プロパ

ンの有用性ということは、災害対応ということになると、それは圧倒的

にプロパンのほうが有利であるということは、もう十分承知しておりま

す。 

 

岩本信子委員  今、災害対応という話が出てきたんですが、危機管理です。今、

不特定多数の人が出入りする病院も、前、福祉施設で大変な事件が起こ

ったりしております。いろんなことが想定されると思うんですけれど、

それに対して、病院がどのような対処をしていくかとか、どのようなあ

れをやっていくかという、そういう管理マニュアルみたいなもの、そう

いうものはどうなんですか、作成されていますか。それとあと、例えば

台風とか、台風じゃなくて火災とか災害とかいうときには、どういう手

順でどういうふうなとかいうふうな訓練なんかも必要ではないかと思う
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んですけど、その点はどうお考えでしょうか。 

 

堀川病院局事務部長  今回、一般質問でもございましたように継続計画につい

ては、もう作成しております。あの計画については新病院が建つ前、２

５年だったと思います、に作成しました。今、実際に建ってみて、自分

たちが使ってみて、やはりいろいろ計画と若干違う部分もございますの

で、今、見直しをやっている最中でございます。これは、いろんな災害

において、そういうような継続計画を作っております。例えば今回、例

を挙げましたら、台風１２号が山口県に上陸するのではないかというよ

うな中で、この金曜日４時から各担当を局長の下に集めまして、災害対

応、要は台風の対応の協議をしたところでございます。やはり机上の計

画もありますが、実際に患者さんがいらっしゃるわけですから、今回は

月曜日に透析をされる患者さんに速やかに連絡して日曜日に受け入れる

というような体制をとりました。災害等についてはケース・バイ・ケー

スですので、やはり訓練だけでは足りないというような中で、そういう

ような会議も行ったところでございます。また、今日経営会議がござい

ます。いろんな情報交換等をやりながら、患者さんの感染症とかの協議

とか、いろんな内容について協議、対応をしておるところでございます。 

 

河合病院事業管理者  ＢＣＰといいますかＨＣＰといいますか、あるいは防災

ということではマニュアルはできています。そういうことは実際やって

いますが、岩本委員さんが言われた、どこまで一般の人を入れるか入れ

ないかとか、ちょっとその辺りは、多分どこの病院も非常に悩ましいと

ころではないかと思うんです。今は、各エレベーターの出口とかいろん

なところにテレビは付けているんですけれども、そうはいってもテレビ

だけでは対応できないので、でも、余り厳密にしてしまうと、見舞いの

人も入れられないということにもなりますし、ちょっとそこら辺りの妥

当性がどうかなというところで、そこは、いつも悩ましいところであり

ます。 

 

下瀬俊夫委員長  ほかにありますか。最後に一つお聞きしたいんですが、あさ

ひ保育園です。今の入園者と、入園の数が増えると委託料も増えていく

のかどうなのか。ちょっとそこら辺が分かれば教えてください。 

 

和氣病院局総務課主幹  入園児数につきましては、９月現在１９人、一般保育

をお受けしております。今月途中から、もう１人増えて、今月のうちに

全部で２０人となる予定です。先ほど申し上げました１９人のうち、市
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民病院の職員の子どもさんが８人、他の医療機関の子どもさんが１１人

となっております。人数が増えますと、当然、保育士が増えてまいりま

すので、委託料がそれに応じて増加することになります。 

 

河合病院事業管理者  あそこの保育園のキャパシティは４０人まで可能なんで

すが、定員が一応２５名ですので、定員を維持するか、あるいはどうす

るかを、今後、そろそろ悩ましいですが、その辺りも検討しなければな

らないかなという時点に、ようやく来たというところであります。 

 

下瀬俊夫委員長  ２４時間は週１回ですか。（「週１回です」と呼ぶ者あり）週

１回ですね。分かりました。 

  

矢田松夫副委員長  今の件、局長の判断で定員の増減ができるというふうにな

っていますので、どんどん増やしたほうがいいんじゃないですか。 

 

河合病院事業管理者  これは、やはり保育士さんの数にもよるので、やはり、

その辺りをよく相談しながらやらなければならない。これまでは、何と

か増えてくれないかなと思っていましたが、そろそろ定員をどうするか

を考える時期に来たなという、それが近づいたなというふうに思い始め

ているというとこです。 

 

石田清廉委員  質問というよりも意見といいますか。病院の中に、いわゆる病

院改革検討委員会たるものがあるわけです。もちろん、この存在の目的

は言うまでもございませんけれども、さまざまな病院の経営課題に取り

組むということで設置されておると思いますが、見ますと、年に１回開

催というふうに書いてございます。ずっと、今日一日聞いておりますと、

未処理欠損金の縮減とかあるいは未収金の対策とか、経営に対する合理

化、効率化を進めなきゃならない課題がたくさんあります。医師あるい

は看護師の確保等も、そういう課題がいろいろあるという現状の中で、

年１回開催することによってという、そういう報告が書かれております

が、その辺りはどのようにお考えなんですか。 

 

河合病院事業管理者  それは非常にごもっともであると思っております。でき

ればと思うんですが、年に１回というのは改革プランの成果をきちんと

外部の人にも説明して、それを公表するというのが年１回ですから、毎

月２回、それに向かってどうするかを経営会議やそのほかの会議の中で、

内部ではやっているというところで、外部の人に来てもらって、外部の
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人にきちんと説明できるのが年に１回というところであります。 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか。なければ、議案第７１号の質疑を打ち切りたい

と思います。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、議案第７

１号平成２７年度山陽小野田市病院事業決算認定について討論のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

（石田清廉委員退場） 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか。それでは、病院事業決算認定について認定に賛

成の議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長  全会一致であります。 

 

（石田清廉委員入場） 

 

下瀬俊夫委員長 引き続いて、この月間報告について、とりあえず報告だけ受

けます。質疑は今日はやめますので説明してください。 

 

藤本病院局総務課主査兼経理係長 それでは定例報告をさせていただきます。 

今回は、平成２８年５月から７月までの３か月間分の内容となっており

ます。まず、患者数の動向のほうですが、まず５月であります。１ペー

ジ目、２８年度の患者数の動向、２８年度５月分を御覧ください。入院

患者数が５,２２５人、１日平均で１６８.５人、稼働率は７８.４％で平

均在院日数は１５.１日となっております。外来患者数は８,０２８人で、

１日平均が４２２.５人となっております。医業収益については、入院が

１億８,７５９万５,０００円、外来が７,３６１万３,０００円となって

おります。費用については職員給与が１億３,００１万５,０００円、材

料費が５,６３９万２,０００円、経費ほかが５,８２１万７,０００円と

いうふうになっております。次に６月であります。入院患者数につきま

しては５,４８３人、１日平均で１８２.８人、病床稼働率は８５％で平

均在院日数は１５.３日、外来患者数は８,２８１人で、１日平均が３７

６.４人となっております。医業収益につきましては、入院が１億８,５

７７万２,０００円、外来が７,２５４万８,０００円となっております。

費用については職員給与費が１億９,２９９万円、材料費が６,８２６万
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１,０００円、経費ほかが４,９７６万１,０００円というふうになってお

ります。最後に７月であります。３ページ目を御覧ください。入院患者

数につきましては５,４８０人、１日平均で１７６.８人、病床の稼働率

は８２.２％で平均在院日数は１５.７日となっております。外来患者数

につきましては８,１８６人で、１日平均が４０９.３人となっておりま

す。医業収益につきましては入院が１億８,１８３万２,０００円で、外

来が７,４４０万５,０００円となっております。費用につきましては職

員給与費が１億３,３０３万、材料費が６,２６２万６,０００円、経費ほ

かが４,８８８万５,０００円となっております。平成２８年７月までの

累計の状況ですが、入院患者数で前年比１％ほど増加しておりますが、

外来患者数で前年比８.４％の減少となっております。特に外来患者が減

っている理由としましては、先ほど、局長も申しましたが、外来患者の

薬剤費の節約傾向等から薬の長期投与、２週間から９０日が増え、その

ため受診回数が減少しているということが上げられます。収益につきま

しては入院、外来合わせて、前年比０.６％の減少となっています。費用

につきましては前年比４.１％の増加というふうになっております。それ

では４ページ目をお開きください。これは３か月間の資金繰り表でござ

います。まず５月の収入でございますが、主なものには過年度未収金が

ございます。これは前回の当委員会でも御説明しましたように、社会保

険診療報酬や国民健康保険連合会からの診療報酬は２か月遅れで入金さ

れるため、これは平成２８年３月、いわゆる過年度分の診療報酬が保険

者から入金されたものでございます。ですから仕分け上、過年度未収金

というところに整理されます。その証拠に６月以降は、これらの収入が

現年度分である医業収益欄にシフトしておりますので、過年度未収金欄

は審査保留分など一部を残すのみで、数字が激減していることでお分か

りになると思います。支出につきましては５月の物件費が４月に比べ大

幅に増加しておりますが、４月の物件費の支払いのほとんどは過年度の

未払い金に含まれるものでございまして、５月からは一部、過年度未払

い金を残し、現年度予算で物件費を支払うため増加したものでございま

す。続きまして６月、収入の主なものといたしましては５月のところで

御説明しましたように、医業収益が主な収入源であります。また、預か

り金の欄が増加いたしましたのは６月には賞与がございまして、その賞

与の支給に伴う所得税や共済掛金などを預り金で一時的に処理すること

による増加が原因であります。支出については賞与の支払いに伴い人件

費が増加していることと、あと、賞与の支払いのために一時借入金とし

て、今年初めて７,０００万円を借り入れました。また、その他の欄が増

加しているのは平成２７年度の病院治療に係る消費税の申告納税分９１
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７万２,４００円を支払ったためであります。続きまして７月です。７月

の収入の主なものは医業収益であります。先月に比べ、やや増加しまし

たが、支出については事業量の増加に伴い、時間外等の人件費がやや増

えた以外は、例月に比べ特に大きな動きはありませんでした。一時借入

金の月末残は６月と同額の７,０００万円となっております。以上で患者

数の動向、資金繰りについての説明を終わります。 

 

岡原病院局総務課長  それでは私から市民病院の経営会議、７月、８月の開催

状況について報告をいたします。資料の５ページを御覧ください。まず

訂正です。申し訳ありません。主な協議内容のところで、在宅医療後方

支援病院と書いてありますけれども、これは在宅療養、医療ではなくて

療養が正しい言葉になります。申し訳ありません。在宅療養後方支援病

院の取組については、これまで検討、協議を継続しておりましたが、協

力病院となる山口労災病院、宇部興産中央病院、山大附属病院の了承を

いただきましたので、これより先は標ぼうに関わる事務手続を進めてい

くこととしました。次に病床稼働率の推移については経営会議ごとに直

近の状況が報告されているところですが、定期報告にも記載しましたと

おり、ほぼ横ばいの状況です。病床稼働率向上につながる紹介率の向上、

また病院の評判に大きな影響がある看護師の接遇向上にも努めていくこ

ととしています。地域包括ケア病棟の再検討につきましては現時点では

導入を見送っているものでありますが、今後の動向を注視しながら、導

入の可能性を再度考察してはどうかと提案されており、継続して協議し

ていく予定です。次に在宅医療介護連携推進協議会への参加とこれに伴

う関係機関との連携強化については、先月発足した協議会に院長が委員

として参加することになり、在宅医療における当院の役割を果たすとと

もに、医療関係者、福祉関係者との協力関係を構築する機会と捉えて、

作業部会への参加など協力していくこととしました。次に認定看護師資

格取得等を活用については、７月に１名が感染管理の認定審査に合格し、

感染対策業務に従事できるようになりました。今後も、他の分野でも認

定資格が取れるよう、患者サービスの向上、ひいては収益アップにつな

がる人材育成に努めることといたしました。最後に時間外勤務削減の取

組ですが、安全安心な医療、看護の提供のため、現在の業務のあり方を

検証し、効率的な仕事の進め方を考えるとともに、職員の健康保持にも

努めることといたしました。８月までの経営会議の開催概要は以上のと

おりです。 

 

河合病院事業管理者 まだまとまっていないんですけど、だんだんまとまりつ
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つあるのが災害拠点病院の件なんです。これに向かって、今、まとめて

いこうかということで検討中であります。 

 

岩本信子委員  先ほどから、この動向のところを見ておりましたら、１日平均、

予算書では、大体１８０人、実際に可能な数字を上げるということで、

予算、２８年度立てられています。その中で、今、ずっとこの月間報告

書を見て、その１８０に達しているところもあるんだけど達してないと

ころのほうが多いような気がするんですけど、この点すごく、やっぱり

心配するんですけど、どう捉えられるのかなと思って。大体、平均的な

ところで１８０ぐらいのところでいかないと難しいのではないかと思う

んですけどいかがでしょうか。 

 

下瀬俊夫委員長  質疑はやめっちゃ。改めてやるから。御質疑はあると思いま

すが、これはまた別の機会に改めてやりたいということで、あと時間の

関係がありますんで、今日はこれで病院関係は終わりたいと思います。

どうもお疲れでした。４時から介護保険やります。 

 

 

午後３時５０分 休憩 

 

午後４時    再開 

 

 

下瀬俊夫委員長  委員会を再開いたします。 

 

河合健康福祉部長 議案第６４号における審議の中での執行部の答弁の補足並

びにおわびを申し上げます。議案第６４号国保特別会計決算審議の中で、

吉永委員より平成２７年３月の委員会におきまして、当時の国保年金課

長が国のジェネリック薬品の利用目標値が６０％であるという発言があ

ったという件でございますが、この件につきましては、吉永委員の言わ

れることに間違いはございません。平成２７年６月３０日の閣議決定に

おきまして、後発医療品に係る数量シェアの目標値につきましては、平

成２９年度中に７０％以上にするとともに、平成３２年度末までのなる

べく早い時期に８０％以上とするという、新たな数量シェア目標が定め

られたところでございます。したがいまして、平成２７年３月の時点で

は、国の目標値は６０％でありましたので、当時の国保年金課長の申し

たことに誤りはなく、吉永委員の言われたことにも間違いはございませ
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んでした。午前中の審議の中で正しておくべきところを怠りまして、吉

永委員に御迷惑を掛けましたことを、厚くおわび申し上げます。以上で

す。 

 

下瀬俊夫委員長  それでは、ただいまより議案第６５号平成２７年度山陽小野

田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について議題といたします。 

それでは執行部の説明を求めたいと思います。 

 

吉岡高齢福祉課長  議案第６５号平成２７年度介護保険特別会計歳入歳出決算

認定でございます。介護保険は、介護保険事業計画に基づき事業を進め

ております。その計画は、現状に沿った計画となるように３年ごとに見

直しを行い、保険料などの改定を行っております。平成２７年度は、第

６期事業計画の初年度に当たり、保険給付費につきましては、要介護認

定者の増加によるサービス料の増加などを勘案して給付費を算定してお

ります。また、地域支援事業による介護予防や要支援者を対象にした予

防給付を予算に組み入れております。それでは決算について、前年度決

算と大きく異なる費目を中心に御説明させていただきます。まず、歳出

から説明させていただきます。３４８、３４９ページをお開きください。 

１款１項１目一般管理費は、介護保険係の職員の給料や職員手当等の人

件費でございます。１３節委託料のシステム開発委託料７１１万４,５０

０円は、平成２７年度介護保険制度改正における一定以上所得者の利用

者負担及び高額介護サービス費の限度額などの変更に伴うシステム改修

委託料です。２項１目賦課徴収費は、第１号被保険者の保険料の賦課徴

収に必要な納付書や督促状の印刷代や郵送料でございます。３項１目認

定審査会費１節報酬８２４万４,７５２円は、介護認定審査会の審査委員

報酬で、平成２７年度は１１７回開催しております。認定者数は、前年

度の３,６９２人から３,７８２人に増加いたしました。続いて、３５０、

３５１ページをお開きください。２目認定調査等費は、認定調査に掛か

る経費で主治医意見書の作成手数料や介護認定調査委託料です。保険給

付費に移ります。２款１項１目介護サービス諸費は、要介護１から要介

護５と認定された方が利用する介護給付費です。認定者数は、前年の２,

７３５人から２,８３２人に増加をしております。サービス別では、居宅

介護サービス費が、前年度に比べて１億４,３１１万９,９７７円増加し、

２０億３,９２５万８,９２２円となりました。次に、施設介護サービス

給付費が９,１８４万１,５１８円の減額で、１６億８,２１８万４,３２

８円となっております。居宅介護サービス計画給付費、いわゆるケアプ

ラン作成費は、前年度に比べて１,２２７万７,７９７円増加し、２億１,
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１９６万７円となりました。地域密着型介護サービス給付費は、前年度

とほぼ同額で推移しております。２項介護予防サービス等諸費は、要支

援１、２の認定を受けた方が受けるサービスです。その中で、介護予防

サービス給付費は、前年に比べ１,４７８万４,６０２円減額となり、１

億９,９４１万２,０８８円となりました。続きまして、３５２、３５３

ページをお開きください。４項高額介護サービス給付費は、利用者負担

額が一定の限度額を超えた場合に支給される給付費です。前年度に比べ

６３５万１,６３２円増の９,８８８万７,０７４円となりました。５項高

額医療合算介護サービス給付費は、医療費と介護給付費の自己負担額を

合算した額が一定の限度額を超えた場合に、介護給付の割合に応じて支

給されるものです。前年度に比べ２７１万９,６２０円増の１,６５５万

６,１４３円となりました。６項特定入所者介護サービス等費は、低所得

者に対する介護保険３施設及び短期入所における食事、居住費の補足給

付費です。前年度と比べてほぼ同額となりました。３款１項１目二次予

防事業費は、６５歳以上の要介護認定を受けていない高齢者の中から対

象者を把握し、介護予防ケアプランに基づき、その心身の状況に応じた

予防事業を実施し、要支援、要介護状態に移行することを予防する事業

です。前年度と比べて、ほぼ同額となっております。３５４、３５５ペ

ージをお開きください。２目一次予防事業費は、６５歳以上の全ての高

齢者が対象で、介護予防の普及、啓発と地域における自発的な介護予防

活動の推進や人材育成、住民通いの場の普及などを行うものです。前年

と比べて、ほぼ同額となっております。２項１目総合相談事業費は、支

援が必要な高齢者や要介護状態になる可能性の高い高齢者の実態を把握

し、必要な支援につなげるために行うものであり、市内５か所の地域包

括支援センターサブセンターに委託をしております。これも、前年と比

べて、ほぼ同額となっております。２項２目任意事業費は、介護者に対

する支援や介護給付費適正化事業、成年後見制度の活用促進、権利擁護

事業や配食サービス、安心ナースホン事業、紙おむつ購入助成などの事

業を行うものです。前年度に比べ３３１万１,９７０円増となり、２,４

８９万８,０４７円となりました。３５６、３５７ページをお開きくださ

い。３目介護予防ケアマネジメント事業費は、要支援１、２の方や二次

予防事業対象者が、その支援の状況や環境に応じて介護予防事業が適切

に提供されるよう、ケアプランの作成やモニタリングを実施、評価する

事業です。ここの人件費は、地域包括支援センター職員のものになりま

す。前年度に比べて９７２万８,５４４円増となり、９,２８４万５,４６

０円となりました。３５８、３５９ページをお開きください。４款１項

１目基金積立金は、介護給付費準備基金への積立金で、５,４８１万１,
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８３２円となりました。歳入の計画による取り崩しも併せて、基金残高

は３億６,６６６万７４円となっております。続きまして、３６０、３６

１ページをお開きください。５款１項３目償還金は、介護給付、地域支

援に係る国、県、支払基金の前年度交付金の精算になります。続いて、

歳入を御説明いたします。３４０、３４１ページをお開きください。１

款介護保険料は、６５歳以上の第１号被保険者の保険料です。収納率は

現年度分が特別徴収と普通徴収を合わせて、前年度の９８.８７％から９

８.８９％、過年度分が２０.０７％から２２.１０％、全体で９７.２８％

から９７.４４％と伸びております。３款国庫支出金は、介護サービス給

付費の国の負担金で、負担割合は施設介護サービス費が１５％、在宅介

護サービス費が２０％です。現年度分については、２,０３６万８,０７

９円増の９億９,６９７万８,３６８円となっております。２項国庫補助

金の１目調整交付金は８８８万７,０００円の減額となり、２億９,６０

８万４,０００円となっております。２目地域支援事業交付金、介護予防

事業は前年とほぼ同額、３目地域支援事業交付金、包括的支援事業、任

意事業は前年と比べ４５５万５,５７０円の増額で、３,２４４万９,１５

３円となりました。３４２、３４３ページをお開きください。４款１項

１目介護給付費交付金は、介護サービス給付金の第２号被保険者の保険

料に当たる部分です。負担割合は、平成２６年度は介護給付費全体の２

９％でしたが、平成２７年度は２８％となりました。率の変更により、

平成２７年度は３,３５０万６,０００円減の１４億９,８７７万３,００

０円となっております。５款１項１目介護給付費県負担金は、介護サー

ビス給付費の県の負担金で、負担割合は、施設介護サービスが１７.５％、

在宅介護サービスが１２.５％です。現年度分については、１,４２６万

３,０００円増の７億８,９０６万２,０００円となっております。３４４、

３４５ページをお開きください。７款１項１目介護給付費繰入金は、介

護サービス給付費の市の負担金です。負担割合は、介護サービス給付費

の１２.５％になります。前年度に比べて９２６万３,８７０円増加し、

６億７,０６７万２,６１４円となりました。２目地域支援事業費繰入金

は、地域支援事業の市負担分で、介護予防事業が１２.５％、包括的支援

事業、任意事業が１９.５％です。３目その他一般会計繰入金は、国の補

助対象とならない事務費と地域支援事業の交付対象以外の人件費の繰入

れとなります。４目低所得者保険料軽減繰入金は、第１号被保険者の介

護保険料について、給付費の５割の公費負担とは別枠で公費を投入し、

低所得の高齢者の保険料の軽減を強化するものです。具体的には、保険

料の段階区分のうち、第１段階に属する高齢者に対し、基準額に対する

率を０.５から０.４５に引き下げるものです。２項１目介護給付費準備
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基金繰入金は、計画に基づき基金を取り崩すものです。３４６、３４７

ページをお開きください。９款３項２目雑入の新予防給付居宅介護支援

費は、地域包括支援センターで作成する介護予防プランの介護報酬でご

ざいます。前年度から１８３万４,８８０円増加して、３,１２３万４０

円となりました。以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

 

下瀬俊夫委員長  それでは３４８ページ、歳出から行きます。 

 

吉永美子委員  介護認定審査会についてお聞きいたします。当初予算では１３

０回を予定されての予算として、審査会の回数です。出してこられたと

思っているんですが、実際に１１７回ということで、しかしながら認定

される方は増えているというこの実態についてお知らせください。回数

は少ないけど認定者は増えているということについて。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  この審査会の審査する件数ですけれども、

通常３０件というふうな形で運営を行っているところでございます。し

かしながら、当然、この３０件に満たない場合もございます。２５件と

か、そういった場合があるんですけれども、その限度の３０件により近

い数で実施が、平成２７年度はできたという中で回数が減少でき、そし

て予算も縮小できたというふうに捉えております。 

 

吉永美子委員  そうなると、当然ながらその介護認定については、少しでも早

く認定されるものであればしてもらいたいというのが、その御本人のお

気持ちだと思うんですけれども、３０件に満たなくてもやるけれど、３

０件だけど２５件等でもやると。たまたま、いわゆる３０件というか、

多くて１１７回で済んで１３回程度は少なくて済んだということですが、

ということで解釈すれば、要は、期間としては決して長くはなっていな

い、いわゆる認定されるまでの間の話です。その辺については、極力早

くしていただきたいということを考えると、予定の１３０回とかってい

うことに持っていくっていうことに意味はないんですか。その回数が多

ければ、素人考えですよ、回数が多ければ、何曜日とか決めておられる

のは知っていますけども、その回数を増やすことによって認定される、

いわゆる日数が短くなるとかいう、そういった制度的なことは全くない

んでしょうか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  制度的なものということで、まず申請か
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ら認定結果がおりるまでの期間、おおむね１か月をめどに結果を出すよ

うになっています。ただ現状で、主治医意見書等の資料が集まらない場

合は、それを超える場合がございます。より早くということですけれど

も、当然、私どもそういう形で対応しているんですが、このより早くと

いう対象者が新規での申請、そして状態が悪化されて、例えば要介護１

の状態の方が認定期間途中ではあるんですけれども、具合が悪くなって

介護度を上げてほしいというような、区分変更申請というんですけれど

も、こういった方々については非常に急ぎます。したがいまして、こう

いう方々については早急な対応で、今現在も随時行っておりまして、場

合によっては先ほど３０件というふうなことで申し上げましたけれども、

審査会の審査件数ですね、場合によっては審査委員さんに御了承いただ

く中で３１件あるいは３２件、審査していただく場合もございます。逆

に更新、介護認定は１年あるいは２年の認定期間があるんですけれども、

この更新については、２か月前から更新申請ができるわけでございます。

こういった方々で早く更新申請をされた方については、割と期間がござ

います。こういう方々については、そういう急ぐ方と調整をさせていた

だきながら、この審査会の運用にも調整をさせていただいて行っている

ところでございます。 

 

矢田松夫副委員長  となると、この不用額がこういう金額上がっていますのは、

審査委員が欠席をして報酬を支払わなかったんじゃなくて、回数が減っ

たからこういうふうに不用額が出たんですよという説明でいいんですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  大きくは、今、矢田副委員長さんがおっ

しゃられたように、この審査会の回数が減少したものによるものです。

しかしながら、当然、審査会を実施するに当たりまして、医師等も審査

会の委員さんにいらっしゃるんですけれども、緊急オペとか急きょ欠席

といったケースがございますので、こういった場合については、当然、

審査会の委員報酬はありませんので、その部分はこの不用額の中に、一

部含まれております。 

 

下瀬俊夫委員長  ほかに、いいですか。じゃあ、３５０、３５１。 

 

岩本信子委員  ３５１ページの介護サービスの諸費のところで、負担金補助及

び交付金ということで、施設介護サービス給付が減額になったという先

ほど説明を受けたんですが、これは、何かその理由があるんですか。減

額になったっていうのが。 
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河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  この施設介護サービス費で大きく減額に

なっておりますのが介護老人保健施設、通称老健です。ここの部分が大

きく減少しております。この理由というのが、なかなか難しいんですが、

市内の１事業所ほど極端に減っていたので確認をしたんですけれども、

平成２７年度におきまして、費目からすると介護サービス費の居宅介護

サービス費の中に含まれるんですけれども、特定施設入所者生活介護と

いう施設ができております。こちらが４０床の病床数があるんですけれ

ども、ここにこの老健に入っておられる方々が、かなり移動されたとい

うことを聞いております。件数からいたしますと、この老健で減少して、

２６年度と２７年度を比較いたしまして１７９件、これ年間の件数です

から、実際の人数からすると、これを１２で割って、約１０人程度であ

ろうと思いますけれども、この方々が、ほぼこの特定施設入所者生活介

護のほうに行かれたという中で、まだ、新たになかなか増員ができてい

ないということで、これだけの減少が出ているというふうに聞いていま

す。 

 

岩本信子委員  老健なんかは、結構、待機されている方が多いとか聞くんです

けれど、それだけ別なところに移られて、そしてそれが埋まらないとい

う減少が起こっているわけなんですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  老健につきましては、比較的、３か月以

上は居ることができないということで回転が早いんですけれども、当然、

待機者は居るんですけれども、特養ほどではないという状況であります。

当然、一定の医療的なものが必要ということもありますので、すぐさま

入るというところではありませんので、若干別の施設に移られたら時差

といいますか、間が空いてしまうケースが出てしまうということでござ

います。 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか、ほかに。それでは、３５２、３５３、いいです

か。 

 

吉永美子委員  金額的には少ないんですけれどお聞きしたんですが、先ほどこ

の地域支援事業費ということで、要は６５歳以上で要介護認定を受けて

いない人ということで、要は要介護状態に陥りやすい人を対象にされて

いるんですよね、二次予防ということで。そんな中で要は栄養に関する

ことということでの講師を呼んでということ予定されていたと思うんで

すけど、講師謝礼って８万円をもともとは予算化されていたけれど、こ
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れで見るとゼロですよね。だから、一番下に報償費ってあるでしょ。８

万円がゼロになってますでしょ、予定されていたのが、だから当初の予

算のときには多分栄養に関することでの講師を呼ぶように聞いたって私

思っているんですけど、なぜ、そういう大事なことですよね。栄養とい

う部分では、なぜ、執行されなかったというのを聞かせてください。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  こちらの報償費につきまし

ては、二次予防事業の中で低栄養の方に対して、個別に訪問指導を行う

という形の謝礼金を準備させていただきました。これに関しましては、

低栄養の方４名ぐらいということで見込んで予算を計上しましたが、実

際には１名の方の利用しかなかったというところになります。この１名

の方の謝金に関してですが、実を申しますと今年度最初ごろに部内のほ

うで、部内で連携がとれる事業については、連携をしていくべきではな

いかという考えの下、健康増進課の管理栄養士さんにこの事業をお手伝

いいただくことで、ここの報償費がゼロ円というふうになっております。

事業は実施しておりますが費用が掛かっていないということです。 

 

吉永美子委員  じゃあ、この要は栄養をきちっと取っていただくっていうのは、

とっても健康維持していただくためには、介護状態に入らないようにす

るためには大切なことなので、今後も保健師さんと連携をしてそういう

要介護状態に陥りやすい人を対象とした、この二次予防事業については

低栄養という部分についての指導はきちんと今後行っていただくという

認識を持ってよろしいということですね。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  はい、そのとおりでござい

ます。 

 

岩本信子委員  ちょっと単純なことなんですけれど、結局６５歳以上の人で認

定を受けてない人、次には６５歳以上の人で全て対象というのがあるん

ですけど、これをどういうふうにして把握されるんですか。例えば人数

とか、人数なんて把握できないような気がするんですけど、申請か何か

があってそしてされるとか、そういうふうなことなんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  二次予防事業の対象者に関

しましては、基本チェックリストというものを用いております。この基

本チェックリストをチェックしていくことで、ある一定の箇所に何個以

上付けば二次予防事業の対象者というのが自然に分かるようになってお
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ります。そこで二次予防事業対象者、若干虚弱と思われる方に対して栄

養改善だとか運動機能の向上に向けた事業をお勧めするという形になっ

ております。 

 

岩本信子委員  それで、その基本チェックリストを受ける人が６５歳以上の人

が全員受けるわけじゃないんでしょ、ただ、だから申請というか、だか

ら対象者をどういうふうにして、そのチェックリストを受ける人をどの

ようにして集めるの。集めるというか把握するの。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  平成２５年度までは実を申

しますと、６５歳以上で認定を受けてらっしゃらない方全員に郵送とい

う形で基本チェックリストを実施しておりました。しかし数年そのやり

方を続けておりましたが、その後の事業に結び付かないということで、

平成２６年度から方法を変えまして、私どもが例えば訪問だとか、健康

教室だとか講座だとかそういったものに出向いたときに積極的にこの基

本チェックリストを受けていただいて、対面式でチェックをする中でそ

の場で必要な方に事業を受けてはどうかというふうに勧めるやり方に変

えております。ちょっと長々となってしまいましたが、どういうふうに

把握しているかと申しますと、そういうふうな各種事業を利用して基本

チェックリストを取らせていただいているというところになります。 

 

岩本信子委員  各種事業でいろんな人、この人はという人をチェックリストに

入れていくんでしょうけど、本人からの申請とかいうのはあるんですか。

例えば、自分はちょっと弱いから何か介護のこういうふうな二次予防と

かありませんかとか、そういう申請、本人からの申請みたいものは。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  申請という形はございませ

んが、例えば相談を受ける中で何らかデイサービスだとかそういったも

のを利用したいというような相談を受ける中で、この二次予防事業が適

しているんではないかという方に関しては、積極的に基本チェックリス

トを勧めて事業につなげるようにしております。 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか、ほかにいいですか。それでは、３５４、３５５。

ない。３５４の３目総合事業費清算金ってあるよね、これは新規に始ま

る総合事業とは違うもんですか。 

 

吉岡高齢福祉課長  これはいわゆる今度から始まります総合事業とは別のもの
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でございます。内容につきましては、平成２７年度から始まったもので

ございますけれども、住所地特例の対象者の方が施設に入所した後、所

在している市町村が提供するいわゆる地域支援事業、これを利用した場

合にまた元の市町村に精算金として支出するものということになってお

ります。 

 

下瀬俊夫委員長  これ名称変わるの、そしたら。総合事業というのが別個に始

まるでしょう。同じことになっちゃうよね、名称としては。だけど総合

事業始まるでしょう。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  名称が変わるといいますか、

もう既に総合事業を開始している市町村というのがございます。保険者

が例えば山陽小野田市で、ちょっと待ってくださいね。ごちゃごちゃに

なっていましたけど、結局は総合事業を利用した方の費用を清算すると

いう形になりますので、名称としては恐らくこの名称。 

 

下瀬俊夫委員長  そうすると、宇部なんかから越して来た人なんかが対象にな

るわけ。反対。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  うちの方が宇部に行かれて

という形になると思います。 

 

吉岡高齢福祉課長  申し訳ございません。先ほどの私の説明が最初ちょっと間

違っておりましたので大変申し訳ございません。 

 

下瀬俊夫委員長  どの分かいね。 

 

吉岡高齢福祉課長  いわゆる総合事業に関するものということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長  どんな説明したんかいね。違うって言うたんかいね、分かり

ました。 

 

岩本信子委員  ちょっと具体的な面だけお聞きしたいんですけど、一次予防の

事業費のところに生活管理短期入居者事業委託料というのがありますよ

ね。これは一次予防事業の中でどういう人たちがこういったことを利用

するんですか、ちょっと６５歳以上全ての人を対象になっているので、

何か例がありましたらちょっと具体的に教えていただけないでしょうか。 
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古谷高齢福祉課高齢福祉係長  山陽小野田市内に住まれる６５歳以上で、日常

生活を営むのに支障があると認められる者が、一時的に養護が必要とな

った場合に、原則７日間を限度とし養護老人ホームに短期で入所をして

いただくというものです。 

 

岩本信子委員  だから要支援１とか２とか、そんなのが全然なくても入れるっ

て、必要だっていうことが入れるってことですかね、そういうふうに理

解していいんですかね。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長  こちらがですね、先ほどの説明で介護保険制度

による要介護者及び要支援者を除いて、その方が緊急の場合に７日間以

内でという形で。 

 

岩本信子委員  これの場合は例えば使う場合は相談なんか行って、そういう緊

急なときがどうしても７日以内かちょっと必要だなということで使える

ということですかね。それでいいんですかね。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長  そうです。 

 

下瀬俊夫委員長  これはだから、認定から外れている人が対象よね。これは一

時預かりとは基本的に関係ないんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  一時預かりと申しますのは

日中だけという。 

 

下瀬俊夫委員長  いやいや、７日間と書いてあるから。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  あくまでもショートステイ

ですので、例えばその方の理由によって１泊の方もいらっしゃれば、５

泊の方もいらっしゃる。短期間の泊まりという位置付けでございます。 

 

吉永美子委員  一次予防の事業ということで、今始まっている百歳体操がここ

のところになるんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  百歳体操は一次予防事業に

なります。 
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吉永美子委員  これに力を入れていかれるというふうに認識しているんですけ

ども、どういうふうに、今、発展をしていられるかお聞きします。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  百歳体操に関しましては、

平成２８年８月末現在で、現在２３か所を開始しておられます。 

 

吉永美子委員  では、直接この決算と少し離れてしまうけど、要はその一次予

防ということなのでお聞きしますが、これは頑張っておられて、今、２

３か所までなっているんですけども、どこまでを目標にしていくってお

考えですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  年間に１２か所ずつ程度を

増やしていきたいというふうに考えております。最終的には６５歳以上

の方の１割の方がこの事業に参加しているというような状態にしたいと

いうふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか。なければ、３５６、３５７。 

 

矢田松夫副委員長  ３５６の３目のマネジメント事業ですが、これは先ほど言

われた地域包括支援センターの決算ですよね。そこで電話相談、来庁、

家庭訪問とありますが、その他でありますが、その他というのは何です

か、その他、いわゆる業務の内容ですよね。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  相談実績のその他というこ

とでよろしいですか。 

 

矢田松夫副委員長  そうですね、はい。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  例えば文書によるやりとり

だとか、あと例えば最近であればメールで家族とやりとりをさせていた

だいたりだとか、そういうふうなものがここに当ってきます。 

 

矢田松夫副委員長  １か月に８人弱の相談事例ですが、これは相談というんか

ね。マンツーマンみたいな形なんですけど、地域の交流とかそういうこ

とはされないんですかね。そこまで仕事は大変だということで来庁、来

た人に相談するという、あるいは家庭行って相談するでしょう。ですが、

地域の支援というんが、地域でみんなが交流するとかそういうことはさ
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れないんですかね、包括支援センターの中では。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  地域に出向いてとなると、

どちらかと言うと介護予防事業だとか出前講座だとか、そういったこと

で出向くことのほうが多いです。ただ、そういうふうな場で相談があれ

ばもちろん受けてきております。また、民生委員さんの部会にも毎月出

させていただいておりますので、そういうふうなところで民生委員さん

を介しての相談等も受けるようにしております。 

 

吉永美子委員  多分、平成２７年に新規に介護予防サポーター養成講座を立ち

上げるというふうに予算のとき御説明があったように思うんですけど、

この実績の４５ページの介護予防応援隊養成講座このことになりますか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  そのとおりでございます。 

 

吉永美子委員  これもまたやはり目標持ってこれから進めて行かれると思うん

ですけど、初級４回、中級１回、応援隊登録１８人ということでこれを

今後どのように展開していかれるお気持ちなのかお聞かせください。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  まず介護予防応援隊に関し

ましては、人数目標としてはある程度、年間３０名だとかというのは立

てておりますが、私どもの思いとしましては動ける応援隊員さんをじっ

くりと作っていきたいというところがございます。実際にこの度、昨年

度１８名の応援隊員さん、ちょっと予定よりは少なかったんですが全員

実際に活動をしていただいているところです。将来的にはまだちょっと

しっかりとは構想ができ上がっておりませんが、介護支援ボランティア

だとかそういうふうなものと一緒に考えていけるようなものが作れると

いいんではないかというような構想だけは抱いております。 

 

吉永美子委員  構想を持っていかれることは大変いいですし、最初からがちっ

と決める必要もない部分ももちろん出てきますから、どんどん展開いろ

いろこうしたらいいっていうふうにしていかれていいと思うんですけど

も、その応援隊登録１８人は、今、活動されているっておっしゃったけ

ど、どのような活動をされているんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  例えばですけれども、先ほ

ど住民運営通いの場で百歳体操を普及啓発している。これのファシリテ
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ーター。それと同じ通いの場で脳いきいきクラブという認知症予防の継

続型のものがあります。これのファシリテーター役、それだとか地域で

単発で認知症予防について講義をしてほしいという依頼が入ったときに、

音読の実技をしていただいたり、先般行いました認知症普及啓発イベン

トで音読の実技をお手伝いしていただいたり、こういったことを主に行

っていただいております。 

 

吉永美子委員  この応援隊になりたい人に年齢制限ってございます。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  特に設けておりません。 

 

岩本信子委員  介護予防のマネジメント事業費のところですが、ここの中で電

話相談、来庁相談、家庭訪問、その他っていろいろ相談があるんですが、

この相談についてほとんど、全部で１万７,９２９件あるようなんですが、

これだけの件数の相談がほとんど解決されたって言ったらおかしいんで

すけれど、相談を受けていい方向に皆行ったのかどうかっていう、まだ

まだ未解決の部分が何人かまだいらっしゃるとか、何％ぐらいは未解決

ですとかそういうふうなところはいかがでしょうか。この相談について

は。 

 

下瀬俊夫委員長  そういうのは統計とっているの。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  解決したかどうかという回

答になりませんが、この件数の中には現在要支援１、２の方でプランを

担当している方の対応件数も入っております。その方々というのはもう

サービスを利用される限りは継続して関わらないとサービスが利用でき

ませんので、その方々が解決したかどうかとなると非常にちょっと評価

がしづらい面があるかというふうには考えます。ただ、統計的にはとっ

ておりませんが、解決しないまま相談を終えるということはございませ

ん。実際に継続中も、例えば虐待だとかそういう困難ケースに関しては、

かなり継続して関わっているようなケースも何件かございます。 

 

下瀬俊夫委員長  そういう相談の中で深刻なもんね。今、言われた虐待という

高齢者虐待がやっぱりあるわけですよね。そこら辺の具体的なフォロー、

例えば件数というどうなんかとか、どういうふうな解決があったのかと

か、それをやっぱり僕は一定の統計的なもんがいるんじゃないかなと思

うんですが、全くないよね。部内では何かそういう資料はあるんですか。 
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尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  県に提出している資料がご

ざいます。また、課の中では毎年どういうふうな通報があって、実際虐

待認定した方が何件あって、どのように対応していったというものは全

て残しております。整理をして残しております。 

 

下瀬俊夫委員長  基本的には解決しているんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  基本的には解決しておりま

すが、現在進行中のケースもございます。 

 

下瀬俊夫委員長  ほかに、１３節の配食サービスと友愛訪問ですよね。これ新

年度から廃止を検討しているという項目に入っています。配食サービス

実績で見ると日常支援型で、ＪＡで９１人対象になっています。友愛訪

問は４８クラブなんですが、特に配食サービスを廃止するとどうなるの

かと、介護保険から外した場合にできることは民間でみたいな話がちょ

っと報告としてありましたよね。これじゃあ介護保険外したら一体どう

いう格好になるのかという、ちょっとそこら辺が分かれば教えてくださ

い。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  先日方向性というお話で廃

止も含めて検討ということはお伝えさせていただきました。ただ、その

後もちょっと関係機関等と協議をまだ継続して行っており、現段階では

当面存続をさせるという方向性を、ただ、今後これを介護保険というよ

りは総合事業の中で残そうとした場合に、総合事業の場合にはやはり対

象者が要支援１、２と基本チェックリストで該当した方だけが対象とな

りますので、そうなると現在の利用者全てをという形になりません。そ

このところを今どのようにして行くかというのを協議しているところで

ございます。 

  

下瀬俊夫委員長  だからこれがね、任意事業としてやっているんだけど、総合

事業が継続されるんだったら、まあいいんだけど、じゃあ総合事業に乗

らない人はどういう格好になるんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  それを現在協議していると

ころでございます。 

 

下瀬俊夫委員長  協議と言ったって大体分かるでしょう。 
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尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  一つの方法として、任意事

業の中で残すという方法とそれとその方の状態によって民間もございま

すので、どちらが適しているかという辺りを吟味しながら、何らかの形

でのフォローは確実に行っていく予定にしております。 

 

下瀬俊夫委員長  これ以前、廃止という方向を打ち出したよね。廃止になった

場合どうなるんですか。ちょっと僕もう少し意味が分からなくて、結局

この９１人基本的には廃止という方向だったんであれですが、この９１

人についてはもう基本的に介護保険から外れて民間の契約で配食サービ

スを続けるということになるわけですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  廃止の方向を検討している

段階で、一応市内で弁当を届けていただける業者がどの程度あって、そ

れがお幾らぐらいで、例えば何回ぐらいの対応ができるかというのは全

て調べさせていただきました。漏れはあるかもしれませんけれども、そ

れで現在把握しているところだけで１４事業所もこの配食サービスを行

っておられ、しかも金額が、高いところももちろんございますが、意外

と安めというところもございます。それで、現在行っている配食だけで

なく、この民間の利用も含め逆に民間に見守り機能がお願いできればそ

ういう方向性もあるんではないかということで検討をしていたというと

ころです。 

 

下瀬俊夫委員長  この配食サービス１食で幾らの計算なんかね、これ。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  利用者負担に関しましては、

３段階に分かれておりますので、３５０円、４５０円、５５０円となり

ます。それぞれの委託料が今度逆になりまして、５５０円、４５０円、

３５０円という形になっております。１食当たり９００円ですね。 

 

下瀬俊夫委員長  そうすると何ですか。民間だったらもっと安いよね。結局そ

ういう点で介護保険から外しても大丈夫だということなんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  利用者負担の額だけを考え

れば同程度の額で民間でも提供できるんではないかというふうに考えた

ことは事実です。ただ、若干方向転換をしております。 

 

下瀬俊夫委員長  その方向転換の理由分かりますか。いや、この間まで廃止を
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するかもしれないって、かもしれないけどね。だけど、廃止の方向で検

討中という報告があったわけで、それをやめたっていう理由は何ですか。 

 

吉岡高齢福祉課長  前回の所管事務調査のときに御説明させていただきました

が、そのときは廃止ありきということではなくて。お配りした資料につ

いても、説明のほうについても廃止を含めて検討しているということで

ございました。その後、関係各課あるいは課内で協議する中で、やはり、

今、委託している事業所等のこともございます。この時期になっており

ますので、もし、廃止をするのであれば、やはりもっと早く協議をして

いくべきであろうということもありましたので、来年度につきましては、

ちょっと方向転換をいたしまして、とりあえずはこのままで行こうかと

いう形で今考えておるところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長  結局、所管事務調査のときに報告があったわけですが、この

件については部内でもいろんな異論があったというふうに聞いています

よね。結局、そういうまだ調整がつかん段階で一応委員会に報告したと

いうふうに受けとっていいですか。 

 

吉岡高齢福祉課長  部内で検討中ということで御報告させていただいたところ

でございます。 

 

下瀬俊夫委員長  それと友愛訪問については、社協の見守り隊で代行できると、

これはこの路線で行くんですか。 

 

吉岡高齢福祉課長  特にこの事業でやっていただくということは、今のところ

想定はしておりませんけども、今後、総合事業の中でこれに変わるよう

な見守りについて考えていきたいというふうに思っています。 

 

下瀬俊夫委員長  それは新年度からですか。 

 

吉岡高齢福祉課長  新年度すぐということは、ちょっとお約束できませんが、

早急に対応していきたいと思っております。 

 

下瀬俊夫委員長  それと、安心ナースホンですよね、これは機能しよるんです

か。年間の実績が分かっていたら教えてください。ちょっと済みません、

延長しますんで何時までとは言いませんが延長します。 
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古谷高齢福祉課高齢福祉係長  安心相談ナースホンにつきましては、こちらに

書いてある年間実数３２１台というのが、やめられた方も全て入ってい

る数字でして、２７年度の３月末はこちらが２７２台、今、お配りして

いるんですが、その中で機能というのが安心相談ナースホンというもの

自体の緊急通報の機器を貸与して専門性知識を有するオペレーターに２

４時間体制で連絡可能になるというシステムで、平成２７年度につきま

しては、緊急通報が４３件、利用者からの相談等も５２５件、緊急通報

４３件のうち救急搬送につながった件数が２８件、御家族等による搬送

３件、様態が落ち着く等で搬送に至らなかったものが１２件、これはち

ょっと一般質問のほうでも出ているんですが、こういった形で効果のほ

うはあるというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長  それでね、何と言うかちょっと言葉の問題についてはどうの

こうのっていう意見があるんですが、いわゆる孤独死の問題がこの間何

件かあって、それがほとんどこの通報システムを持っていなかったとい

う方が亡くなった後発見されたという方が何件かありますよね。これは

基本的に申請ですか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長  こちらが、広報や民生委員さんを通してこうい

ったのがありますよという御紹介をしていただいて、申請をしていただ

いているという形でしております。 

 

下瀬俊夫委員長  だからね、今のようにその本来その機能が本当に生かされる

かどうかというのはなかなか難しいんだけど、本来であれば緊急のとき

に、これを活用してもらうというのが一番なんだけど、実際、そういう

何件か発見されたという問題もあって、これどうしたらいいか、いわゆ

る見守りの問題ですよね。今度、一般質問があるかもしれんけど、そう

いう問題との関連付けというのは、これできるのかできんのかっていう、

何かそこら辺のことは研究されていますか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  それは安心ナースホンを絡

めてということで。 

 

下瀬俊夫委員長  はい。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  直接すぐ安心ナースホンと

いう形にはならないかもしれませんが、先日、社会福祉協議会と、どう
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しちょるネットだとか、そういうふうなものを含めての見守り体制につ

いて、一緒に勉強会というか協議をさせていただきました。その中でど

うしちょるネットの限界点としても、自治会長さん民生委員、福祉委員

さんが気になると思っていらっしゃっても、どうしちょるネットに登録

するのを拒否される方がいらっしゃる。そこら辺の対応というのが本当

は要るけれどもできていない現状があるというお話があって、今後、そ

ういうふうな他者から見て何らかの見守りが必要だけれども、本人が拒

否される方の対応をどうしていこうか、この辺を包括と一緒に協議して

いこうという話をさせていただいております。そういうふうな方に例え

ばうちのほうから出向いて行って、せめてこういう安心ナースホンとか

があるので、設置をされませんかというふうに勧めて行くようなことは

可能ではないかというふうに考えております。 

 

吉永美子委員  毎回この緊急通報安心ナースホンについて聞かせていただいて

いるんですけど、２７年度の予算のときにお聞きしたときに、そのとき

が２８９台ってたしか答えられたと思っていて、入院されたり亡くなら

れたりとかしていて、減ったりするという状況をお聞かせいただきまし

た。そうすると、また更に現実には今年３月末で２７２台ですかね、更

に減っているということですよね。だから、私が申し上げたいのは例え

ばこういうのがあるけれど、私は要らないよと言っておられるか、その

制度に自体にきちんと周知が、御本人が知らないっていうことはないか

ということの心配なんです。先ほど言われた結局いろんな方が網を掛け

ていくのが必要だと思っていて、民生委員さんが行ったりされるってあ

るけれど、民生委員さんが必ず聞いて回れますよね。おひとり暮らしの

方とか、そういうときの調査票の下でもいいので、要はナースホンにつ

いて調査をしたら本人に言ったけれど要らないと言われたとか、何て言

うんですかね、何かそういう戻すものがないでしょうか。いつも減るこ

とはあっても増えることがないということを考えると、今、申し上げた

本人に言うたけど要らないって言われているのか、それか知らないとい

う。そこの見極めが何かすごくできないんです。ですので、民生委員さ

んが聞いたけれど要らないと言われましたっていう答えを入れるとか、

そういうようなこととか。それとか、先ほど言われた低栄養の人の所に

保健師さんが行ったりする、そういうようなときにも報告書みたいなの

があって、これについてはナースホンはこう言われたとか何かそういう

ような、きちんとこの少なくとも該当すべきであろう特にひとり暮らし

でしょ、特に。二人暮らしとかであっても家族がいても日中家族がいな

い人も該当ですよね、うちの場合たしか前聞いたら、でしょ。それぐら
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い幅は広いので多いはずですよ対象が、なのに何でこんなにいつも少な

いんだろうと思っていて、その周知徹底というところというのがまだま

だ抜けているんじゃないかなと、私ずっと思っていますので、その具体

策をきちんとやっぱり練っていただいて、いっぱい網を掛けてほしいな

と思っています。よろしくお願いします。御答弁をお願いします。どう

ぞ。 

 

吉岡高齢福祉課長  今、吉永議員が言われましたように、民生委員さんに回っ

ていただくときには、特に独居世帯等回っていただくときがございます。

そういったときにもそういったチェックとか、こういった話して実際本

人にはお知らせしたけれど、本人要らないからそういったものをちょっ

と検討させていただいて、そういったものを取り入れていけるようにし

ていきたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長  これ予算措置の関係で台数そのものが、かなり限定的なんで

すか。例えば、これ、今、３２１台となっているけど、大体３２１台が

限界でそれ以上は増やしちゃいけませんとか、そんなことはないよね。

だからね問題はこの安心ナースホンを今の独居なんかのお年寄り対策と

して、どういうふうに位置付けるかっていうのがきちんとないと、やっ

ぱり減っていっても、これあんまり深刻に考えないというか、やっぱり

逆にどんどん増やしていこうという方向でこの問題の位置付けがないと、

なかなかこれ僕は意識的にやっていかないと増えないんじゃないかと思

っているんよね。そういう点での位置付けがちょっと弱いんじゃないか

な。 

 

吉岡高齢福祉課長  この安心ナースホンにつきましては、大変有効なツールだ

というふうに思っております。御指摘のとおり広報が足らないというこ

とも、これまでございましたので、その辺力を入れさせていただいて、

先ほど御意見いただいた手法につきましても、含めまして今後さらに利

用が促進していただけるように努めてまいりたいと考えております。 

 

下瀬俊夫委員長  もっと方針がいるんじゃないかな、例えば５００台にしよう

とか、やっぱりそういう点での予算措置も含めて考えたほうがいいんじ

ゃないですかね。ほかにありますか。いいですか。今の二次事業の中で

成年後見人の問題がありますよね、市長申立てで件数としては年間４件

となっていますが、成年後見人そのものの申請というか申込みは何件ぐ

らいあるんですか。 
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尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  成年後見の申立て件数が何

件かと。 

 

下瀬俊夫委員長  はい。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  それに関しては、申立て先

が裁判所になります。 

 

下瀬俊夫委員長  裁判所からこっちへ来るわけか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  いや、そうではなくて、申

立てというのは全て裁判所に行います。通常は親族の方が申立てを行う

んですけれども、例えば親族がいらっしゃらない、ほかに申立てを行う

方がいらっしゃらない場合に、市長が代わりに申立てをする。それを私

たちが行うというものです。ですから、申立て件数ということになると、

かなり多いと思いますが、市長申立てという手法で申し立てた件数が４

件という形になります。 

 

下瀬俊夫委員長  いや、今の世の中例えばひとり暮らしで、あるいは認知症で

となったときに、ちょっとこの４件っていうのは少ないような気がする

んですけど、やっぱこんなもんですか毎年。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長  市長申立てに関しては、こ

れでも微増していると感じております。例えばですけど、先ほど申しま

したように身内がいらっしゃる方は原則身内が申し立てるのが筋だと思

っております。また、例えば軽度認知症でまだ在宅生活がかつがつ成り

立つぐらいの方であれば、この成年後見ではなく社会福祉協議会が行わ

れている権利擁護事業、こちらのほうを勧めて利用していただくことも

結構多いです。 

 

下瀬俊夫委員長  いいですか、ほかにありますか。いいですか。なければ３５

８、３５９。基金は、今、現在高は分かりますか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  ３億６,６６６万７４円です。 

 

下瀬俊夫委員長  ３６０、３６１。いいですか。それでは、歳出を終わって歳

入に入ります。滞納はいいですか。介護保険の滞納状況ですが、件数分
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かりますか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  ２７年度の末において４２３件ございま

す。 

 

岩本信子委員  金額は幾らありますか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  ２７年度の滞納繰越の調定となりますの

で、２,３８６万１,２６６円になります。 

 

下瀬俊夫委員長  これは普通徴収ですか、皆基本的に。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  特別徴収は１００％になりますので、全

て普通徴収になります。 

 

岩本信子委員  今、４２３件のうち普通徴収で２,３８６万ということでしたが、

このたびの不納欠損を見ますと４８５万６,０００円あるわけですよね、

不納欠損が。それで今のこの２,３８６万が今度不納欠損になってくる割

合というのが、考えたら４分の１ぐらいが不納欠損になる可能性がある

のかなと思ったりするんですけど、その辺はどうなんですか。普通徴収

で、今、残っている部分の回収される見込みっていうのは、どのぐらい

思ってらっしゃるのでしょうか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  この滞納額をというのは、当然遅れなが

らでも納めていただいている方の額も入っておりますので、完全なる滞

納の金額ではございません。完全なる滞納ということで残ってしまうの

が滞納繰越額になると思うんですが、年々高齢者増加に伴ってこの介護

保険の第１号被保険者も増えてまいります。そうしますと、当然その介

護保険料の調定も上がっていき、また、必然的と言ったら申し訳ないん

ですが滞納額も増えてくるというところでありまして、今、滞納繰越額

につきましても、できる限り現状維持では頑張ってまいりたいとは思っ

ております。 

 

岩本信子委員  じゃあ、この決算書の３４１ページに５２７万３,８４０円とい

う滞納繰越額があるんですが、これが不納欠損になる可能性がある金額

だっていうことで理解していいんですか。 
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下瀬俊夫委員長  これ収入済額。 

 

矢田松夫副委員長  ４２３件あるんですが、これ利用時にペナルティが掛かっ

たという件数というのは、やっぱりあるんですかね、このうち滞納によ

ってですよ。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  介護保険制度上、介護保険サービスを利

用する場合、負担割合を変更するとか償還で支払っていただくとかそう

いった制度がございますが、本市におきましては、現在そういった取扱

いは行っておりません。サービスを受けておられる方で滞納者はいらっ

しゃるのはいらっしゃいますが、いずれの方も遅れながらでもお支払い

をしていただいておりますので、そういったペナルティは課しておりま

せん。 

  

下瀬俊夫委員長  結局滞納者であっても、利用制限はしないということですね。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  現在のところ先ほど申し上げましたよう

に、遅れながらでも納めていただいておりますので、そこまでは課して

おりません。 

 

岩本信子委員  それでしたら、先ほどの不納欠損の額の４８５万６,０６８円の

この滞納の件数というのは何件あるんですか。不納欠損額が４８５万６,

０００円出ているでしょ、決算に、これに対する件数ですね。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  ２０１人が対象となっております。 

 

岩本信子委員  このできるだけ不納欠損も少なくしなくちゃいけないし、滞納

も少なくしなくちゃいけないんですが、それに対する何か努力とかそう

いうふうなことは何かされていますか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  介護保険は６５歳以上の方全てに納めて

いただくという制度でありますので、現実なかなか収入の少ないあるい

は無収入の方の納付というというのは、なかなか困難な状況であります。

しかしながら当然全ての方に納めていただくという制度でありますので、

そういった方々についても、納付勧奨等は行っております。この滞納繰

越を少なくするというところで、やはり納付が可能である方について、

積極的に納付の勧奨を行っているというのが今後の大きな課題と言いま
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すか、今、現在もそういうふうな形で行っておりますけれども、滞納繰

越額を減少する策だというふうに思っております。 

 

岩本信子委員  先ほど言われましたように、今、滞納されているのが４２３件

あって、今、不納欠損が２０１人出ていると、半分が不納欠損になって

いるわけですよね、件数から言うと、そうするとそれに対して勧奨、納

付していただくように勧奨を行っているだけぐらいのことでいいんでし

ょうかっていうことなんですよね。もうちょっと何か積極的に、半分が

結局納められなくて不納欠損になった２０１人の方は、逆に言ったら何

て言うんかな、ラッキーという感じになるのかなと。そういうふうな感

覚を持ってもらっちゃ困るんですが、何とかこちらのほうで徴収してい

くという努力ですよね、勧奨だけじゃなくて、ただ納めてくださいって

言うだけじゃなくて必要じゃないかと思うんですけど、その辺はどうお

考えですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  この滞納者につきましては、特別徴収の

方々は１００％でいらっしゃいませんので、普通徴収の方々が対象とな

ってきます。普通徴収の対象者というのが年金の年額が１８万円以下の

方、それから年金を何らかの担保にしておられる方、それに加えて６５

歳になられたばかりの方、それから転入転出等異動のあった方、それか

ら年度途中で所得構成、修正の確定申告等を行って介護保険料が変わっ

た方、こういった方々が特別徴収から普通徴収に変わるという形になっ

てきてしまいます。先ほども申し上げましたように、要は６５歳になら

れた方々、あるいは修正申告をされた方々については比較的納付の能力

があるという方が結構いらっしゃいます。そして短期、いつかの時点で

半年、長い方で１年ぐらい期間が掛かってしまいますけれども、特別徴

収が始まるまでの短期の期間が滞納になるというケースが多いので、こ

ういった方々にいかに納付をしていただくかによって、この普通徴収の

滞納額が減ってくるというふうに考えておりますので、ここの部分を徹

底的に重視して徴収事務を行っていきたいというふうに思っております。 

 

岩本信子委員  分かるんですよ、今のおっしゃることは、でも、具体的にどう

いうふうなことをしていくっていうのが見えてこないんです、おっしゃ

ることが。それが聞きたいわけです。もうこういうことします、ああい

うことしますって言ってやるのか、徴収事務を行って勧奨を促しますじ

ゃあ誰だって言えらあね、できるし。 
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下瀬俊夫委員長  だから、どねいせえちゅうんか。 

 

岩本信子委員  だから具体的に何か策がありませんかっていうことです。考え

てはないですかということです。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長  具体的な策といいますと、どこの課も行

っておりますけれども、介護保険のほうも悪質といいますか、なかなか

お願いしても納めていただけない方については差押え等も行っておりま

す。それ以外には分納誓約等を結ぶ中で、その納付計画を策定し、順次

納めていただくという対策をとっているところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長  ほかにいいですか、歳入全般行きますがいいですか、じゃあ

介護保険決算全般にある方、いいですか。それでは質疑を打ち切ります。

議案第６５号について討論のある方、いいですか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）なしと認めます。 

 

（石田清廉委員退場） 

 

下瀬俊夫委員長 議案第６５号平成２７年度山陽小野田市介護保険特別会計歳

入歳出決算認定について認定をされる議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長  全会一致。 

 

（石田清廉委員入場） 

 

下瀬俊夫委員長 以上で、介護保険の議案は終わります。 

 

（執行部退場） 

 

下瀬俊夫委員長 それでは引き続いて３件ほど皆さんに相談があります。一つ

は相談というよりも決定事項であります。閉会中の委員会の所管事務調

査について、お手元に配布をしております。これ以外にあるかないかと

いうことですね。先ほどの病院の経営会議の中で、協議内容が書いてあ

りますよね。この中で幾つか項目の中に入っていない部分があるんです。

４点目ですね。在宅医療介護連携推進協議会への参加とこれに伴う連携
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強化というのがあるんですが、在宅医療と介護の連携というネットワー

クを作るという問題について、委員会として研究をする必要があるので

はないかと思っている。地域包括ケア病棟というのは地域医療に関する

ことなので、これはこれでいいんですが。この部分がいるかなと思って

おります。在宅医療介護連携というのを項目に新しく入れるということ

でよろしければ、この問題を今後、一つの研究テーマにしたいがいいで

すか。医療と介護のネットワーク作りですね。いいですか。これは採決

が要りますので、閉会中の継続調査事項について賛成の議員の挙手を求

めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。２点目は先般の子育て支援のことで皆

さんから御意見いただきました。一応まとめましたので目を通していた

だきたいと思います。これは広報広聴からうちの委員会に振られたので、

この前の意見をまとめたんですね。各項目に沿ってまとめてみたんです。

この内容で今後研究していくとか、この委員会で担当していくというこ

とであれば、この項目にしたがって閉会中に審査をやっていくというこ

とであります。これ以外でもしあればその他のところでやりますが、と

りあえずこういうふうにまとめたということについて御了解いただきた

いと思います。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）もう１点です。先

般皆さんのほうに御連絡しましたが、今日の委員会で行政視察について

具体的にテーマと研修先についてあれば出していただきたいというふう

にしておりました。一応、こちらのほうで研究テーマについて介護と医

療のネットワークを作っている、総合事業でやっている行政がいくつか

ありました。在宅医療と介護の連携推進事業ということでやっていると

ころがいくつかありましたので、これについて実は先方に問合せをしま

した。一つは埼玉県和光市ですね。それから千葉県の柏市です。この２

件に問合せをしたら、毎月１回しか受け入れないということでした。和

光市と柏市に関して言えば１０月の４日と５日しか受け入れないと、向

こうから指定されてきたんです。１１月はいっぱいでもう駄目だと。空

いているのは１０月だけというふうになっていたんです。もし行くので

あれば３、４、５の３日間ぐらいしか取れないんですね。これは和光市

と柏市に行くという前提の話なんですが、その他の日程等調整できなけ

れば、これは基本的になくなります。 

 

石田清廉委員 月が変わっても駄目ですか。 
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下瀬俊夫委員長 １１月はいっぱいで駄目だという話です。それに別にこだわ

りませんので、とりあえずの話ですから。皆さんのほうここに行きたい

という御提案があれば言ってもらったらと思います。日程的に３、４、

５が駄目ということであれば和光市、柏市はなくなるということです。

千葉県の柏市が４日の１０時、和光市が５日の１３時３０分ということ

になっているんです。これだけで行って帰ってくるというのはもったい

ないので、もし３日に行くのであれば３日もどこか入れたいということ

と、４日も午後からもう１件入れたい。全体で４件ぐらい行けたらと思

っておりますが、日程が調整できなければこれは全部無理ということに

なります。（発言する者あり）岩本さんが駄目、矢田さんも駄目なんだね。

３、４、５は日程的に調整つかないということでいいですか。 

 

三浦英統委員 日にちを決めておかないと行事が入ってくるんじゃないか。 

 

下瀬俊夫委員長 大体いつ頃だったらよいか日程を聞いていたらよいと思いま

す。 

 

小野泰委員 １１月の７日から１１日ぐらいでどうかなと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 それで大体いいですか。では１１月７日から１１日前後とい

うことで皆さん予定をしていてください。どこに行くかは分かりません。

未定です。できれば担当の書記にここに行きたいと、テーマこうだとい

うことを明確にして申告をお願いします。ほかにありますか。なければ

以上で今日の委員会は終わりたいと思います。 

 

 

午後５時４２分 散会 

 

 

平成２８年９月６日 

 

民生福祉常任委員会委員長 下 瀬 俊 夫 


